
３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1
こどもの参画
基本計画の策
定

　こどもの参画の理念と方向性を整
理し、普及啓発や推進体制の整備、
施策展開やモデル事業の実施など
のアクションプログラムを「こどもの
参画基本計画（仮称）」として策定し
ます。

未実施 策定 各種モデル事業を検証した。 各種モデル事業を検証した。 各種モデル事業を検証した

平成２７年度から５年間が計画期間と
なる「千葉市こどもプラン」の一章とし
て策定した。

○ B こども企画課

2
こどもの参画
ガイドラインの
策定

　こどもの参画によるまちづくりへの
理解を深めるとともに、こども視点に
よる既存事業の見直しや、事業への
こどもの参画を円滑に推進するた
め、こどもの参画ガイドラインを策定
します。

未実施 22年度策定
こどもの参画ガイドライン（案）
を作成した。

こどもの参画ガイドラインにつ
いて考えた参加者が子ども向
けのハンドブックを作成した。

ガイドラインをホームページ上
に公開した。

ホームページ上に公開した
HPによりガイドラインを広く市民に公
開した。

○ B こども企画課

3
こどもの力（ち
から）フォーラ
ムの開催

　こどもの参画を中心に、子どもを取
り巻く様々な課題について、子ども、
市民、専門家、行政がともに考える
「こどもの力フォーラム」を、開催しま
す。

21年度２回開
催（８月、11
月）

年２回開催
平成２２年１０月２日開催、１４
１人参観

2回開催
参観者数318人

参画推進事業の集大成とし
て、3月に開催した。
（参加人数193人）
（※当初10月、3月の2回実施
を予定していたが、フォーラム
の内容を、より充実したものに
するため、3月のみの実施と
なった。

参画推進事業の集大成とし
て、3月に実施した
（参加人数129人）

参画事業の発表の場として、子ども・
若者の力フォーラム開催を３月１５日
に開催した。参加人数は１２３人。

○ B こども企画課

4

こどもの力（ち
から）ワーク
ショップの開
催

　子どもたち（中学・高校生）の意見
を市政に反映させるためのワーク
ショップを開催します。また、子ども
たちによる市政への政策提言を行う
常設の「こどもフォーラム（仮称）」を
設置し、移行します

21年度３回開
催

こどもフォーラ
ム（仮称）へ統
合

９・１０月実施、５日開催：１３５
人参加

こどもの参画ガイドラインにつ
いて考えた参加者が子ども向
けのハンドブックを作成した。
延べ参加者数　91人

テーマ設定ワークショップを開
催し、ワークショップのテーマ
を子どもたちの意見をもとに決
定し、通年で行った。
（延べ参加人数147人※テーマ
設定含む）

１１月～３月の間、２つのテー
マについて、２グループで行っ
た。
（延べ参加人数159人、合計１
５回開催）

「こどもの遊び場マップを作ろう」「応急
手当こどもインストラクターになろう」の
２テーマで実施した。ワークショップは
１４回開催、参加延べ人数は１５４人。

○ B こども企画課

5
こどもからの
提言実現モデ
ル事業の実施

　こどもの参画に対する行政からの
応えの一つとして、子どもの意見を
実現するモデル事業を実施します。

未実施 実施
子どもの職場探検&ランチミー
ティングを開催

子どもの職場探検&ランチミー
ティングを開催
（10/8国際交流協会、10/11新
浜ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ、10/29中央図
書館にて実施：のべ47人参加）

子どもの職場探検＆ランチミー
ティングを実施した。
（千葉モノレール8/8、自転車
対策8/9、農政センター8/10
25人）

子どもの職場探検＆ランチミー
ティングを実施した
（動物公園8/7、新湊清掃工場
8/8、埋蔵文化調査センター
8/9　35人）

「続・命の尊さを知ろう！」「僕たち私た
ちでできる防災対策！」「認知症サ
ポーターになろう！」の３コースを実施
した。
参加人数は３６人。

○ B こども企画課

6
こども参画条
例等の調査・
研究

　先進団体の状況や児童憲章、児
童の権利に関する条約等について
の調査研究を行い、平成24年度当
初の施行を目指します。

未実施 24年度施行 調査、研究を実施した。 未実施

施行に向けて、調査・研究を実
施した。
（※施策に向けての準備が遅
れており、あまり実施できな
かった。）

施行に向けて、調査・研究を実
施した。
（※施行に向けての準備が遅
れており、あまり実施できな
かった。）

施行に向けて、調査・研究を実施し
た。

△ C-1 調査・研究を継続していく こども企画課

7
こどものまち
開催

　子どもたちが多様な体験を通じて、
対人関係や問題解決能力などの社
会性を涵養する「こどものまち」を、
「こどもの参画」を担うこどもたちを育
成する仕組みとして位置づけ、開催
します。
　当初は、市主体で運営しますが、
将来、地域に根差した文化とするた
め、子育て支援団体や民間企業等
が参加する実行委員会による運営
を検討します。

21年度２回開
催（４月、８
月）、市の運
営、参加者
200人/日

年1回開催、
実行委員会に
よる運営、参
加者500人/
日、主催者会
議の千葉市開
催済

８月６日（金）～８日（日）開催
延べ９８０人参加

こどものまちＣＢＴ２０１１を実
施した
（11/5・6実施のべ６６５人参
加）

こどものまちＣＢＴ２０１２を開
催した。
（8/23～25実施　延べ1,018人
参加）

こどものまちＣＢＴ２０１３を開
催した
（8/23～25実施　延べ1152人
参加）

こどものまちＣＢＴ２０１４を８月２２～２
４日に開催した。
（延べ１，２０９人参加）

○ B こども企画課

計画期間の評価

実施状況 所管課実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

評価実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容 現状値 目標値

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

達成状況、課題等

平成26年度

実施状況
進捗
状況

基本目標１ 次代を担うこどもの参画の推進 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 計画期間の評価

実施状況 所管課実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

評価実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容 現状値 目標値

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

達成状況、課題等

平成26年度

実施状況
進捗
状況

基本目標１ 次代を担うこどもの参画の推進 

8
子ども大学へ
の共催

　大学教授などの専門家が、専門領
域の話をこどもにわかりやすく教え
る“子ども大学”は、小学生に対する
家族や社会への“参画“意識の醸成
面での効果が期待できるプログラム
であり、「こどもの参画」を担うこども
たちを育成する仕組みとして位置づ
け、実施主体と市との共同開催とし
ます。

21年度共同開
催

共同開催、参
加者100人/年

プレ・ワークショップwith子ども
大学を開催２６人参加

実施主体の都合により未実施 実施主体の都合により未実施 実施主体の都合により未実施 実施主体の都合により未実施 × C-1 実施主体の都合により休止 こども企画課

9

「こどもに信頼
される大人」に
関する調査研
究

　子どもの居場所において、日々、
子どもたちを見守るとともに、その相
談等に応じるプレーリーダー等の
「信頼できる大人」に求められるスキ
ル（職能）と、それらを備えた人材の
育成手法や登用手法等について調
査研究を行い、人材の育成・登用の
事業化について検討します。

未実施
人材の育成・
登用の事業化

アンケート、ヒアリングを実施
し、こどもの参画ガイドラインに
反映させた。

調査・研究等を実施した。

子どもに信頼される大人公開
講座を実施した。
（9/22、23実施　延べ50人受
講）

公開講座「こどもの参画・信頼
される大人とこどもの居場所」
を実施した
（1/19、22実施　延べ56人受
講）

公開講座「信頼される大人とこどもの
居場所」を実施した
（12/21開催、30人受講）

○ B こども企画課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

10
子育て支援総
合コーディ
ネート事業

　「子育て支援館」に子育てコーディ
ネーターを配置し、各種子育てサー
ビスの情報収集、インターネット等を
活用した情報提供を行います。
　また、子育てに関する相談を受
け、サービスの提供に必要な援助や
関係機関との連絡調整を行います。

子育て支援館
を中心とした
情報提供等を
実施

内容を充実し
て実施

「子育て支援館」に子育てコー
ディネーターを配置し、各種子
育てサービスの情報収集、イ
ンターネット等を活用した情報
提供を行った。
　また、子育てに関する相談を
受け、サービスの提供に必要
な援助や関係機関との連絡調
整を行った。

・「子育て支援館」に子育て
コーディネーターを配置し、各
種子育てサービスの情報収
集、インターネット等を活用し
た情報提供を行った。
・子育てに関する相談を受け、
サービスの提供に必要な援助
や関係機関との連絡調整を
行った。

子育てサービスの情報収集・
情報提供を行うとともに、相
談、援助、関係機関との連絡
調整等を行った。
＜相談件数＞
　23年度2,398件、　24年度
2,442件

子育てサービスの情報収集・
情報提供を行うとともに、相
談、援助、関係機関との連絡
調整等を行った。
＜相談件数＞
　24年度2,442件、　25年度
2,376件

子育てサービスの情報収集・情報提
供を行うとともに、相談、援助、関係機
関との連絡調整等を行った。
＜相談件数＞
　25年度2,376件、　26年度2,512件

○ B 保育支援課

11
子育てハンド
ブック作成

　各種子育て支援サービス等が、利
用者に十分に周知されるよう、「子育
て支援」、「各種助成制度」など、各
種行政サービス等の概要を説明した
冊子を、保健福祉センターなどで配
布します。

平成21年度
31,000部作成

継続して実施
こどもの参画についての情報
を充実させ、33,000部を作成、
配布した。

「子育てマップ」のページを追
加し、作成、配布した。
発行部数　33,000部

33,000部を作成し、配布した。
平成25年度事業終了。プラン
No.  11.2「子育てナビ」事業へ
移行

平成25年度事業終了。 終 B
平成25年度事業終了。
プランNo.  11.2「子育てナビ」事業へ移
行

こども企画課

11.2 子育てナビ

千葉市の子育てに関する多岐にわ
たる行政サービス情報を、探しやす
く・わかりやすく、身近に感じていた
だけるように、ウェブサイトと子育て
情報誌とを連動させた利用者視点で
の新たな情報発信を行います。

ウェブサイト公
開
冊子30,000部
の発行

継続して実施 － － －

ウェブサイト「子育てナビ」を公
開した。
また、冊子版「子育てナビ」を
30,000部発行し、各区保健福
祉センターなどで配布するほ
か、転入時や母子健康手帳交
付時などに配布した。

冊子30,000部を発行した ○ B こども企画課

12
子育てマップ
の作成

　千葉市ホームページで提供してい
るちば案内マップを活用して、子育
て支援サービスや施設案内などの
情報を、地図上に見やすくまとめた
子育てマップを作成します。
　また、携帯電話で外出先からの利
用も可能とします。

未実施 作成・配布
子育てマップの作成、赤ちゃん
の駅の現地調査を実施した。

子育てマップを作成し、ホーム
ページ等で公開した。

千葉市ホームページの地図
サービスの変更（ちば案内マッ
プの廃止、Yahooロコの開始）
に伴い、新しい地図サービスで
子育てマップを公開した。新し
い地図サービスが携帯電話に
対応していないため、携帯電
話からのサービスを停止。

平成２４年度の千葉市ホーム
ページの地図サービスの変更
（ちば案内マップの廃止、
Yahooロコの開始）に伴い、新
しい地図サービスが携帯電話
に対応していないため、携帯
電話からのサービスを停止し
ている。

千葉市ホームページに加え、子育て
ナビ上で赤ちゃんの駅一覧を公開し、
携帯電話（スマートフォン）に対応し
た。

○ B こども企画課

13

子育て支援情
報紙「いきい
き子育て」の
発行

　年２回、幼児期からの家庭・地域
の教育力向上を図るため、子育て支
援に関する情報等を提供します。

年間２回の発
行

年間２回の発
行

親子のコミュニケーションを促
すツールとして情報誌を発行
（1回）し、今後の充実を図るた
めアンケートを行った。

親子のコミュニケーションを促
すツールとして、情報誌を発行
した。
発行部数　176,000部（2回分）

9月と3月に情報誌を発行した。 平成２４年度事業終了 平成２４年度事業終了 終 C-1 平成２４年度事業終了 こども企画課

14
父子手帳の交
付

　妊婦の配偶者へ父子手帳を配布
することにより、妊娠初期からの必
要な情報提供を行うことで、妊娠中
の夫の役割、親としての意識向上を
図り、その後の育児参加を推進しま
す。

未実施 9,500冊を配布 事業終了 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了 - C-2

平成23年度事業終了
男女共同参画課において、育男手帳
(イクメンハンドブック)を作成・配付した
ため未実施。（平成26年度から保育支
援課へ事業移管）

健康支援課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標２ 子育て家庭の「育児力」の向上 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標２ 子育て家庭の「育児力」の向上 

14.2
子育て支援コ
ンシェルジュ

子育て支援コンシェルジュ（非常勤
嘱託職員）が、保育をはじめとした子
育て支援サービス全般の利用に関
する相談・情報提供などを行いま
す。

中央区及び稲
毛区に１人設
置

各区に1人配
置

－ － －

平成25年10月から、中央区と
稲毛区に子育て支援コンシェ
ルジュ（各1人）を配置し、保育
をはじめとした子育て支援
サービス全般の利用に関する
相談・情報提供などを行った。
平成25年度相談延べ件数
　895件（中央区436件、稲毛区
459件）

平成26年10月に花見川区、若葉区、
緑区、美浜区に子育て支援コンシェル
ジュ（各1人）を配置し、全区において、
保育をはじめとした子育て支援サービ
ス全般の利用に関する相談・情報提
供などを行った。
〈平成26年度相談延べ件数〉
　5,390件
（中央区1,520件、花見川区517件、稲
毛区1,365件、若葉区898件、緑区612
件、美浜区478件）

○ B 保育支援課

15
子育て支援館
の運営

　子育てを総合的に支援する基幹型
子育て支援センターとして、親子の
自由な交流・情報交換の場、各種子
育て相談、育児講座、ファミリー・サ
ポート・センター事業などを実施しま
す。

来館者数17万
7,474人。入館
組数7万4,903
人（H22.3.31現
在）

継続して実施

子育てを総合的に支援する基
幹型子育て支援センターとし
て、親子の自由な交流・情報
交換の場、各種子育て相談、
育児講座、ファミリー・サポー
ト・センター事業などを実施し
た。

子育てを総合的に支援する基
幹型子育て支援センターとし
て、親子の自由な交流・情報
交換の場、各種子育て相談、
育児講座、ファミリー・サポー
ト・センター事業などを実施し
た。

親子の交流・情報交換の場の
提供、相談、情報提供等を
行った。
＜利用人数＞
　23年度83,090人、　24年度
83,364人

親子の交流・情報交換の場の
提供、相談、情報提供等を
行った。
＜利用人数＞
　24年度83,364人、　25年度
76,470人

親子の交流・情報交換の場の提供、
相談、情報提供等を行った。
＜利用人数＞
　25年度76,470人、　26年度74,508人

○ B 保育支援課

16
地域子育て支
援拠点事業

　乳児または幼児及びその保護者
が相互の交流を行う場所を開設し、
子育てについての相談、情報の提
供、助言、その他の支援を行いま
す。

地域子育て支
援センター７
か所、子育て
リラックス館10
か所

地域子育て支
援センター７
か所、子育て
リラックス館１
２か所

乳児または幼児及びその保護
者が相互の交流を行う場所を
開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言、その
他の支援を行った。
利用人数
・支援センター　21年度82,650
人、22年度89,213人
・リラックス館　　21年度
108,179人、22年度120,986人
※支援センター分に子育て支
援館分は含んでいない。

乳児または幼児及びその保護
者が相互の交流を行う場所を
開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言、その
他の支援を行った。
利用人数
・支援センター　22年度89,213
人、23年度92,260人
・リラックス館　　22年度
120,986人、23年度117,939人
※支援センター分に子育て支
援館分は含まない。

親子の交流・情報交換の場の
提供、相談、情報提供等を
行った。
＜利用人数＞
・支援センター　23年度92,260
人、　24年度91,302人
・リラックス館　　23年度
117,939人、　24年度123,765人

親子の交流・情報交換の場の
提供、相談、情報提供等を
行った。
＜利用人数＞
・支援センター　24年度91,302
人、　25年度83,902人
・リラックス館　　24年度
123,765人、　25年度127,151人

親子の交流・情報交換の場の提供、
相談、情報提供等を行った。
＜利用人数＞
・支援センター　25年度83,902人、　26
年度84,598人
・リラックス館　　25年度127,151人、
26年度130,844人

○ C-1

子育てリラックス館を平成26年度末ま
でに12か所（各区2か所）とする計画で
あるが、若葉区に1か所整備したもの
の、事業者の応募がなく稲毛区に1か
所整備することができなかった。
引き続き、稲毛区に１か所整備する必
要がある。

保育支援課

17

子育てサポー
ター・家庭教
育アドバイ
ザー配置事業

　子育てサポーターは、各区に３名
ずつ配置されており、中核公民館を
中心に、「子育てママのおしゃべりタ
イム」の中で、子育ての悩みや不安
をもつ母親への相談活動や情報交
換、仲間づくりのコーディネートを行
います。
　家庭教育アドバイザー（臨床心理
士有資格者）は、各区に１名ずつ配
置されており、主に子育てサポー
ターに対して専門的な立場から助言
を行います。また、サポーターから
の依頼により、子育ての悩みを持つ
母親に直接助言を行います。

子育てサポー
ターの相談活
動は、延べ70
回程度

子育てサポー
ターの研修等
を通じて、質
的向上を図る
とともに、本事
業をより多くの
方に周知

　公民館での「子育てママのお
しゃべりタイム」を中心に、子育
てサポーター延129回、家庭教
育アドバイザー延12回の活動
を実施。

公民館での「子育てママのお
しゃべりタイム」を中心に、子育
てサポーター延236回、家庭教
育アドバイザー延11回の活動
を実施した。

公民館での「子育てママのお
しゃべりタイム」を中心に、子育
てサポーター延276回、家庭教
育アドバイザー延14回の活動
を実施した。

公民館での「子育てママのお
しゃべりタイム」を中心に、子育
てサポーター延305回、家庭教
育アドバイザー延30回の活動
を実施した

公民館での「子育てママのおしゃべり
タイム」を中心に、子育てサポーター
延322回、家庭教育アドバイザー延32
回の活動を実施した。

○ B
生涯学習振興
課

18
子どもの医療
費に対する助
成

　保険診療の範囲内で、保護者負担
額を除いて医療費の自己負担額を
助成します。
　小学校就学前児：通院、入院（平
成18年8月から）

入院、通院と
もに小学校就
学前の児童が
対象

助成対象の拡
充

保険診療の範囲内で、保護者
負担額を除いて医療費の自己
負担額を助成した。
平成２３年１０月診療分から入
院費の助成対象を小学校就学
前から中学校修了まで拡大し
た。
延べ助成件数　1,029,415件
（通院：1,022,540件　入院7,330
件）

平成23年8月診療分から通院
費の助成対象を小学校就学前
から小学校3年生まで拡大し
た。
延べ助成件数　1,186,855件
(通院：1,179,525件　入院：
7,330件)

中学生までの入院費と小学校
3年生までの通院費について、
保険診療の範囲内で、保護者
負担額を除いて医療費の自己
負担額を助成した。
助成件数：1,360,206件
（通院：1,352,371件　入院：
7,835件）

中学生までの入院費と小学校
3年生までの通院費について、
保険診療の範囲内で、保護者
負担額を除いて医療費の自己
負担額を助成した。
助成件数：1,320,307件
（通院：1,312,628件　入院：
7,679件）

中学生までの入院費、小学3年生まで
の通院費について、保険診療の範囲
内で、保護者負担額を除いて医療費
の自己負担額を助成した。
また、26年8月より通院費の助成対象
を中学3年生まで拡大した。
助成件数：1,575,125件
（通院：1,567,464件　入院：7,661件）

○ A
助成対象を、入通院ともに中学3年生
まで拡大。

こども企画課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標２ 子育て家庭の「育児力」の向上 

19 子ども手当

　中学校修了前までの児童を養育
する保護者に手当を支給することに
より、次世代の社会を担う子供に成
長と発達に資することを目的としま
す。
　児童1人あたり月額26,000円（平成
22年度13,000円）を支給します。

未実施
（児童手当を
支給）

国の制度改正
に合わせて実
施

中学校修了までの児童を対象
に月額13,000円を支給

・平成23年9月分までは、中学
校修了前の子どもに一律月額
13,000円を支給。
・平成23年10月分から月額、3
歳未満15,000円、3歳以上小学
校修了前（第1・2子）10,000円、
3歳以上小学校修了前（第3子
以降）15,000円、中学校修了前
10,000円を支給した。
延べ支給児童数　1,477,420人

本事業は、平成24年3月で終
了し、平成24年4月からは児童
手当制度に移行した。なお、経
過措置により、平成23年度分
を遡及して平成24年度に支給
した。

*子ども手当により、平成23年9
月分までは、中学校修了前の
子どもに一律月額13,000円を
支給した。
＊子ども手当（特別措置法）に
より、平成23年10月分から3月
分までは、月額、3歳未満
15,000円、3歳以上小学校修了
前（第1・2子）10,000円、3歳以
上小学校修了前（第3子以降）
15,000円、中学校修了前
10,000円を支給した。
延べ支給児童数　279,859人

平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 終 B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

こども企画課

19‐2 児童手当

　中学校修了前までの児童を養育
する保護者に手当を支給することに
より、家庭等における生活の安定に
寄与するとともに、次代の社会を担
う児童の健やかな成長に資すること
を目的とします。
　児童手当の区分に応じ、それぞれ
以下の支給月額を支給します。
　支給月額　3歳未満：15,000円、
　　　　　　　  3歳～小学校修了前：
10,000円（第3子以降は15,000円）
                  中学生：10,000円
　　　　　　　  施設入所児童　3歳未
満：15,000円、3歳以上：10,000円
※なお、平成24年6月分から所得制
限を導入し、所得制限基準額以上
の場合に、児童1人につき月額5,000
円を特例給付として支給します。

平成24年4月1
日から実施

国の制度改正
に合わせて実
施

－ －

児童手当の区分に応じ、それ
ぞれ以下の支給月額を支給し
た。
支給月額　3歳未満：15,000
円、3歳～小学校修了前：
10,000円（第3子以降は15,000
円）、中学生：10,000円、
施設入所児童　3歳未満：
15,000円、3歳以上：10,000円
※なお、平成24年6月分から所
得制限を導入し、所得制限基
準額以上の場合に、児童1人
につき月額5,000円を特例給付
として支給した。

延べ支給児童数　1,222,088人

児童手当の区分に応じ、それ
ぞれ以下の支給月額を支給し
た。
支給月額　3歳未満：15,000
円、3歳～小学校修了前：
10,000円（第3子以降は15,000
円）、中学生：10,000円、
施設入所児童　3歳未満：
15,000円、3歳以上：10,000円、
特例給付：5,000円

延べ支給児童数　1,462,114人

児童手当の区分に応じ、それぞれ以
下の支給月額を支給した。
支給月額　3歳未満：15,000円、3歳～
小学校修了前：10,000円（第3子以降
は15,000円）、中学生：10,000円、
施設入所児童　3歳未満：15,000円、3
歳以上：10,000円、
特例給付：5,000円

延べ支給児童数　1,444,028人

○ B こども企画課

20
高校授業料不
徴収

　高校の授業料を実質的に無償化し
ます。

未実施
国の制度改正
に合わせて実
施

　国の費用により、公立高等学
校の授業料を無償とした。

国の費用により、市立高校の
授業料を無償とした。
市立千葉高校　967人
市立稲毛高校　958人

国の費用により、市立高等学
校の授業料を無償とした。
　・千葉高等学校　968人
　・稲毛高等学校　961人

国の費用により、市立高等学
校の授業料を無償とした。
　・千葉高等学校　970人
　・稲毛高等学校　955人

国による高校授業料無償制の見直し
による「高等学校等就学支援金」制度
の変更に伴い、今年度入学生から「市
町村民税所得割額」が304,200円未満
の世帯に対し、国からの「就学支援
金」を支給することにより実質的に授
業料を無償とした。

○ B
教育委員会企
画課

21
出産育児一時
金

　出産費用の負担を軽減するため、
国民健康保険被保険者の出産時
に、出産児１人につき39万円
（H27.1.1以降の出産は40万4千円）
産科医療補償制度対象の場合は42
万円の出産育児一時金を支給しま
す。

1,220件 継続して実施
出産育児一時金を1,341件支
給した。

出産育児一時金を1,227件支
給した。

出産育児一時金を1,254件支
給した。

出産育児一時金を1,236件支
給した。

出産育児一時金を1,061件支給した。 ○ B 健康保険課

22 助産施設

　経済的理由により、入院助産を受
けることができない妊産婦を入所さ
せ、助産に要する経費を支給しま
す。

２施設、30人 継続して実施
助産施設へ入所し、出産した
妊産婦に助産費用を支出し
た。（２施設、延べ33名）

助産施設へ入所し、出産した
妊産婦に助産費用を支出し
た。（2施設、延べ42人）

助産施設へ入所し、出産した
妊産婦に助産費用を支出し
た。（2施設、延べ42人）

助産施設へ入所し、出産した
妊産婦に助産費用を支出し
た。（2施設、延べ42人）

助産施設へ入所し、出産した妊産婦
に助産費用を支出する。
（2施設、延べ46名）

○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標２ 子育て家庭の「育児力」の向上 

23

私立幼稚園就
園奨励費補助
金（市単、国
庫補助）

　私立幼稚園に就園する園児の保
護者に対し、助成金を支給すること
により、保護者の経済的負担を軽減
し、幼稚園就園を奨励します。

補助対象者数
17,551人

引き続き保護
者の負担軽減
を図る

　私立幼稚園に就園する園児
の保護者に対し、助成金を支
給することにより、保護者の経
済的負担を軽減し、幼稚園就
園を奨励した。
補助対象者数：16,821人

世帯の市民税所得割額の状
況などによって、16,597人に助
成金を支給した。

世帯の市民税所得割額の状
況などによって、16,377人に助
成金を支給した。

世帯の市民税所得割額の状
況などによって、15,811人に助
成金を支給した。

15,214人に対し、補助金を支給した。 ○ B
5歳児無償化等、国の動向を注視して
いく。

保育支援課

24
幼児２人同乗
用自転車助成
事業

　少子化対策や子育て支援の観点
から、幼児２人同乗用自転車の普及
が促進される様、助成制度の導入な
どについて検討を行います。

未実施 実施
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

本当に支援が必要なものであ
るのかを見極めつつ、他の自
治体での利用状況等を鑑みて
実施を検討する。

事業実施無し - C-2
支援の必要性を見極めつつ、他の自
治体での状況等を鑑みて、実施を検
討する。

こども企画課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

25
子ども交流館
の運営

　こどもの参画の推進および児童の
健全育成の拠点施設として、市内の
中心部に、子どもたちの交流の場、
スポーツ・音楽など、子どもたちのさ
まざまな活動を支援します。

来館者数30万
3,366人、登録
者数6万5,050
人（H22.3.31現
在）

継続して実施
来館者数43万662人、登録者
数6万5,218人（H23.3.31現在）

来館者数　557,028人
登録者数　81,004人
（H24.3.31現在）

来館者数　114,624人（開館以
来延べ671,652人）

来館者数　129,850人（開館以
来延べ819,755人）

来館者数　137,552人（開館以来延べ
957,307人）

○ B こども企画課

26
放課後子ども
プラン推進事
業

　放課後子ども教室推進事業、放課
後児童健全育成事業（子どもルーム
事業）の推進および両事業の連携に
より、総合的な放課後対策事業を実
施します。

放課後子ども
プラン合同研
修会実施

継続して実施

千葉市主催の研修会「食物ア
レルギーについて」を実施。参
加者：581人（指導員565人・
コーディネーター16人）

千葉市主催の研修会「災害に
備え、できることから始めよう
～不意の地震に不断の用意
～」を実施。
参加者数　739人（指導員668
人・コーディネーター71人）

千葉市主催の研修会「障害児
への対応について」を実施。参
加者：686人（指導員652人・
コーディネーター34人）

千葉市主催の研修会「アレル
ギーに優しい学校・地域のた
めに～食物アレルギーについ
て」
開催日時：平成25年10月1日
会　　　場：千葉市民会館大
ホール
参加者数：指導員686名、コー
ディネーター21名

千葉市主催の研修会「発達障害の理
解と対応」
開催日：平成26年6月6日
会　 場：千葉市民会館大ホール
参加者数：指導員684名
　　　　　　　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ30人

○ B 健全育成課

26
放課後子ども
プラン推進事
業

　放課後子ども教室推進事業、放課
後児童健全育成事業（子どもルーム
事業）の推進および両事業の連携に
より、総合的な放課後対策事業を実
施します。

放課後子ども
プラン合同研
修会実施

継続して実施
　放課後子どもプラン合同研
修会の実施。

「子どもルーム指導員等研修
会」に、放課後子ども教室コー
ディネーターが参加することに
より、「放課後子どもプラン合
同研修会」を実施した。
参加者数　放課後子ども教室
関係者　71人、子どもルーム
関係者　667人

「子どもルーム指導員等研修
会」に、放課後子ども教室コー
ディネーターが参加することに
より、「放課後子どもプラン合
同研修会」を実施した。
参加者数　放課後子ども教室
関係者39人、子どもルーム関
係者534人

「子どもルーム指導員等研修
会」に、放課後子ども教室コー
ディネーターが参加することに
より、「放課後子どもプラン合
同研修会」を実施したｇ。
参加者数　放課後子ども教室
関係者21人、子どもルーム関
係者686人

「子どもルーム指導員等研修会」に、
放課後子ども教室コーディネーターが
参加することにより、「放課後子どもプ
ラン合同研修会」を実施した。
参加者数　放課後子ども教室関係者
30人、子どもルーム関係者684人

○ B
生涯学習振興
課

27
放課後子ども
教室推進事業

　放課後の児童の安全・安心な居場
所づくりのため、小学校の校庭や体
育館、余裕教室等を活用し、地域の
人たちや保護者等のボランティアに
よる協力を得て、スポーツ・文化活
動、学習機会の提供等実施します。

全小学校で実
施（120校）

継続して実施

　120小学校区にて、年間延
2,890日、参加児童延107,795
人の放課後の居場所を指導
員・協力員延29,291人の協力
を得て実施した。

全小学校（117校）で、放課後
子ども教室を実施した。
参加児童数　6,859人

市内全小学校（116校）で、放
課後こども教室を実施した。
参加児童数　6,545人

市内全小学校（113校）で、放
課後こども教室を実施した。
参加児童数　6,542人

全小学校（113校）で放課後子ども教
室を実施した。
参加児童数　6,447人

○ B
生涯学習振興
課

28
子どもの居場
所のありかた

　子どもの居場所について、あり方
を検討し、子どもの居場所に関する
方針を作成します。

調査研究 方針作成
アンケート、ヒアリングを実施
し、こどもの参画ガイドラインに
反映させた。

子どもの居場所のあり方を、
「こどもの参画ガイドライン」及
び、「こどもカフェの運営の指
針」に反映させた。

調査・研究を実施した。 調査・研究を実施した 調査・研究を実施した。 ○ C-1 調査・研究を継続していく。 こども企画課

29
こどもカフェ
（仮称）の設置

　子どもが信頼できる大人がいる「こ
どもカフェ（仮称）」を、子どもの身近
な場所に、既存施設等を活用して設
置します。

調査研究 設置 調査・研究を実施した。

美浜区高洲の高洲保健セン
ター跡施設にてモデル運営を
10月から開始
延べ利用者数　244人

稲毛区園生地区に10/1より開
設した。
来所人数：高洲789人、園生
221人

来所人数：高洲490人、園生
2,151人
開所回数：高洲48回、園生96
回

来所人数：高洲919人、園生1,632人
開所回数：高洲48回、園生96回

○ B こども企画課

30
特別教室開放
推進事業

　土・日曜日に、小学校の特別教室
を開放し、子どもの健全育成、地域
活動の活性化及び生涯学習の振興
を図ります。

花見川区（瑞
穂小）と緑区
（扇田小）で実
施

市内５区で実
施

　瑞穂小学校の特別教室棟を
日曜日及び土曜日に年間88日
開放、利用者数2,423人。扇田
小学校の特別教室棟を日曜日
及び土曜日に年間88日開放、
利用者数2,056人。

土・日曜日に、瑞穂小学校・扇
田小学校の特別教室を開放し
た。
延べ利用者数　瑞穂小学校
3,874人、扇田小学校　3,675人

平成24年10月から、海浜打瀬
小学校でも特別教室開放を開
始した。

　既存の開放（花見川区、美浜
区、緑区）に加え、平成25年10
月より、新たに、稲毛区（緑町
小学校）の開放を実施した。

既存の開放（花見川区、美浜区、緑
区、稲毛区）に加え、平成26年10月よ
り中央区（星久喜小学校）及び若葉区
（都賀の台小学校）の開放を実施し
た。

○ B
生涯学習振興
課

31
公民館主催事
業（少年教育）

　公民館主催の少年教育事業の一
環として、少年に学習機会を提供す
るための講座を開設します。
　また、こどもたちの学習ニーズによ
り対応した講座の開設を図ります。

少年教育関係
の各種講座
は、全館で250
事業程度を予
定

継続して実施
　公民館にて「子ども科学講
座」など288事業実施、延参加
者数8,670人。

公民館にて「子ども科学講座」
など272事業を実施した。
延べ参加者数　8,510人

公民館にて「子ども科学講座」
など303事業を実施した。
延べ参加者数　9,298人

公民館にて「子ども科学講座」
など290事業を実施した
延べ参加者数　7,813人

公民館にて「子ども科学講座」等248
事業を実施した。
延参加者数6,391人

○ B
おおむね計画どおり事業を実施。
今後も子どもの学習ニーズに応じた公
民館事業を実施していく。

生涯学習振興
課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

32

公民館等にお
ける指導者及
び各種ボラン
ティア養成

　団体・グループ活動の中心となる
リーダー等の養成の一環として、子
どもを対象とする活動に携わるリー
ダー・ボランティアの養成を図り、各
種活動の充実に努めるとともに、社
会のニーズにより適合した講習会等
の充実を図ります。

指導者および
リーダー研修
の各種講座
は、６事業程
度を予定

継続して実施

　公民館及び南部児童文化セ
ンターにて、「ジュニア・キャン
プリーダー養成講座」など5事
業実施、延参加者数291人。

公民館及び南部児童文化セン
ターにて、「ジュニア・キャンプ
リーダー養成講座」など3事業
を実施した。
延べ参加者数　205人

公民館及び南部児童文化セン
ターにて「子どもリーダー講習
会」など5事業を実施した。
延べ参加者数　289人

公民館及び南部児童文化セン
ターにて「子どもリーダー講習
会」など5事業を実施した。
延べ参加者数　277人

公民館及び南部児童文化センターに
て「ジュニアリーダー養成講座」など5
事業を実施した。
延参加者311人

○ B
おおむね計画どおり事業を実施。
今後も子どもの学習ニーズに応じた公
民館事業を実施していく。

生涯学習振興
課

32‐2

ときめきサタ
ディ（ときめき
サテディのうち
親子で実施す
るもの以外）

「ヒップホップダンス」「お菓子づくり
教室」等の講座を実施します。

実施 継続して実施

　南部青少年センターにて、と
きめきサタディ「ヒップホップダ
ンス」「お菓子づくり教室」等の
10講座を実施、延参加者数
317人。

8講座を実施した。
参加者数　283人

平成24年6月、7月、8月、10
月、12月、3月に8講座実施。
延べ299名受講

平成25年5月、6月、8月、9月、
10月、12月、2月に8講座実施
延べ205名参加

平成26年5月、7月、8月、10月、12月、
平成27年3月に7講座開催した。
小中学生対象　延べ155名参加

○ B

5年間で41講座を開催し、延べ1,259人
の参加があった。
参加者数が減少傾向にあるため、在
学青少年（小中学生）の実態、ニーズ
を把握することに心がけながら、講座
内容を吟味する必要がある。
また、広報の方法について工夫する
必要がある。

南部青少年セン
ター

32‐3
公民館等を活
用した学習会

　公民館を活用して市民団体等との
協働により環境関連の講座、勉強会
等を開催し、地域における環境教育
の推進を図ります。

８回実施
延べ１１４人参
加

継続して実施
計6回開催　延べ参加者　小学
生82名　大人19名

8回の公民館講座を実施した。
延べ参加者数　133人

6回の公民館講座を開催。
延べ参加者数　107人

公民館講座を8回開催し、137
人が参加した。

公民館で７講座開催し、130人が参加
した。

○ B 予定した講座回数をほぼ実施した。 環境保全課

33
「（仮称）犢橋
地域福祉活動
施設」の整備

　子どもから高齢者まで広く地域住
民が利用し、子育て支援や世代間
交流等の地域福祉活動を行う場を
提供するため、「（仮称）犢橋地域福
祉活動施設」を設置します。

検討中 設置

跡施設の維持管理経費のみ
予算措置されたため、必要な
修繕等を行うことができなかっ
た。

犢橋地域福祉交流館を平成24
年3月1日に開設した。

犢橋地域福祉交流館の管理
運営を行った。
46団体の利用団体登録があ
り、団体利用としては年間590
回、年間利用者数としては
4,139名が利用した。

犢橋地域福祉交流館の管理
運営
場所：花見川区犢橋町1465番
地
開館時間：9～17時（月曜日休
館）
延利用者数：5,733人

犢橋地域福祉交流館の管理運営
場所：花見川区犢橋町1465番地
開館時間：9～17時（月曜日休館）
延利用人数　6,701人

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

地域福祉課

34

「（仮称）小中
台地域福祉活
動施設」の整
備

　子どもから高齢者まで広く地域住
民が利用し、子育て支援や世代間
交流等の地域福祉活動を行う場を
提供するため、「（仮称）小中台地域
福祉活動施設」を設置します。

検討中 設置

地域福祉活動施設として小中
台地域福祉交流館を整備し、
平成23年4月1日より運営して
いる。

利用団体登録数　37団体
団体利用数　474回
年間利用者数　5,008人

小中台地域福祉交流館の管
理運営を行った。
24団体の利用団体登録があ
り、団体利用としては年間965
回、年間利用者数としては
7,825名が利用した。

小中台地域福祉交流館の管
理運営
場所：稲毛区小仲台5丁目3番
1号
開館時間：9～19時
延利用者数：16,881人

小中台地域福祉交流館の管理運営
場所：稲毛区小仲台５丁目３番１号
開館時間：9～19時（年末年始を除く）
延利用人数　23,815人（ﾛﾋﾞｰを除く）

○ B

施設周知のため、イベントの開催や広
報紙の発行等を行い、年々延利用者
が増加している。今後も利用団体・利
用者数の増加を図るとともに、安定し
た管理運営を継続する。

地域福祉課

35
青少年育成委
員会活動事業

　地域住民の青少年問題に対する
共通の理解を深め、地域における青
少年問題関係機関・団体の相互の
連絡調整を図りながら地域ぐるみで
青少年の健全育成活動を総合的に
推進する青少年育成委員会の活動
費用を補助します。

＜活動例＞
・青少年の健全な団体グループ活動
への参加を奨励したり、保護者の自
覚を促し、家庭を健全にするための
諸活動。
・危険箇所点検活動やたまり場巡回
指導など青少年を取り巻く有害環境
の排除と健全な環境づくり等の青少
年の非行化、事故防止に関する諸
活動。
・球技大会やキャンプ、音楽会など
体育やレクリエーションに関する諸
活動。

年度当初に予
定していた各
行事の遂行と
充実を図りな
がら、行事を
進めている

各中学校によ
る行事の更な
る充実を図る
とともに、多く
のアイデアを
取り入れなが
ら工夫を凝ら
した、行事を
進める

56中学校区青少年育成委員
会が独自に企画した青少年健
全育成事業を実施し、市が事
業費を補助した。
なお、平成22年度は、東日本
大震災の影響で、新宿中学校
区青少年育成委員会主催の3
月27日～29日に実施予定だっ
た春のリーダー研修と幕張本
郷中学校区青少年育成委員
会主催の3月19日に予定され
ていたドッヂボール大会が中
止になった。

・56中学校区青少年育成委員
会が独自に企画した青少年健
全育成事業を実施し、市が事
業費を補助した。
・中央区を除く5区でブロック研
修会を実施した。
・青少年の日つながりウィーク
で48地区が環境浄化活動等を
実施した。
・こども110番のいえ登録件数
10,038件

・56中学校区青少年育成委員
会が独自に企画した青少年健
全育成事業を実施し、市が事
業費を補助した。
・6区でブロック研修会を実施し
た。
・青少年の日つながりウィーク
で４７中学校区が環境浄化活
動等実施した。
・こども110番のいえ登録件数
10,209件

・55中学校区青少年育成委員
会が独自に企画した青少年健
全育成事業に対し、事業費を
補助した。
・5区でブロック研修会を実施
（1区は台風のため中止）。
・青少年の日つながりウィーク
活動が、55中学校区で実施さ
れた。
・こども110番のいえ登録件数
10,239件。

55中学校区青少年育成委員会が独
自に企画した青少年健全育成事業に
対し、活動費を補助した。
6区でブロック研修会を実施した。
青少年の日つながりウィーク活動につ
いて、55中学校区で実施した。
こども110番のいえ登録件数を拡大し
た。（10,239件→10,322件）

○ B

今後は、活動費の補助金額を維持し
ていくとともに、事業の見直しを図り、
より効果的な活動を行う。青少年の意
見も取り入れ、こどもの参画を図る。

健全育成課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

36
青少年相談員
活動事業

　地域社会での青少年育成活動の
積極的な推進を図るため、青少年と
一体になり、ともに喜び、ともに語
り、青少年のよき相談相手となること
を目的とする青少年相談員の活動
費用を助成します。

＜活動例＞
・個人活動　地区の青少年実態把握
や関係機関の紹介
・地区活動　地区青少年の団体やグ
ループ育成、健全育成事業の実施
（映画会、キャンプ、各種スポーツ大
会、音楽会など）
・連協活動　地域環境づくり、市全域
の健全育成行事への参加など（環
境浄化活動、標語コンクール、青少
年のつどいの大会など）

各学区等での
活動に対する
費用を補助す
る。

継続して実施

市内56中学区の青少年相談
員で構成される青少年相談員
連絡協議会へ活動費を補助し
た。

・56中学校区の青少年相談員
で構成される青少年相談員連
絡協議会へ活動費を補助し
た。
・青少年の日つどい大会を開
催した。
・定例の理事会を開催した。
・理事研修会を開催した。
・青少年の日フェスタへの参加
及び協力をした。
・県央地区青少年相談員連絡
協議会へ参加した。
・千葉県青少年相談員連絡協
議会へ参加した。

・56中学区青少年相談員で構
成される青少年相談員連絡協
議会へ活動費を補助した。
・青少年の日つどい大会を開
催した。
・定例理事会を開催した。
・理事研修会を開催した。
・青少年の日フェスタへの参加
及び協力をした。
・県央地区青少年相談員連絡
協議会へ参加した。
・千葉県青少年相談員連絡協
議会へ参加した。

・55中学区青少年相談員で構
成される青少年相談員連絡協
議会へ活動費を補助した。
・青少年のつどい大会は大雪
のため中止した。
・定例理事会を開催した。(年9
回)
・相談員研修会を開催した。
(年2回)
・青少年の日フェスタへの参加
及び協力をした。
・県央地区青少年相談員連絡
協議会へ参加した。
・千葉県青少年相談員連絡協
議会へ参加した。

・55中学区青少年相談員で構成され
る青少年相談員連絡協議会へ活動費
を補助した。
・青少年のつどい大会（平成２７年２月
２１日、QVCマリンフィールド）を開催し
た。
・定例理事会を開催した。
・相談員を対象とした研修会を２回開
催した。
・青少年の日フェスタ（平成２６年９月２
０日、生涯学習センター・きぼーる）へ
の参加及び協力をした。
・県央地区青少年相談員連絡協議会
へ参加した。
・千葉県青少年相談員連絡協議会へ
参加した。

○ B 健全育成課

37

公民館完全学
校週五日制対
応事業（講座
等）

　完全学校週五日制の導入を契機
とし、新たに学校休業日となった土
曜日を中心に、児童生徒、一部その
保護者とともに参加できる「体験型」
の学習の場を提供します。

週五日制に伴
う土曜日の各
種講座は、60
事業程度を予
定

子どもたちの
ニーズにより
対応したもの
になるよう、そ
の充実を図る

　公民館にて、「子ども映画会」
など84事業実施、延参加者数
2,453人。

公民館にて、「子ども映画会」
など149事業を実施した。
延べ参加者数　4,702人

公民館にて、「子ども映画会」
など310事業を実施した。
延べ参加者数　7,128人

公民館にて、「子ども映画会」
など261事業を実施した
延べ参加者数　6,695人

公民館にて、「子ども映画会」など229
事業を実施した
延参加者数　6,026人

○ B
おおむね計画どおり事業を実施。
今後も子どもの学習ニーズに応じた公
民館事業を実施していく。

生涯学習振興
課

38
体育指導委員
事業

　小学校地区ごとに体育指導委員を
委嘱し、子ども、高齢者を含む地域
住民を対象としたレクリエーション･
スポーツ活動の企画･運営・指導を
行います。

少年球技大会
を21ブロックで
開催。100教
室程度のス
ポーツ教室を
開催

継続して実施

※本事業には、こども以外を
対象とする部分を多く含むこと
から、こどもに該当する部分を
別途新規事業として掲載す
る。

平成22年度終了事業
※本事業には、こども以外を
対象とする部分を多く含むこと
から、こどもに該当する部分を
別途「千葉市ジュニアスポーツ
大会（旧千葉市少年球技大
会）」事業（プランNo41-6)とし
て掲載。

平成22年度事業終了。 平成22年度事業終了。 平成22年度事業終了。 終 B
※プランNo.41-6「千葉市ジュニアス
ポーツ大会（旧千葉市少年球技大
会）」事業で併せて評価。

スポーツ振興課

39

スポーツ施設
管理事業（ス
ポーツ広場
等）

　子ども、高齢者を含む地域住民
が、気軽にスポーツ等に親しむ環境
づくりを目指し、スポーツ広場･運動
広場の管理運営を行います。

スポーツ広場
（2か所）、運
動広場（20か
所）でスポー
ツ活動を実施

継続して実施
　スポーツ広場（2か所）、運動
広場（20か所）でスポーツ活動
を実施。

・平成23年度利用者数
222,716人
（内訳）スポーツ広場29,826
人、運動広場192,890人
・幕張西スポーツ広場（仮称）
用地を県企業庁より取得価
格：671,543千円で買収した。

・スポーツ広場の管理運営
2ヵ所
①大宮スポーツ広場
　　利用者数　   20,164人
②宮崎スポーツ広場
　　利用者数　　  9,022人
・運動広場の管理運営20ヶ所
　　利用者数　　  166,426人

・スポーツ広場の管理運営
2ヵ所
①大宮スポーツ広場
　　利用者数　   18,396人
②宮崎スポーツ広場
　　利用者数　　  8,481人
・運動広場の管理運営　20ヶ
所
　　利用者数　　  144,135人

・スポーツ広場の管理運営　2か所
①大宮スポーツ広場
利用者数　17,348人
②宮崎スポーツ広場
利用者数　　8,993人
・運動広場の管理運営　20か所
利用者数　159,439人

○ B

スポーツ広場（2か所）、運動広場（20
か所）の管理運営を概ね計画どおりに
実施し、子ども、高齢者を含む地域住
民が、気軽にスポーツ等に親しむ環境
を維持した。
運動広場20か所のうち、12か所は公
有財産の未利用地を暫定的に利用し
ているものである。本来の目的とは異
なった利用となっており、整理が必要
である。

スポーツ振興課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

40
学校体育施設
開放事業

　スポーツの場の不足を解消するた
め、学校体育施設を開放し、市民の
体力づくりとコミュニティ活動の振興
を図り、市民が手軽に多様なスポー
ツ･レクリエーションを行える場をつく
ります。

市内の学校
120校(校庭・
体育館)、中学
校56校(校庭・
体育館)、武道
場(中学校11
校）の体育施
設を市民に開
放

継続して実施

　小学校120校、中学校56校の
校庭、体育館及び中学校11校
の武道場を開放するほか、中
学校６校の校庭の夜間開放を
実施。

・平成23年度利用者数
2,195,755人
（内訳）小学校1,947,184人　中
学校248,571人
・平成23年度利用登録団体数
2,180団体
（内訳）校庭 501団体、体育館
1,633団体、武道場46団体

・小学校（校庭・体育館） 116校
　　利用者数　1,967,854人
・中学校（校庭・体育館・武道
場） 56校
　　利用者数　  255,606人
・校庭の夜間開放 6校(6月以
降5校）
　　利用者数　    18,971人
・学校プール開放 2校（7月28
日～8月26日）
　　利用者数　　   3,343人

・小学校（校庭・体育館）113校
　　利用者数　1,920,738人
・中学校（校庭・体育館・武道
場）55校
　　利用者数　  269,741人
・校庭の夜間開放 5校
　　利用者数　    19,282人
・学校プール開放2校（7月27日
～8月25日）
　　利用者数　　   4,263人

・小学校（校庭・体育館）113校
　利用者数　1,816,459人
・中学校（校庭・体育館・武道場）55校
　利用者数　　480,020人
・校庭の夜間開放　6校
　利用者数　　　17,965人
・学校プール開放1校（7月26日～8月
24日）
　利用者数　　　　4,073人

○ B

小中学校の校庭・体育館及び中学校
の武道場に加え、平成２４年度より一
部小中学校のプール開放を実施し、
市民の体力づくり、コミュ二ティ活動の
推進、地域スポーツの振興を概ね計
画どおり行った。
今後も継続して実施していく上で、学
校統合等の要因により利用団体の活
動場所が縮減するため、学校体育施
設開放運営委員会等と連携しながら
利用団体の利用調整を行っていく必
要がある。

スポーツ振興課

41 公民館整備

　子ども対象の講座や市民のための
各種講座を行うとともに、地域の拠
点としての学習活動の場を提供しま
す。

おゆみ野第二
公民館（仮称）
及び真砂公民
館（仮称）用地
の取得

公民館の未設
置地区の解消
を優先的に進
める

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

事業予定なし
資産経営課において、市全体
の公共施設の見直しに関する
方針を策定中であり、今後の
公民館建設については、この
方針を踏まえた検討を行って
いく必要があると考えている。

事業予定なし
資産経営課において、市全体の公共
施設の見直しに関する方針を策定中
であり、今後の公民館建設について
は、この方針を踏まえた検討を行って
いく必要があると考えている。

- C-2

資産経営課において、市全体の公共
施設の見直しに関する方針を策定中
であり、今後の公民館建設について
は、この方針を踏まえた検討を行って
いく必要があるため。

生涯学習振興
課

41‐2
わくわくカレッ
ジ

 「フラワーアレンジメント」「魚料理入
門」等の講座を実施します。

実施 継続して実施

　南部青少年センターにてわく
わくカレッジ「雛祭りのフラワー
アレンジメント」など９事業を実
施、延参加者数169人。

南部青少年センターで8講座を
実施した。
参加者数　241人

平成24年4月、5月、7月、9月、
10月、11月、12月、2月に8講
座実施し延べ293名受講

平成25年4月、5月、6月、7月、
9月、11月、12月、2月、3月に9
講座実施
延べ320名受講

平成26年5月、6月、7月、9月、11月、
平成27年2月、3月に8講座開催した。
16歳以上の青少年・市民対象
延べ282名参加

○ B

5年間で42講座を開催し、延べ1,305人
の参加があった。
受講者の年齢層が高くなる傾向にあ
り、青少年を取り巻く社会情勢、受講
者のニーズ等を的確に把握することに
心がけ、講座内容を吟味する必要が
ある。

南部青少年セン
ター

41‐3
青少年のつど
い大会事業

　青少年を対象とした競技などを実
施し、青少年の交流を図ります。

年１回２００人 継続して実施

千葉県総合スポーツセンター
（サッカー・ラグビー場）で平成
２３年２月２６日(土)に実施し
た。青少年の参加116人。

平成23年度は、県央地区大会
が雨天のため中止。千葉市大
会はQVCマリンフィールドで実
施した。
参加者数　121人

市内在住の小学3年生～中学
生を対象に、QVCマリンフィー
ルドにて、さまざまなレクリエー
ションを行った。参加者は約
200人であった。

大雪のため、前日に中止の判
断をした。

市内在住の小学3年生～中学生を対
象に、QVCマリンフィールドにて、さま
ざまなレクリエーションを行った。参加
者３３４人。

○ B 健全育成課

41‐4
サマーチャレ
ンジ

　低学年対象と高学年対象の「工作
教室」を２講座設定し、児童の科学
に対する興味関心を高め創造性豊
かな子どもの育成を図ります。

実施 継続して実施

　南部青少年センターにてサ
マーチャレンジ「工作Ａ」「工作
Ｂ」の２事業を実施、延参加者
数120人。

南部青少年センターで2講座を
各3日間で実施した。
参加者数　177人

平成24年8月1日～3日までの3
日間実施
工作Ａ　小学1年～3年生対象
延べ54名受講
工作Ｂ　小学4年～6年生対象
延べ60名受講

平成25年7月31日～8月2日ま
での3日間実施
工作Ａ　小学1年～3年生対象
延べ60名受講
工作Ｂ　小学4年～6年生対象
延べ60名受講

平成26年7月31日～8月2日の3日間で
科学工作の講座を開催した。
工作Ａ　小学1年～3年生対象
工作Ｂ　小学4年～6年生対象
延べ90名参加

○ A

5年間で10講座を開催し、延べ621人
の参加があった。
人気のある講座だけに、募集方法、日
程の組み方、講師の選定に改善の余
地がある。

南部青少年セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

41‐5
青少年育成団
体の支援事業

　青少年団体・青少年育成団体への
指導・支援をします。

みなと青年教
室、ボーイ、
ガール、海洋
少年団、子ど
も会等へ支援

継続して実施

青少年団体・青少年育成団体
への指導・支援をした。
・主催事業等　　527千円
（みなと青年教室・少年三団体
等）
・団体育成事業　3,058千円
（事業補助金）

・少年団体に対しては、ボーイ
スカウト活動、ガールスカウト
活動、海洋少年団活動を実施
するための補助を行った。
・知的障害を有する青年対象
の事業実施のための補助を
行った。

・みなと青年教室開催（全10
回）
・自主開設青年学級補助金交
付
・子ども会育成連絡会補助金
交付
・ボーイスカウト補助金交付
・ガールスカウト補助金交付
・海洋少年団補助金交付

・みなと青年教室開催（全9回）
・自主開設青年学級補助金交
付
・子ども会育成連絡会補助金
交付
・ボーイスカウト補助金交付
・ガールスカウト補助金交付
・海洋少年団補助金交付

・みなと青年教室開催（全9回）
・自主開設青年学級補助金交付
・子ども会育成連絡会補助金交付
・ボーイスカウト補助金交付
・ガールスカウト補助金交付
・海洋少年団補助金交付

○ B 健全育成課

41‐6

千葉市ジュニ
アスポーツ大
会
（旧千葉市少
年球技大会）

夏季期間中を利用し、少年を対象に
スポーツ大会を行います。

少年球技大会
を21ブロックで
開催。

継続して実施
千葉市小学校区を21ブロック
に分けて、少年球技大会を行
い、2,314人の参加があった。

夏季期間中、市内21ブロックに
おいて、小・中学生対象に、地
域の実情に合わせたスポーツ
大会を実施した。
参加数　205チーム、2,256人

夏季期間中、市内21ブロックに
おいて、小中学生対象に、地
域の実情に合わせたスポーツ
大会を実施した。
218チーム、2,456人

夏季期間中、市内２１ブロック
において、小中学生対象に、
地域の実情に合わせたスポー
ツ大会を実施した。
２０８チーム、２，１８６人

夏季期間中、市内21ブロックにおい
て、小中学生対象に、地域の実情に
合わせたスポーツ大会を実施した。
参加数　184チーム　2,074人

○ B

概ね計画どおりに市内２１ブロックにて
実施した。また、平成２６年度より球技
に限らず、軽スポーツを幅広く取り扱
えるよう、大会名称を変更した。
今後継続して実施していく上で、ブロッ
ク毎の参加人数に差があるため、ブ
ロック編成を再考するとともに、参加
募集方法を工夫していく必要がある。

スポーツ振興課

42

第2期千葉市
地域福祉計画
（仮称）（平成
23～27年度予
定）の策定

　社会福祉法に基づく、地域住民自
らが支え合い、助け合うまちづくりを
推進するための計画。千葉市社会
福祉審議会地域福祉専門分科会を
活用し、第1期の計画（平成18～22
年度）に続き、公助を中心とした第2
期計画（平成23～27年度予定）を策
定します。

策定中 策定 平成２３年３月、計画策定
市計画リーフレットを5,000部作
成した。

公助の取組みの一環として、
「千葉市孤独死防止通報制
度」の構築を行うため、関係課
との会議や協力予定事業者と
の打ち合わせを行った。

地域福祉専門分科会の開催
第1回：2月13日
第2回：3月27日

第2期計画の推進及び第3期計画の策
定
・社会福祉審議会地域福祉専門分科
会の開催
　委員数：22名
　第1回：6月27日
　第2回：12月19日
　第3回：3月13日

○ B

基本テーマ、取組項目に基づく施策は
概ね計画どおりに実施された。（区計
画推進施策を含む107施策のうち102
施策を実施、5施策を一部実施、未実
施の施策は無し)
今後の課題としては、支え合いのまち
千葉 推進計画（第3期千葉市地域福
祉計画）の推進にあたり、地域福祉活
動の担い手確保や、より多くの市民や
団体を巻き込んだ連携体制の強化を
実施する必要がある。

地域福祉課

43

第2期区地域
福祉計画（仮
称）（平成23～
27年度予定）
の策定

　社会福祉法に基づく、地域住民自
らが支え合い、助け合うまちづくりを
推進するための計画。区地域福祉
計画推進協議会を活用し、第1期の
計画（平成18～22年度）に続き、自
助・共助を中心とした第2期計画（平
成23～27年度予定）を各区で策定し
ます。

策定中 策定 平成２３年３月、計画策定

区計画リーフレットを6区合わ
せて40,000部作成した。また、
各区推進協議会を4～6回開催
した。

各区推進協議会を3～5回開催
した。
また、各区の委員長を集めた
会議を開催し、情報交換を
行った。

区地域福祉計画推進協議会
の開催（20回）
中央区：4回　花見川区：3回
稲毛区：3回
若葉区：4回　緑区：4回　美浜
区：2回

第2期計画の推進及び第3期区計画の
策定
・区地域福祉計画推進協議会の開催
（計25回）
　中央区：4回　花見川区：4回　稲毛
区：4回
　若葉区：4回　緑区：5回　美浜区：4
回
　全区委員数計：160名

○ B

概ね計画どおりに実施した。
今後の課題としては、各区支え合いの
まち推進計画の推進にあたり、地域福
祉活動の担い手確保や、団体間の連
携の強化を実施する必要がある。（全
区共通といえる課題）

地域福祉課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

44
学校・家庭・地
域連携まちづ
くり推進事業

　学校･家庭･地域の三者が連携し
て、各地域の特色ある地域活動を推
進することによって、子どもの地域に
対する愛着や誇りをはぐくみます。

全中学校区で
まちづくり推進
会議を組織
し、清掃や花
植えなど地域
の特徴を生か
したまちづくり
活動を展開

他課の事業と
の連携を進め
効率化を図る

中学校区における主な活動内
容は、花づくり活動31中学校
区、地域清掃活動27中学校
区、文化等交流24中学校区、
あいさつ運動・防犯活動13中
学校区であった。また、各中学
校区での推進会議は、年３回
程度開催された。活動の参加
人数は、地域3,938名、保護者
4,814名、児童生徒59,802名の
合計68,554名だった。

・中学校区における主な活動
内容は、花づくり活動40中学
校区、地域清掃活動35中学校
区、文化等交流37中学校区、
あいさつ運動・防犯活動23中
学校区であった。
・各中学校区での推進会議
は、年3回程度開催された。
参加者数　71,570人
（内訳）地域4,548人、保護者
5,056人、児童生徒61,966人

中学校区における主な活動内
容は、花づくり活動41中学校
区、地域清掃活動36中学校
区、文化等交流51中学校区、
あいさつ運動・防犯活動27中
学校区であった。また、各中学
校区での推進会議は、年3回
程度開催された。活動の参加
人数は、地域5,114名、保護者
6,444名、児童生徒86,720名の
合計98,392名だった。

各中学校区ごとに、児童生徒
が中心となり、保護者・地域協
力者との連携の下に、花いっ
ぱい運動、地域清掃活動、文
化交流、挨拶・防犯活動など
が取り組まれた。三者を併せ
て述べ95,120名が参加した。
代表校の取組については千葉
市教育委員会HPに掲載し，周
知を図った。

学校・家庭・地域の三者が連携して、
各地域の特色ある地域活動を推進し
た。また、多くの児童・生徒の積極的
な参加がみられたことや小中の連携
強化にもつながった。

○ A

各中学校区で学校・家庭・地域が協働
して様々な事業が実施され、子どもた
ちの地域への誇り、愛着が深まった。
一方、削減されていく予算の中で、必
要物品をそろえることが難しくなってい
ること、小学校と中学校、学校と地域
間での日程調整が難しい面がみられ
ること、地域関係者の参加が減少傾
向にあることなどが課題として挙げら
れる。

指導課

45
保育所(園)地
域活動事業

　保育所の専門機能を活用し、世代
間交流、異年齢交流、育児講座等を
実施します。

一部の小規模
保育所を除く
全ての保育所
（園）で実施
（93か所）

全ての保育所
（園）で実施
（H26年度：
129か所）

公立保育所60か所、民間保育
園41か所（H22新設の小規模
保育所を除く）で実施

すべての認可保育所（園）で実
施した。
公立：60か所　民間：49か所

全ての認可保育所（園）で実施
した。
公立：60か所　　　民間：56か
所

公立保育所６０施設、民間保
育園６４施設にて事業実施し
た。

公立保育所６０施設、民間保育園７１
施設にて事業実施した。

○ B

民間保育園の施設数増加に伴い実施
する施設を増やす事が出来た。
地域により年齢層や参加人数が様々
なため地域のニーズを把握した上で
計画、実施をしていく。

保育運営課

46
子育てフォー
ラムへの支援

　地域における子育て支援の地域
ネットワークの構築などを視野に入
れ、地域に活動しているさまざまな
団体、個人が、子育て支援の情報交
換の場として実施している地域の子
育てフォーラムを支援します。

地域子育て
フォーラム４か
所（小中台、
若葉、おゆみ
野、美浜）

継続して支援

４区に設置された子育てフォー
ラムの実施を支援。
稲毛区０回、若葉区１回、緑区
１回、美浜区３回。
全体でのフォーラムを共催１
回。

4区に設置された子育てフォー
ラムの実施を支援。
稲毛区1回、若葉区0回、緑区0
回、美浜区8回実施。
会場貸出回数　8回

4区に設置された子育てフォー
ラムの実施を2回支援。
稲毛区1回、若葉区1回、緑区0
回、美浜区0回。

子育てフォーラムの支援実績
なし。
(後援依頼が無かったため、あ
まり実施できなかった)

施設の貸出３件（美浜区）、後援２件
（若葉区）を実施した。

○ B こども企画課

47

地域保健推進
員活動
【乳児家庭全
戸訪問事業
（こんにちは赤
ちゃん事業）】

　地域保健推進員(市長委嘱のボラ
ンティア)が、２か月児の家庭を訪問
します。

地域保健推進
員182人、訪
問件数9,600
件

地域保健推進
員の配置につ
いて地域格差
をなくし、更な
るサービスの
向上を図る

地域保健推進員181人により、
2か月児の家庭訪問を実施し、
母子保健サービス等の情報提
供等を実施した。

地域保健推進員による訪問件
数　9,201件

地域保健推進員による訪問件
数：9,128件

地域保健推進員　181名
地域保健推進員による訪問件
数：8,186件

地域保健推進員　179名
地域保健推進員による訪問7,430件

○ B

全家庭への訪問は実施できている
が、状況確認ができない家庭もある。
全数状況確認をするため、訪問体制
を強化する。

健康支援課

48
ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

　子どもを預かってほしい会員に対
して、育児を応援をしたい会員を紹
介し、会員相互の援助活動を支援し
ます。

センターを子
育て支援館に
移転するとと
もに、利便性
を拡充

事業内容の充
実を図る

依頼会員と提供会員に会員と
して登録してもらい、会員相互
による援助活動の手助けを
行った。（指定管理事業）
・活動件数　21年度7,745件、
22年度8,654件
・依頼会員数　21年度2,790
人、22年度3,136人
・提供会員数　21年度584人、
22年度656人
・両方会員数　21年度428人、
22年度481人

依頼会員と提供会員に会員と
して登録してもらい、会員相互
による援助活動の手助けを
行った（指定管理事業）
・活動件数　22年度8,654件、
23年度9,633件
・依頼会員数　22年度3,136
人、23年度3,369人
・提供会員数　22年度656人、
23年度701人
・両方会員数　22年度481人、
23年度505人

会員相互による援助活動を
行った。
＜会員数＞
　23年度4,575人
　　　依頼会員数　3,369人
　　　提供会員数　　701人
　　　両方会員数　　505人
　24年度4,675人
　　　依頼会員数　3,423人
　　　提供会員数　　737人
　　　両方会員数　　515人
＜活動件数＞
　23年度9,633件、24年度
11,174件

会員相互による援助活動を
行った。
＜会員数＞
　24年度4,675人
　　　依頼会員数　3,423人
　　　提供会員数　　737人
　　　両方会員数　　515人
　25年度4,911人
　　　依頼会員数　3,616人
　　　提供会員数　　782人
　　　両方会員数　　513人
＜活動件数＞
　24年度11,174件、25年度
12,404件

会員相互による援助活動を行った。
＜会員数＞
　25年度4,911人、
依頼会員数　3,616人
提供会員数　782人
両方会員数　513人
　26年度5,073人
依頼会員数　3,759人
提供会員数　827人
両方会員数　487人
＜活動件数＞
　25年度12,405件、　26年度11,992件

○ B 保育支援課

48‐2 親子教室
　公民館・南部児童文化センターに
おいて、子どもと親とが一緒に学ぶ
事業を実施します。

実施 継続して実施

　公民館及び南部児童文化セ
ンターにて、「親子パン作り教
室」など43事業実施、延参加
者数1,297人。

公民館及び南部児童文化セン
ターにて、「親子パン作り教室」
など35事業を実施した。
参加者数　823人

公民館及び南部児童文化セン
ターにて、「親子パン作り教室」
など28事業を実施した。
延べ参加者数　726人

公民館及び南部児童文化セン
ターにて、「親子パン作り教室」
など32事業を実施した
延べ参加者数　774人

公民館及び南部児童文化センターに
て、「親子パン作り教室」など28事業を
実施した。
延参加者数　799人

○ B
おおむね計画どおり実施。。
今後も子どもの学習ニーズに応じた公
民館事業を実施していく。

生涯学習振興
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標３ 地域の「育児力」の向上 

48‐3

ときめきサタ
ディ（ときめき
サタディのうち
親子で実施す
るもの）

　「親子おやつづくり」「親子工芸教
室」などの講座を実施します。

実施 継続して実施

　南部青少年センターにて親
子で参加するときめきサタディ
「親子おやつづくり」など２事業
実施、延参加者数49人

南部青少年センターで2講座と
「こども人形劇」を実施した。
参加者数　講座48人、人形劇
210人

平成24年10月27日に講座「親
子でハロウィンのお菓子づく
り」を開催した。
小中学生と保護者21名受講

平成25年6月15日実施　小中
学生と保護者24名受講

平成26年6月7日
講座「親子でおいしいデザートをつくろ
う」を開催した。
小中学生と保護者24名参加

○ A

5年間で8講座を開催し、延べ376人の
参加があった。
母親とともに父親の参加も増えてお
り、親子の触れ合う機会の一つとなっ
ている。
料理だけではなく、親子で取り組める
講座の開発が必要である。

南部青少年セン
ター

48‐4
ユースリー
ダー養成事業

　高校生、大学生を中心に千葉市少
年自然の家で宿泊研修を実施し、青
少年活動のリーダーを養成します。

年１回（２泊３
日）開催

継続して実施

Ｈ２２．８．１４～Ｈ２２．８．１６
（千葉市少年自然の家）
千葉市内の高校・大学生・青
少年１８名を集め青少年活動
を推進するうえで、中心となる
青少年のリーダー養成研修を
開催した。

平成23年8月13日～15日ま
で、千葉市少年自然の家で、
千葉市内の高校生・大学生を
集めて、青少年活動を推進す
る上で、中心となる青少年の
リーダーを養成するための研
修会を開催した。

隔年実施のため、平成24年度
は未実施。

市内の高校生～大学生を対象
に、地域における青少年の活
動を推進するうえで中心となる
青少年のリー
ダーの育成を行った。参加者
は、高校生16人、大学生4人。

平成26年度事業終了。（平成26年度
は隔年に当たり未実施。）

終 C-1 

事業の見直しにより、隔年実施とした
ため、平成24年度・26年度は事業実
施なし。
参加者には、その後の「青少年の日
フェスタ」等にて、市の事業に協力して
いただいている。
今後は、千葉市少年自然の家で主催
している同様の趣旨の研修等をとおし
て、青少年のリーダーの養成を図る。

健全育成課

48‐5

ときめきサタ
ディ（ときめき
サタディのうち
大学生のボラ
ンティアによる
講座

　小・中学生対象講座に大学生のボ
ランティアを活用し、異世代交流を体
験させるとともに、健全育成を担う講
座づくりをします。

実施 継続して実施

　南部青少年センターにてとき
めきサタディ「スライムで遊ぼ
う」の１事業を実施、延参加者
数20人。

南部青少年センターで小・中学
生対象講座に大学生のボラン
ティアを活用して、1講座を実
施した。
参加者数　22人

平成24年9月8日に講座「大学
生ボランティアと千葉県の特産
品を使ってお菓子を作ろう」を
開催した。
小学生30名受講

平成25年8月8日実施　小学生
18名受講

平成26年8月7日
講座「美文字『硬筆』で色紙飾り作り」
を開催した。
小学生6名参加

○ B

5年間で5講座を開催し、延べ96人の
参加があった。インターンシップ大学
生の特技・個性を生かして、講座を企
画することができた。
ただし、就職活動期間の変更により、
平成27年度より本講座は中止を余儀
なくされた。

南部青少年セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

49
ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

　仕事と家庭生活の調和の重要性
を理解し、働き方を見直す契機とす
るため、仕事と家庭生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の推進の
一環として、一斉定時退庁を実施し
ます。

実施 継続して実施

一斉定時退庁の周知をはじめ
とする仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の普及促
進を行った。

一斉定時退庁の周知をはじめ
とする仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の普及促
進を行った。

次の取り組みを行った。
　・一斉定時退庁日実施（８月
１日）
　・千葉県と共同でワーク・ライ
フ・バランスセミナー開催（11
月5日）
　・国のパンフレット等の事業
者への配布など

次の取り組みを行った。
　・一斉定時退庁日実施（8月7
日）
　・千葉県と共同でワーク・ライ
フ・バランスセミナー開催（2月
10日）
　・国のパンフレット等の事業
者への配布など

次の取り組みを行った。
　・一斉定時退庁日実施（8月6日）
　・千葉県と共同でワーク・ライフ・バラ
ンスセミナー開催（2月5日）
　・国のパンフレット等の事業者への
配布など

○ B 保育支援課

49
ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

　仕事と家庭生活の調和の重要性
を理解し、働き方を見直す契機とす
るため、仕事と家庭生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の推進の
一環として、一斉定時退庁を実施し
ます。

実施 継続して実施
一斉定時退庁を実施し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進を
行った。

一斉定時退庁を実施し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進を
行った。

一斉定時退庁を実施し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進を
行った。

一斉定時退庁を実施し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進を
行った。

一斉定時退庁を実施し、ワーク・ライ
フ・バランスの推進を行った。

○ B
毎年度一斉定時退庁を実施し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進を行った。

男女共同参画
課

50
次世代育成支
援対策の推進
体制の検討

　民間企業、保育、教育、医療関係
者などと連携を図り、市民等への各
種情報の提供、各種イベント、シン
ポジウム等を通じて、次世代育成支
援のための幅広い普及啓発活動を
進める中で、市民の理解の醸成を図
ります。
　また、事業主における次世代育成
支援などの取組みの普及・促進を図
ります。

検討 体制整備
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

次年度以降実施に向けて検討
中

次年度以降実施に向けて検討中 - C-2 今後の実施に向け、検討をおこなう。 こども企画課

51

子育てにやさ
しい働き方を
目指す企業に
対する入札優
遇制度

　入札参加資格者登録時に、「次世
代育成支援対策推進法」に基づく一
般事業主行動計画の策定企業に対
し、発注者別評価点の加点を行ない
ます。

実施 継続して実施
平成２２年度新規登録業者数
１３９者のうち、一般事業主行
動計画策定業者数１６者

平成23年度新規登録業者数
30者のうち、一般事業主行動
計画策定業者数2者

平成24年度新規登録業者数
1,677者のうち、一般事業主行
動計画策定業者数380者

平成25年度登録業者1,772者
のうち、一般事業主行動計画
策定業者数392者

平成26年度登録事業者1,786者のう
ち、一般事業主行動計画策定業者数
429者

○ B 契約課

51

子育てにやさ
しい働き方を
目指す企業に
対する入札優
遇制度

　労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするには、企
業の自主的な取組みが不可欠で
す。　その環境整備に積極的な企業
に対して、市の入札制度の中で、契
約上の優遇について検討します。

入札制度等に
ついて検討

関係課と協議
しながら、契
約上の優遇制
度を充実

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

次年度以降実施に向けて検討
中

次年度以降実施に向けて検討中 - C-2 今後の実施に向け、検討を行う。
男女共同参画
課

51

子育てにやさ
しい働き方を
目指す企業に
対する入札優
遇制度

　労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするには、企
業の自主的な取組みが不可欠で
す。　その環境整備に積極的な企業
に対して、市の入札制度の中で、契
約上の優遇について検討します。

入札制度等に
ついて検討

関係課と協議
しながら、契
約上の優遇制
度を充実

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

次年度以降実施に向けて検討
中

次年度以降実施に向けて検討中 - C-2 今後の実施に向け、検討を行う。 こども企画課

52
男女共同参画
事業者登録制
度

　仕事と子育ての両立支援、性別に
関わらず登用するなど、男女が共に
働きやすい職場環境づくりをしてい
る企業を募り、登録事業者とし、登
録証を発行します。

Ｈ23年度から
の新規事業

75団体
・要綱を設置した。
・イメージマークの公募を行
い、審議会に諮り決定した。

市内の事業所に登録制度を周
知し、41事業所が登録を行っ
た。

市内の事業所に登録制度を周
知し、14事業所が追加登録を
行った。（計55事業所）

市内の事業所に登録制度を周
知し、8事業所が追加登録を
行った。（計63事業所）

市内の事業所に登録制度を周知し、
12事業所が追加登録を行った。（計75
事業所）

○ B
市内の事業所に登録制度を周知し、
登録を行った。（計75事業所）

男女共同参画
課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

53
男女共同参画
優良事業者表
彰

　仕事と子育ての両立支援、性別に
関わらず登用するなど、男女が共に
働きやすい職場環境づくりをしてい
る企業を表彰します。

男女共同参画
を推進する優
良事業者を表
彰

継続して実施 表彰件数０件

・表彰件数０件
・平成２３年度より、男女共同
参画優良事業者表彰に替え、
Ｎｏ73の男女共同参画推進事
業者登録制度を実施する。登
録事業者のうち男女共同参画
推進に著しい貢献があったと
認められる事業者があった場
合、表彰を行う。

・表彰件数0件
・平成23年度より、男女共同参
画優良事業者表彰に替え、プ
ランＮｏ.52の男女共同参画推
進事業者登録制度を実施す
る。登録事業者のうち男女共
同参画推進に著しい貢献が
あったと認められる事業者が
あった場合、表彰を行う。

・表彰件数0件
・平成23年度より、男女共同参
画優良事業者表彰に替え、Ｎ
ｏ52の男女共同参画推進事業
者登録制度を実施する。登録
事業者のうち男女共同参画推
進に著しい貢献があったと認
められる事業者があった場
合、表彰を行う。

・表彰件数0件
・平成23年度より、男女共同参画優良
事業者表彰に替え、Ｎｏ52の男女共同
参画推進事業者登録制度を実施す
る。登録事業者のうち男女共同参画
推進に著しい貢献があったと認められ
る事業者があった場合、表彰を行う。

○ B 制度実施も、表彰実績なし
男女共同参画
課

54

企業の社内研
修等の場を活
用した出前講
座

　結婚前の方や子育て中の方に、企
業の社員研修等の場を活用して、
「家庭教育講座」などの出前講座を
実施するとともに、その場を活用して
市の子育て支援に係る情報の提供
を行います。

出前講座の中
で実施

継続して実施

出前講座等を通じ、各種子育
て支援施策の情報を提供する
とともに、子育て支援に対する
意識の醸成を図った。

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

平成26年度実施予定 要望がなかったため、実績なし ○ C-1 要望がなかったため、実績なし こども企画課

55
父親の育児休
業取得の推進

　事業主等に対して、父親の育児休
業取得促進や子育て期間中の勤務
時間短縮などについての普及・啓発
を行います。

出前講座の中
で実施

継続して実施

出前講座等を通じ、各種子育
て支援施策の情報を提供する
とともに、子育て支援に対する
意識の醸成を図った。

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

平成25年度事業終了。
平成26年度以降は「男性育児
休業取得促進奨励金」を創設
し、父親の育児休業取得の推
進を図る。

平成25年度事業終了。
平成26年度以降は「男性育児休業取
得促進奨励金」を創設し、父親の育児
休業取得の推進を図る。

終 C-1
保育支援課において創設した「男性育
児休業取得促進奨励金」において、父
親の育児休業取得の推進を図る。

こども企画課

56

職場と家庭生
活等との両立
を支援する多
様な制度の普
及促進

　育児休業や介護休業、子育て期の
勤務時間短縮等措置など、家庭生
活等との両立を支援する制度につ
いて情報誌等で情報提供を行いま
す。

情報誌「ハー
モニーちば」を
年２回発行

継続して実施
情報誌「ハーモニーちば」を
6,000部発行した。

平成２３年度より、「ハーモ
ニーちば」を事業終了とし、千
葉市男女共同参画センター情
報誌「みらい」を活用すること
で、男女共同参画に関する情
報提供を継続する。

平成23年度より、「ハーモニー
ちば」を事業終了とし、千葉市
男女共同参画センター情報誌
「みらい」を活用することで、男
女共同参画に関する情報提供
を継続した。

平成23年度より、「ハーモニー
ちば」を事業終了とし、千葉市
男女共同参画センター情報誌
「みらい」を活用することで、男
女共同参画に関する情報提供
を継続する。

平成23年度より、「ハーモニーちば」を
事業終了とし、千葉市男女共同参画
センター情報誌「みらい」を活用するこ
とで、男女共同参画に関する情報提
供を継続する。

○ B

平成23年度より、「ハーモニーちば」を
事業終了とし、千葉市男女共同参画
センター情報誌「みらい」を活用するこ
とで、男女共同参画に関する情報提
供を継続した。

男女共同参画
課

56

職場と家庭生
活等との両立
を支援する多
様な制度の普
及促進

　育児休業や介護休業、子育て期の
勤務時間短縮等措置など、家庭生
活等との両立を支援する制度につ
いて情報誌等で情報提供を行いま
す。

業界紙「ゆる
り」に記事を掲
載し、年4回、
25,000部発
行。「働く市民
のガイドブッ
ク」を5,000部
発行

業界紙掲載は
同様の内容を
毎年続け、
「働く市民のガ
イドブック」に
ついては、3年
に１度改訂し
発行

勤労市民ニュースを（財）千葉
市勤労者福祉サービスセン
ター発行のフリーペーパー「ゆ
るり」に6回掲載した。
技能職ガイドブック「技あり」を
3,000部作成し、区役所、図書
館等に配布した。

勤労市民ニュースを（財）千葉
市産業振興財団発行のフリー
ペーハー「ゆるり」に6回掲載し
た。

勤労市民ニュースを（財）千葉
市産業振興財団発行のフリー
ペーパー「ゆるり」に６回掲載
した。

業界紙「ゆるり」の掲載　６回
／年
各回25,000部発行

業界紙「ゆるり」の掲載　6回/年
各回25,000部発行

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

経済企画課

57

子育て支援関
係事業におけ
る父親の育児
参加奨励

　地域子育て支援センター等におい
て、父親の育児参加を促進する講座
やイベントなどを実施します。

催し等の企画
を実施

子育て親子間
の交流を促進
する企画を拡
充

各地域子育て支援センター等
において、父親の育児参加を
促進する講座やイベントなどを
実施した。

各地域子育て支援センター等
において、父親の育児参加を
促進する講座やイベントなどを
実施した。

父親参加のイベントを行った。
　・子育て支援館　4回
　・支援センター　69回
　・リラックス館　159回

父親参加のイベントを行った。
　・子育て支援館　4回
　・支援センター　77回
　・リラックス館　153回

父親参加のイベントを行った。
　・子育て支援館　２回
　・支援センター　１１４回
　・リラックス館　　１７０回

○ B 保育支援課

58
男女共同参画
推進啓発事業

　ゆたかな男女共同参画社会を目
指して講演会、情報誌発行などの啓
発を行います。

ハーモニー講
演会、職員対
象講演会を開
催するととも
に、人権啓発
資料などを作
成

継続して実施

・ハーモニー講演会を実施、参
加者356人
・職員対象講演会を実施、参
加者217人
・男女共同参画啓発カレン
ダーを8,000部作成し、市内公
共施設に配布。

・ハーモニー講演会を実施、参
加者153人
・男性の育児参加を促進する
ための啓発冊子15,000部作成
し、母子手帳交付時に配布す
る他、市内の子育て関連施設
において配布。
・平成２３年度より、職員対象
講演会は廃止し、新たに職員
向け男女共同参画促進のた
めのメールマガジンを発行して
職員向けの啓発を継続する。

・ハーモニー講演会を実施、参
加者115人
・若者向けデートＤＶ防止啓発
冊子8,000部作成し、高校等で
の出前講座や各種イベントで
配布。
・平成23年度より、職員対象講
演会は廃止し、新たに職員向
け男女共同参画促進のため
のメールマガジンを発行して職
員向けの啓発を継続した。

・ハーモニー講演会を実施、参
加者171人
・ワーク・ライフ・バランス啓発
冊子を5,000部作成し、市内大
学・企業や各種イベントで配
布。
・平成２３年度より、職員対象
講演会は廃止し、新たに職員
向け男女共同参画促進のた
めのメールマガジンを発行して
職員向けの啓発を継続する。

・ハーモニー講演会を実施、参加者
155人
・男女共同参画推進員を対象とした庁
内研修会を開催した。
・女性の活躍推進啓発冊子を9,000部
作成し、市内大学・自治会等へ配布し
た。

○ B

ハーモニー講演会の実施や庁内研修
会を開催したほか、職員向け男女共
同参画促進のためのメールマガジン
を発行して職員向けの啓発を行った。
また、男女共同参画啓発資料等の作
成・配布を行った。

男女共同参画
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

59
男女共同参画
センター運営
事業

　男女共同参画を進めるための調
査・研究や情報の収集・提供、各種・
講座・イベントの実施、専門のカウン
セラーによる「女性のための生き方
相談」、団体などの交流・ネットワー
クなどの事業を実施します。

調査研究事
業、研修学習
講座、男女共
同参画セン
ターまつり、女
性フォーラム
などを実施

継続して実施

・「職場でに均等待遇に関する
調査」、「女性相談の内容分析
と今後の事業展開に関する調
査研究」の２つの調査を実施し
た。
・女性のための相談を行った。
相談者1,409人、相談件数
9,028件。
・ハーモニーサロンを４回開
催、参加者31人

・「配偶者等における暴力に関
する調査」、「主催講座等に関
するアンケート調査・研究」な
どの調査を実施した。
・女性のための相談を行った。
相談者数　1,244人、相談件数
8,318件
・男性専門相談を行った。
相談者33人、相談件数66件
・ハーモニーサロンを4回開催
した。
参加者数　33人

・「仕事と生活の調和に関する
意識調査」、「デートＤＶ予防プ
ログラムの中学校への導入に
ついての考察」などの調査研
究を実施した。
・女性のための相談を行った。
相談者1,223人、相談件数
8,134件。
・男性専門相談を行った。相談
者43人、相談件数93件
・ハーモニーサロンを4回開
催、参加者34人

・「男女共同参画に関する意識
調査」、「中学校におけるデー
トＤＶ予防プログラムの作成」
などの調査研究を実施した。
・女性のための相談を行った。
相談者1,182人、相談件数
7,689件。
・男性専門相談を行った。相談
者43人、相談件数91件
・ハーモニーサロンを４回開
催、参加者37人

・「配偶者等における暴力に関する調
査」、「中学校におけるデートＤＶ予防
プログラムの作成」などの調査研究を
実施した。
・女性のための相談を行った。相談者
1,450人、相談件数7,868件
・男性専門相談を行った。相談者77
人、相談件数213件
・ハーモニーサロンを４回開催、参加
者33人

○ B

男女共同参画推進のための調査・研
究や各種事業等を実施した。
団体等の交流・ネットワーク形成につ
いても支援を行った。

男女共同参画
課

60
男女共同参画
週間

　男女共同参画社会の推進に向け
ての啓発、ポスターPRなどを12月に
実施します。また、男女共同参画の
推進に著しく貢献し、又は積極的に
取り組んでいる事業者の方の表彰
を行います。

ポスターを作
成するなど男
女共同参画週
間の啓発を図
る

継続して実施

・男女共同参画啓発のための
ポスターを350枚作成。市内公
共施設で配布した他、モノレー
ル、電車の駅、バスの車内に
掲示した。

ポスター掲示は取りやめ、市
政だよりやホームページによ
る周知を行った。

・市政だよりや市ホームページ
による周知を行った。

・市政だよりや市ホームページ
による周知を行った。

・市政だよりや市ホームページを活用
し男女共同参画週間の周知を行った。

○ B
市政だよりや市ホームページによる周
知を行った。

男女共同参画
課

61

男女共同参画
社会の形成に
影響を及ぼす
苦情及び相談
受付

　男女共同参画施策についてのご
意見、性に基づく人権侵害に対する
被害者救済などについての相談を
行います。

苦情処理、相
談の実施

継続して実施
・男女共同参画相談（苦情処
理）を実施した。
相談件数０件、苦情申出０件

男女共同参画相談（苦情処
理）を実施した。
相談件数　3件、苦情申出　1
件

・男女共同参画相談（苦情処
理）を実施した。
相談件数 2件、苦情申出 0件

・男女共同参画相談（苦情処
理）を実施した。
（相談件数0件、苦情申出0件）

・男女共同参画相談（苦情処理）を実
施した。
（相談件数0件、苦情申出0件）

○ B
男女共同参画相談（苦情処理）を実施
した。

男女共同参画
課

62
就職サポート
事業

　求職者に職業適性や面接の対処
方法、履歴書や職務経歴書の書き
方指導などの個別指導を行います。

キャリアカウン
セリングやセミ
ナーの実施

継続して実施

蘇我勤労市民プラザに設置し
たカウンセリングコーナーでの
相談受付が136件、中央・花見
川・稲毛・若葉の区役所におけ
る出張相談受付が198件、そ
の他に千葉経済大学において
就職関連セミナーを実施。

・蘇我勤労市民プラザに設置
したカウンセリングコーナーで
の相談件数　108件
・各区における出張相談　250
件
・就職支援セミナーの参加者
20人

・蘇我勤労市民プラザに設置
したカウンセリングコーナーで
相談等を実施した。
　相談件数　52件
・求職者に対する出張相談等
を各区で実施した。
　相談件数　390件

キャリアカウンセリング非常勤
１名は、就職相談員の中から
ローテーションで対応。
（利用者が予定数を大幅に下
回ったため、あまり実施できな
かった。）

女性向け再就職セミナーを4回実施
延べ受講者数　53名

○ B
セミナー受講後の就労支援メニューの
充実が必要。

経済企画課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

63
認可保育所の
整備等

①認可保育所の新設
　保育需要や待機児童の動向を注
視しながら民間保育所を新設しま
す。

②保育所の改築
　老朽化した民間保育園を改築し、
併せて入所定員を増やします。

③保育所の定員変更（定員増）
　待機児童が発生し、又は発生が見
込まれる地域の民間保育園の増築
や分園設置を促進することなどによ
り、入所定員を増やします。

④保育所定員の弾力化
　入所定員の弾力化（施設・設備等
の基準を満たす範囲内で、定員を超
えて保育を行う）を継続して実施しま
す。

入所児童数
10,906人

入所児童数
12,741人
※26年4月1日
現在

１　新設
　千葉みなとのぞみ保育園
　　定員 30人
　いろは保育園
　　定員 30人
　稲毛ひだまり保育園
　　定員 30人
  茶々まくはり保育園
　　定員110人
２　改築
　若梅保育園
　　定員135人
３　定員変更
　チャイルド・ガーデン・保育園
　　定員30人増

・新設
　ローゼンそが保育園
　　定員90人
　みなと公園のぞみ保育園
     定員90人
　おゆみ野すきっぷ保育園
　　定員36人
　ｺｺﾌｧﾝﾅｰｻﾘｰおゆみ野
　　定員59人
　たかし保育園稲毛海岸
　　定員30人
・定員変更
　幕張いもっこ保育園
　　定員59人→80人（21人増）
・幼稚園型
　畠山学園附属はまの保育園
　　定員30人
　千葉女子専門学校附属聖保
育園
　　定員30人

・新設　　7か所　定員447人
　幕張本郷きらきら保育園
　　定員59人
　泉保育園
　　定員60人
　ココファン・ナーサリー稲毛
　　定員59人
　都賀保育園
　　定員90人
　ニチイキッズあすみが丘
　　定員59人
　美光保育園
　　定員90人
　第２幕張海浜保育園
　　定員30人
・定員変更　1か所　定員+30人
　千葉聖心保育園
・分園設置　1か所　定員+55人
　幕張いもっこ保育園
・改築　　　　3か所　定員+45
人
　幕張海浜保育園　　　定員
+20人
　チューリップ保育園　 定員
+15人
　千葉寺保育園　　　　定員
+10人
・自主整備　3か所　定員+58人
　ココファン・ナーサリーおゆみ
野
　　定員+31人
　稲毛スキップ保育園
　　定員+18人
　ひなたぼっこ保育園
　　定員+9人

次の整備を行った。
　・新設　　　　8か所
　　定員 346人
　・定員変更　2か所
　　定員 120人→140人
     定員 120人→130人

　　平成25年度定員増　376人

以下のとおり、認可保育所等を整備し
た。

・保育所新設
　　6か所　定員 285人
・保育所定員変更・分園設置
　　4か所　115人
 ・認可外保育施設認可化
　　6か所　定員213人
・小規模保育事業開設
　　17か所　275人
・事業所内保育
　　5か所　39人
・その他
　　2か所　100人

　平成26年度定員増　1,027人

○ A
2年連続待機児童ゼロを達成した。
入所児童数　14,220人
（平成27年4月1日時点）

保育支援課

64 休日保育事業
　日曜日・祝日、年末の保育需要に
対応するため、休日の保育を認可保
育所で実施します。

民間保育園３
か所で実施
（中央区、緑
区、美浜区）

6施設まで拡
充

民間保育園３か所で実施し
た。
・利用延人数　21年度1,513
人、22年度1,446人

民間保育園3園で実施した。
・利用延人数　22年度1,446
人、23年度1,758人

民間保育園3施設のほか、認
可外保育施設（先取りプロジェ
クト認定保育施設）1施設にて
事業実施した。
・延利用児童数　23年度1,758
人、24年度2,099人

民間保育園3施設のほか、認
可外保育施設（先取りプロジェ
クト認定保育施設）2施設にて
事業実施する。
・延利用児童（見込）数　24年
度2,009人、25年度2,348人

民間保育園３施設、認可外保育施設２
施設にて事業実施した。
・延利用児童数2,079人

○ C-1

市内5施設にて事業実施した。
事業所募集を行ったが、新規実施園
（認可外保育施設）の２箇所増加に留
まり、３箇所増加に至らなかった。

保育運営課

65
一時預かり事
業

　保護者の疾病、冠婚葬祭、または
育児疲れ等による保育需要に対応
するため、認可保育所および一部の
保育ルームで、一時的にサービスを
実施します。（原則１か月当たり７日
限度）

市内19保育所
（園）で実施

34施設まで拡
充

公立保育所4か所、民間保育
園15か所で実施した。
・利用延人数　21年度12,711
人、22年度14,653人

公立保育所4か所、民間保育
園15か所で実施した。
・利用延人数　22年度14,653
人、23年度14,796人

公立保育所4施設、民間保育
園17施設、認可外保育施設
（先取りプロジェクト認定保育
施設）3施設にて事業実施し
た。
・延利用児童数　23年度
14,796人、24年度19,684人

公立保育所4施設、民間保育
園20施設、認可外保育施設
（先取りプロジェクト認定保育
施設）5施設にて事業実施す
る。
・延利用児童（見込）数　24年
度19,684人、25年度20,019人

公立保育所4施設、民間保育園22施
設、認可外保育施設（先取りプロジェ
クト認定保育施設）８施設にて事業実
施した。
・延利用児童数25,583人

○ B 保育運営課

66 特定保育事業

　保護者の断続的・短時間就労等、
多様化する就労形態に基づく保育
需要に対応するため、認可保育所に
おいて保育サービスを提供します。
（週２日または週３日）

市内19保育所
（園）で実施

24施設まで拡
充

公立保育所4か所、民間保育
園15か所で実施した。
・利用延人数　21年度30,132
人、22年度27,080人

公立保育所4か所、民間保育
園15か所で実施した。
・利用延人数　22年度27,080
人、23年度26,637人

公立保育所4施設、民間保育
園17施設にて事業実施する。
・延利用児童数23年度26,637
人、24年度29,389人

公立保育所４施設、民間保育
園19施設にて事業実施する。
・延利用児童（見込）数　24年
度29,389人、25年度28,474人

公立保育所４施設、民間保育園１９施
設にて事業実施した。
・延利用児童数29,728人

○ C-1

市内２３施設にて事業実施した。
平成２７年度より、一時預かり事業（定
期利用）となる為、募集を行わなかっ
た。

保育運営課

67 延長保育事業

　保護者の勤務条件や家庭の事情
などにより、通常の保育時間（午前７
時から午後６時まで）を超えて保育
を必要とする児童について、午後８
時（一部の保育所は午後７時）まで
保育を行います。

市内97保育所
（園）で実施

127施設まで
拡充

公立保育所58か所、民間保育
園45か所（全民間保育園）で
実施した。
・利用延人数　21年度47,790
人、22年度50,230人

公立保育所58か所、民間保育
園49か所（全民間保育園）で
実施した。
・利用延人数　22年度50,230
人、23年度50,305人

公立保育所58施設、民間保育
園56施設にて事業実施した。
利用延人数　23年度50,305
人、24年度51,206人

公立保育所５８施設、民間保
育園６３施設にて事業実施し
た。
・延利用児童数　24年度
51,206人、25年度52,530人

公立保育所５８施設、民間保育園７１
施設にて事業実施した。
・延べ利用児童数　55,291人

○ A 市内１２９施設にて事業実施をした。 保育運営課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

68
産休明け保育
事業

　産休明けにより保育に欠けることと
なる乳児について、指定する市立保
育所・民間保育園において通常の保
育時間の範囲内で保育を行います。

市内96保育所
（園）で実施

市内121保育
所（園）で実施

公立保育所14か所、民間保育
園（全民間保育園）15か所で
実施

公立保育所　15か所で実施し
た。
民間保育園　9か所で実施し
た。

公立保育所11施設
民間保育園15施設にて事業実
施した。

公立保育所16施設、民間保育
園1３施設にて事業実施した。

公立保育所５７施設、民間保育園７１
施設にて受け入れ体制を整備した。延
べ利用者は公立保育所10か所11名・
民間保育園18カ所23名を受け入れ
た。

○ B

ニーズに合わせ受け入れる事が出来
た。育児休暇制度を利用している方も
多い為、利用者は少ないが必要に応
じて受け入れ体制を整える。

保育運営課

69
障害児保育事
業

　障害を有する就学前児童で、保護
者の就労等の事由により保育に欠
ける者について、市立保育所・民間
保育園において集団保育を行いま
す。また、発達障害児の保育の充実
を図ります。

全ての保育所
（園）で受入れ

全ての保育所
（園）で受入れ
を継続して実
施。発達障害
児への対応と
して保育士を
加配

公立保育所55か所、民間保育
園28か所で実施。
うち、発達障害児保育支援員
配置は公立保育所3か所、民
間保育園2か所で実施。

公立保育所　55か所
民間保育園　25か所で実施し
た。

公立保育所58施設、民間保育
園31施設にて事業実施した。

公立保育所５７か所、民間保
育園３４か所で事業実施した。
延利用者21名

公立保育所５４施設、民間保育園３８
施設にて事業実施した。

○ B
受入人数が６名以上の実施施設が９
カ所あり、受け入れ希望施設に偏りが
見られる。

保育運営課

70
子どもルーム
整備事業

　小学校低学年の児童を対象に授
業終了後に遊びと生活の場を提供
するため、小学校の空き教室及び公
共施設等を活用し整備します。
　原則、全小学校区に子どもルーム
を設置することを目標とし、併せて待
機児童が多数発生しているルーム
は増設を図り、また、狭隘、老朽化し
ている施設の改善も図ります。

117か所（107
小学校区）
(H22.4.1現在)

新規開設　3
か所増
（計110小学校
区）
増設　　3か所
移転　12か所

1か所を増設（小中台地区）し、
施設改善2か所を実施した。
開設ルーム数117→118、小学
校区107→105
(H23.4.1現在）

2か所を新設（越智小・磯辺第
三小）し、1か所を増設（あすみ
が丘小）し、施設改善4か所を
実施した。

開設ルーム数118→121、小学
校区105→107
(H24.4.1現在）

2か所を新設（仁戸名小・若松
台小）、施設改善2か所を実施
した。

・開設ルーム数　121→123
（H25.4.1現在）
・小学校区　　　　107→108
（H25.4.1現在）

増設２か所
施設改善２か所

開設ルーム数１２３か所
１０８小学校区整備済（H26.4.1
現在）

施設改善４か所

開設ルーム数１２３か所
○ C-1

より緊急性の高い移転（施設改善）の
みを実施することとしたため、目標事
業量に達しなかった。
今度は、待機児童が多数発生してい
るルームの増設を図り、狭隘、老朽化
している施設の改善を図る。

健全育成課

71
子どもルーム
運営事業

　平日は、午後１時から６時まで（希
望により７時まで延長）、土曜日は、
午前８時30分から午後４時30分まで
運営します。
　運営に当たっては、指導員の適正
配置、指導体制、研修の実施を行う
とともに、処遇の改善を行います。

利用児童数
6,193人（利用
率23.4％）

利用児童数
7,591人（利用
率29%）

（23.5．1現在）
・利用児童数　6,461人
　　　　（利用率25.0％）
・待機児童数
　118人　→　182人

（24.5．1現在）
・利用児童数　6,505人
　　　　（利用率25.9％）
・待機児童数
　182人　→　99人

（25.5．1現在）
・利用児童数　6,775人
　　　　（利用率27.3％）
・待機児童数
　99人　→　130人

（26.5．1現在）
・利用児童数　7,098人
　　　　（利用率28.8％）
・待機児童数
　130人　→　199人

利用児童数（26年度平均）6,901人／
月
　　　　　　　　　　27.5.1現在
・利用率　　　　 　29.8％
・待機児童数　 　184人
・利用児童数 　 7,347人

○ C-1
利用児童数は年々増加しているもの
の、目標値には達しなかった。

健全育成課

72
家庭的保育事
業

　保育所に代わり有資格の「家庭的
保育員」が自宅で少人数の保育を実
施します。

家庭的保育員
登録者数16人

制度の見直し
や研修の拡充
実等により、
登録者数を拡
大

家庭的保育登録者数１２名、
受託児童数１６名、連携保育
所１０か所

家庭的保育員　12人
受託児童数　 　18人

家庭的保育員9名
受託児童数25名

家庭的保育員７名
受託児童数２１名 市内５施設にて事業実施した。 ○ B 保育運営課

72‐2
グループ型小
規模保育事業

　複数の家庭的保育者が相互に協
力し、3歳未満児の保育を行います。

２か所
6施設まで拡
充

－ 市内2か所で実施した。
市内4施設（定員40人分）にて
事業実施した。

市内７施設にて事業実施し
た。 市内７施設にて事業実施した。 ○ A 保育運営課

73
病児・病後児
保育事業

　病気回復期などにあるため保育所
等に預けることができず、保護者が
就労等により、家庭での育児が困難
な児童を、診療所に併設した施設で
保育を行います。

７か所 12か所

市内７か所の医療機関に委託
し、実施した。
・利用延人数　21年度3,166
人、22年度3,992人

１か所新規開設し、市内８か所
で実施した。
・利用延人数　22年度3,992
人、23年度4,505人

病児・病後児の預かりを行っ
た。
＜利用人数＞
　23年度4,505人、　24年度
4,393人
＜実施か所数＞
　8か所

病児・病後児の預かりを行っ
た。
＜利用人数＞
　24年度4,393人、　25年度
4,796人
＜実施か所数＞
　8か所

病児・病後児の預かりを行った。
＜利用人数＞
　25年度4,796人、　26年度5,048人

○ C-1

平成26年度末までに12か所（各区2か
所）とする計画であったが、事業者の
なり手がおらず、1か所増の8か所の
実施となった。なお、既存施設1か所
の定員増（4名から8名）を行った。
引き続き、事業者を確保し、新規施設
を整備していく必要がある。

保育支援課

74
保育ルーム助
成事業

　認可外保育施設のうち助成基準を
満たし保育ルームと認定した施設
に、保育に欠ける児童が入所した場
合に、その保育料の軽減と保育の
向上のため、入所児童数に応じて助
成します。

市内59か所
84施設まで拡
充

62施設（うち8施設は新規認
定）で実施

市内64か所で実施した。
延べ利用者数　15,233人

市内60施設にて事業実施し
た。
（年間延児童数12,428人）

市内46施設にて事業実施し
た。 市内46施設で実施した。 ○ C-1

施設数の増は達成したが、認可保育
園への移行や施設廃止により、平成
26年度末の目標値には達していな
い。

保育運営課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

74‐2
先取りプロ
ジェクト認定
保育施設事業

　児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準を満たす認可外保育施
設を「先取りプロジェクト認定保育施
設」として認定し、事業費を補助しま
す。

２か所
84施設まで拡
充

－ 市内2か所で実施した。
市内17施設にて事業実施し
た。

市内23施設にて事業実施し
た。 市内25施設で実施した。 ○ C-1

施設数の増は達成したが、認可保育
園への移行や施設廃止により、平成
26年度末の目標値には達していな
い。

保育運営課

75
企業内保育所
助成事業

　企業内保育所に対する助成の充
実を図ります。

実施 継続して実施 助成施設はなし
助成施設なし。
（※申請なし。）

新規開設施設２か所に対して
助成した。 申請がなかったため、未実施 × B

継続して実施し、計画期間内に2施設
に対し補助を行った。

保育運営課

76
私立幼稚園預
り保育助成事
業

　幼稚園において延長保育を希望す
る人に対して、２時間以上の預かり
保育を行う場合、保育にかかわる教
材費の一部補助を行います。
　また、長期休業中も含めた長時間
の預かり保育を実施する体制を整
備し、共働きや子育てへの支援、保
育所待機児童の減少及び幼児教育
の振興を図ります。

補助対象園数
83園

引き続き継続
して実施。保
護者の就労を
支援する預か
り保育の制度
の創設につい
て検討し、実
施

　幼稚園において延長保育を
希望する人に対して、２時間以
上の預かり保育を行う場合、
保育にかかわる教材費の一部
補助を行った（補助対象園数：
83園)
　また、長期休業中も含めた
長時間の預かり保育を実施す
る幼稚園10園に対し、支援を
行った。

・幼稚園において延長保育を
希望する人に対して、2時間以
上の預かり保育を行う場合、
保育にかかわる教材費の一部
補助を行った。
補助対象園数　83園
・長期休業中も含めた長時間
の預かり保育を実施する幼稚
園10園に対し、支援を行った。

合計83園の預かり保育実施園
に対し、預かり保育加算額とし
て合計20,950千円を支給した。
また、合計15園の長時間預か
り保育実施園に対し、合計
56,981千円を支給した。

合計86園の預かり保育実施園
に対し、預かり保育加算額とし
て合計22,300千円を支給した。
また、合計19園の長時間預か
り保育実施園に対し、合計
70,967千円を支給した。

市内私立幼稚園86園に教材費補助金
（預かり保育加算分）を交付した。ま
た、長時間預かり保育を実施する幼稚
園（従来型16園、移行支援型3園）に
補助を実施した。

○ B 保育支援課

76‐2
私立幼稚園長
時間預かり保
育事業

市内の私立幼稚園が、教育時間の
終了後等に行う長時間の預かり保
育に係る経費に対して、市が予算の
範囲内において補助金を交付する。

補助対象園数
15園

実施園を25園
に増園

－ －

市内の15の私立幼稚園が実
施した長時間の預かり保育に
係った経費に対して、左記のと
おり補助金を交付した。

市内の19の私立幼稚園が実
施した長時間の預かり保育に
係った経費に対して、補助金
を交付した。

長時間預かり保育を実施する幼稚園
（従来型16園、移行支援型3園）に補
助を実施した。
また、市の補助金を活用せず、6園が
長時間預かり保育を実施した。

○ B 保育支援課

77
私立幼稚園の
障害児保育助
成事業

　障害を持つ園児を受け入れている
園に対して経費の一部補助を行い
ます。

補助対象園児
数130人

引き続き特別
支援を要する
園児の就園奨
励、保護者負
担の軽減及び
特別支援教育
の振興を図る

　障害を持つ園児を受け入れ
ている園に対して経費の一部
補助を行った。
補助対象園児数:88人

障害を持つ園児を受け入れて
いる園に対して経費の一部補
助を行った。
補助対象園児数　100人

合計31園110人の園児を補助
対象として、補助金を支給し
た。

合計39園133人の園児を補助
対象として、補助金を支給し
た。

合計43園に対し、補助を実施した。
対象園児数：162人

○ B 今後も実施幼稚園を拡大していく。 保育支援課

78
保育士等の自
己評価の実施

　子どもの健やかな育ちを保障し、
よりよい保育を展開していくため、保
育士等の自己評価を実施し、継続
的な保育の質の向上を図ります。

検討 実施
公立民間１０９か所において、
千葉市保育士等保育所（園）
自己評価を試行的実施

全保育所（園）で実施した。
全保育所（園）にて自己評価を
実施した。

各施設で保育士等の自己評
価を実施。 全公立保育所で実施。 ○ B

公立保育所では、各施設で実施でき
たが、民間保育園等にも自己評価を
投げかけを行ったのみとなっているた
め、状況を把握し、質の向上に努めて
いく。

保育運営課

79
保育所（園）職
員研修事業

　保育士が保育現場で求められる多
様な課題への対応やそれぞれの職
階に与えられた要請への対応に必
要な、専門的かつ高度な知識や技
術を習得するため、職種別研修や階
層別研修などを行います。

実施

研修内容の整
理や体系化に
より、効果的
な研修計画を
構築し、研修
内容の充実強
化を図る

　保育現場で求められる、専
門的かつ高度な知識や技術を
習得するため、職種別研修や
階層別研修などを実施（派遣
研修５３回　　部門研修７０回）
民間、保育ルームは補助金を
交付。その他公・民の職員か
らなる市保協へ研修委託及び
補助をおこなった。

すべての認可保育所（園）を対
象に実施した。
公立：60か所　民間：49か所

短期派遣研修、所長研修、主
任研修、保育士研修、看護師
研修、栄養士研修、調理員研
修、用務員研修、障害児保育
研修、保育内容現場研修、合
同研修、非常勤職員研修を実
施した。

短期派遣研修、所長研修、主
任研修、保育士研修、看護師
研修、栄養士研修、調理員研
修、用務員研修、障害児保育
研修、保育内容現場研修、合
同研修、非常勤職員研修を実
施した。

短期派遣研修、所長研修、主任研修、
保育士研修、看護師研修、栄養士研
修、調理員研修、用務員研修、障害児
保育研修、保育内容現場研修、合同
研修、非常勤職員研修を実施した。

○ B

地域型保育事業施設等も増えたこと
から、地域型保育事業施設、認可外
保育施設等に現在行っている研修に
参加できるよう周知すると共に、研修
の実施回数を増やし質の向上に努め
る。

保育運営課

80
子どもの健康
及び安全の確
保

　看護師等専門職員の確保や嘱託
医・関係機関との密接な連携によ
り、保育所(園)がこどもにとって健康
で安全に生活できる場となるよう努
めます。
　また、発達障害児の保育の充実を
図ります。

実施

発達障害児へ
の対応として
保育士を加配
し、保育の充
実を図る

看護師等専門職員の確保や
嘱託医・関係機関との密接な
連携により、保育所(園)がこど
もにとって健康で安全に生活
できる場となるよう努めた。ま
た、発達障害児保育支援員を
配置した。（公立保育所３名
民間保育園２名）

発達障害児に対する加配保育
士数　2人

平成24年度より、発達障害児
も障害児保育対象となったた
め、事業終了とする。

平成24年度事業終了。
発達障害児への対応として保育士を
加配した。

○ B

障害児保育の対象となっていない発
達の気になる子もいることから、関係
機関へつなげるなど、職員間で連携を
図り、安心して生活できるように環境
を整えていく。

保育運営課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標４ 仕事と家庭生活の両立支援 

81
保育を支える
基盤強化事業

　保育士等の自己評価等を踏まえ、
保育所（園）の自己評価を実施し、
子どもの成長・発達を支える保育の
専門機関として、保育の一層の充実
を図ります。
　また、複雑・多様化する保護者か
らの要請・相談に対応する保育士等
のために心理アドバイザーを配置し
ます。

検討 実施

　保育士等の自己評価等を踏
まえ、保育所（園）の自己評価
を実施し、子どもの成長・発達
を支える保育の専門機関とし
て、保育の一層の充実を図
る。また、複雑・多様化する保
護者からの要請・相談に対応
する保育士等のために心理ア
ドバイザーの配置を検討。

保育士等の自己評価、保育所
（園）の自己評価について認可
保育所（園）で実施している。

保育士等の自己評価、保育所
（園）の自己評価について認可
保育所（園）で実施

保育士等のアドバイザーにつ
いては、他機関にも同様の相
談窓口がある。また、保育所
での子どもの健全成長を考え
るとともに保育士のみならず、
子ども、保護者に対しての相
談、関係機関との連携重要。

保育士等の自己評価については、各
公立保育所で実施。また、民間保育園
についても、巡回指導等の際に自己
評価について投げかけを行った。
心理アドバイザーについては、配置し
ていないものの、複雑・多様化する保
護者からの要請・相談に対しては保育
運営課でも把握し、アドバイス等を
行っている。

○ B 保育運営課

82
保育所（園）の
第三者評価

　保育所で提供されるサービスの質
を、公正・中立な第三者機関が専門
的かつ客観的な立場から評価する
事業です。保育の質を高めるため、
保育士等の自己評価、保育所（園）
の自己評価に加え、第三者評価の
実施についても普及を図ります。

実施に係る検
討

保育所（園）へ
の適切な情報
提供等によ
り、第三者評
価事業の普及
を図る

実施に係る検討
公立保育所　0か所
民間保育園　4か所で実施し
た。

公立保育所　0か所
民間保育園　3か所で実施し
た。
（※自己評価の実施を優先し
たため、あまり実施できなかっ
た。）

第三者機関に専門的かつ客
観的な立場から評価を受ける
ことは保育の質を高めることに
つながるので来年度実施を視
野にいれ検討していく。

民間保育園　1か所で実施した。 △ C-1 

公立保育所については、第三者評価
は実施していないが、３年に１回指導
監査をし、質の確保に努めている。

保育運営課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

83
エンゼルヘル
パ－派遣事業

　妊娠中、出産後４か月以内で昼
間、介護者がいない核家族世帯等
に、委託業者からヘルパーを派遣
し、家事および育児に関するサービ
スを提供します。

市民の利便性
を向上させな
がら事業を実
施

利用者ニーズ
を反映させ、
利便性を向上

妊娠中または出産後間もなく、
昼間、介助者がいない核家族
世帯に、委託事業者からヘル
パーを派遣し、家事及び育児
サービスを提供することで、母
親の子育てを支援する。

妊娠中または出産後間もなく、
昼間、介助者がいない核家族
世帯に、委託事業者からヘル
パーを派遣し、家事及び育児
サービスを提供することで、母
親の子育てを支援した。

家事・育児に関するサービスを
提供した。
＜利用人数・回数＞
　23年度227人・905回、24年度
290人・1,324回

家事・育児に関するサービスを
提供した。
＜利用人数・回数＞
　24年度290人・1,324回、25年
度317人・1,223 回

家事・育児に関するサービスを提供し
た。
＜利用人数・回数＞
　25年度317人・1,223回、26年度286
人・1,066回

○ B 保育支援課

84
母乳哺育の推
進

　母乳哺育に関する啓発活動を推
進します。新生児訪問を充実するな
ど、機会を捉えて母乳哺育の浸透を
図ります。また、母乳についての相
談を実施するとともに、母乳哺育へ
の支援･ケアを行います。

母乳哺育向上
のため保健所
において母乳
教室を実施

各区保健福祉
センターにお
いて実施し哺
育率を向上

各区で年間３回実施。受講者
数500人。

母乳教室を年間18回実施し
た。
参加者数　497人

母乳教室：年間18回実施
妊婦462人　パートナー7人参
加

母乳教室の実施
計19回/年

母乳教室　年間19回実施
受講者数　397人

○ B
計画どおりに実施。母乳哺育率は向
上した。

健康支援課

85

健康診査等①
(妊婦健康診
査(Ｂ型肝炎
検査）

　妊娠期の健康管理を行うため、医
療機関に委託し妊娠中に14回の健
康診査を実施するとともに、受診率
の向上を目指します。

妊婦健診を5
回から14回へ
拡充し、妊産
婦歯科健診を
実施

継続して実施
し、受診率を
向上

妊娠中14回の妊婦健康診査
受診券を交付。延べ受診数：
98,893人

妊婦健康診査延べ受診数
95,512件

妊婦健康診査受診数：延べ
95,621人

妊婦健康診査受診数延べ
92,647人

妊婦健康診査延べ受診者数　92,100
人

○ B

受診者横ばい。引き続き、妊娠届出時
に受診勧奨を継続。
健診結果の有効活用ができていない
点が課題。

健康支援課

86

健康診査等②
(乳児、４か月
児、１歳６か月
児、３歳児健
診等)

保健福祉センター、協力医療機関等
において、各種健康診査を実施する
とともに、保護者に対して各種相談・
助言等を実施するとともに、受診率
の向上を目指します。

各区において
集団健診を、
医療機関委託
で個別健診を
実施

継続して実施
し、受診率を
向上

各健診受診率
4か月児健診：96.5%　　1歳6か
月児健診：92.3%　　3歳児健
診:90.7%　　乳児健診（３～６か
月）：78.2%　　乳児健診（９～11
か月）：72.4%

各健診受診率
4か月児健診：95.6%　1歳6か月
児健診：92.7%
3歳児健診：90.7%　3～6か月児
健診：82.8%
9～11か月児健診：83.6%

各健診受診率
3～6か月健康診査:75,6%
9～11か月健康診査75,3％
４か月児健康診査：96.9％
1歳６か月児健康診査：93.5％
3歳児健康診査：92.8％

医療機関で３～６か月健康診
査、９～１１か月健康診査実
施。
各保健福祉センターで４か月
児健康診査１６０会場、１歳６
か月児・３歳児健康診査各１５
２会場実施。

乳児健診受診率：75.8％
4か月児健診受診率：96.5％
1歳6か月児健診受診率：95.3％
3歳児健診受診率：93.6％

○ A

プランNo.238「養育支援訪問事業」と
の相乗効果により、各健診の受診率
は増加又は横ばいであり、乳児健診
以外の受診率は9割を超えている。
今後も健診未受診者の把握に努めて
いく。

健康支援課

87
育児サークル
の支援

　育児のための知識の普及と子育て
のできる仲間づくりを目的とする育
児サークルを支援します。

各地域におい
て実施

支援内容を充
実

育児サークル実施及び協力回
数　418回

育児サークル協力回数　385
回
参加者数　6,114組

育児サークル協力回数：372回
参加者数：延べ13,255人

保健福祉センター健康課主催
実施回数　　　402回

育児サークル実施及び協力回数　398
回
参加者数　延べ12,012人

○ B
同様の支援をしている他課との連携
が必要。

健康支援課

88
母親＆父親学
級

　初妊婦およびその夫に対し保健
師・管理栄養士・歯科衛生士・助産
師が、保健、お産の準備、保育、父
親の役割などをわかりやすく指導し
ます。

各区で月１
コース（3日
間）程度実施

講習内容を充
実

母親&父親学級の実施状況：
62コース開催、　妊婦1,754人、
父親801人参加。　（初妊婦の
41.3%）

母親＆父親学級６０コースを開
催した。
参加者数　妊婦：1,680人、ﾊﾟｰ
ﾄﾅｰ：841人（初妊婦の40.7%）

母親＆父親学級58コース
参加者数妊婦：1,387人
　　　パートナー：708人

母親＆父親学級54コース

母親＆父親学級
54コース開催
参加者数妊婦：1,232人
     パートナー：633人（初妊婦の
32％）

○ B

計画どおり実施。
土日開催の両親学級の拡充に伴い、
母親＆父親学級の受講者数は減少
傾向にある。引き続き、妊娠届出時の
周知を継続していく。

健康支援課

88‐2
土日開催の両
親学級

助産師が、夫婦の協力と子育てにつ
いて、お産、母乳についての講義や
行政サービスの紹介を行う。

年1１回実施
内容、回数を
充実

－ －
年11回
参加人数　妊婦：305人　パー
トナー：305人

年12回
参加人数　妊婦　３３６人
パートナー　３３３人

年１３回
参加人数　妊婦402人
パートナー401人

○ A 参加人数は増加している。 健康支援課

89 育児教室
　集団の親子遊びを通して母親の育
児不安を軽減し、積極的に育児に取
り組めるようにします。

各区８～１０回
開催

継続して実施
育児教室53回開催、447人参
加。

事業終了 平成22年度事業終了。 平成22年度事業終了。 終 C-1
平成22年度事業終了
地域の子育て支援機関が充実したた
め

健康支援課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 

90
妊産婦・新生
児訪問指導

　助産師、保健師が家庭を訪問し、
相談指導を実施します。

助産師18人を
雇用し、妊産
婦・新生児とも
約1,300件実
施

継続して実施

妊産婦訪問件数：3,410件、
新生児訪問延べ件数：2,841件
(妊産婦・新生児訪問指導員及
び保健師による訪問件数）

妊産婦訪問件数　3,859件
新生児訪問件数　3,108件

妊産婦訪問件数：延べ3,824件
新生児訪問件数：延べ3,298件

助産師29人
妊産婦訪問件数：延べ3,492件
新生児訪問件数：延べ3,598件

妊産婦訪問延3,746件
新生児訪問延3788件

○ B 訪問件数は増加している。 健康支援課

91
乳幼児歯科相
談

　乳幼児を対象に歯科衛生士が、個
別に歯科相談を実施します。

年164回実施 継続して実施
乳幼児歯科相談：174回実施、
相談者数：1726人

6区保健福祉センターで乳幼児
歯科相談を166回実施した。
参加者数　1,279人

各区保健福祉センターで乳幼
児歯科相談を190回実施した。
参加者数　1、946人

各区保健福祉センターで乳幼
児歯科相談を196回実施した。
参加者数　1、768人

各区保健福祉センターで乳幼児歯科
相談を200回実施した。参加者は1,706
人。

○ B
開催数は増加し、必要時に相談にの
れる機会を確保することが出来た。今
後とも周知に努めてゆく。

健康支援課

92
小児肥満予防
相談

　３歳児健診で、肥満度15％以上の
子どもを対象に栄養相談等を実施し
ます。

健診当日もし
くは個別に相
談を実施

継続して実施
小児肥満相談参加者数：176
人

小児肥満予防相談参加者数
206組

小児肥満予防相談参加者数：
226組

3歳児健康診査時併設実施
152会場 小児肥満相談参加者数：199人 ○ B 健康支援課

93 育児相談

　乳幼児が心身共に健やかに発育
をすることを目的に、保健師・管理栄
養士・歯科衛生士が相談を実施しま
す。

電話や面接な
どにより実施

継続して実施
乳幼児相談実施回数：341回
相談者数：2,213人

乳幼児相談実施回数　334回
相談者数　2,398組

乳幼児相談実施回数：334回
乳幼児相談実施回数：３２９回

乳幼児相談実施回数：336回
相談者数：2,835人

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

健康支援課

94
育児講座・母
子講演会

　母親学級受講者や乳児を持つ母
親を対象に育児や疾病について医
師等が講演を行います。

各区において
育児講座年1
回、母子講演
年4回程度開
催

継続して実施
育児講座・母子講演会実施回
数：89回、参加者数：3,698人

育児講座・母子健康教育実施
回数　67回
参加者数　1,076組

育児講座・母子教育実施回
数：20回
参加者数：542組

育児講座・母子教育実施回
数：２２回

育児講座・母子教育実施回数：７６回
参加者数：１,７０６人

○ A
計画以上に臨時の健康教育を実施し
た。

健康支援課

95 離乳食教室

　咀しゃく力を獲得するための発達
に応じた調理形態及び食品の選択
等について、管理栄養士が支援しま
す。

年51回実施 継続して実施 離乳食教室　実施会場51回
離乳食教室を51回実施した。
参加者数　1,961人

離乳食教室を51回実施した。
参加人数　2,006人

離乳食教室を51回実施した。
延人数　1,991人

各区保健福祉センターで離乳食教室
を51会場実施した。
延人数　1,818人

○ B

受診者横ばい。引き続き、妊娠届出時
に受診勧奨を継続。
健診結果の有効活用ができていない
点が課題。

健康支援課

96
パパママ子育
て教習所

　子どものこころの発達や接し方な
どについて、心理士が講演を行いま
す。

各区において
年3回実施

継続して実施
ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ子育て教習所実施回
数：18回、参加者数：460人

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ子育て教習所実施回数
11回
参加者数　164組

パパママ子育て教習所実施回
数：13回
参加者数：326組

パパママ子育て教習所実施回
数：
１１回
母子教育として実施したため、
実施回数が減少

パパママ子育て教習所実施回数：10
回
参加者数：138人

○ B
各区の状況に合わせて柔軟に実施し
ていく。

健康支援課

97
2歳児むし歯
予防教室

　１歳６か月児健診以降に急増する
むし歯の予防を図るため、むし歯予
防教室を実施します。

年218回実施 継続して実施
2歳児むし歯予防教室実施回
数:239回、参加者数：3,563人

6区保健福祉センターで235回
実施した。
参加者数　3,405人

各区保健福祉センターで2歳児
むし歯予防教室を232回実施し
た。参加者数　2,859人

各区保健福祉センターで2歳児
むし歯予防教室を236回実施し
た。参加者数　3,045人

各区保健福祉センターで２歳児むし歯
予防教室を239回実施した。参加者は
3,233人。

○ B

実施回数は横ばい。目的である３歳児
健診でのむし歯の者の割合は減少傾
向にあるが、他政令市より高いため、
今後も継続。

健康支援課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 

98
小児ぜん息教
室

　疾病の理解、健康保持・増進を目
的とした講演会とぜん息教室を実施
します。

保健所におい
て年１回実施

継続して実施
小児ぜん息教室実施回数：２
回、参加者数：１１１人

小児ぜん息講演会を1回開催
した。
参加者数　9人

小児ぜん息講演会1回開催
参加者数：18人

年1回　ぜんそく児と保護者を
対象に医師の講演会と親の交
流会を行う。
参加者数：25人

小児ぜん息教室実施
参加者数：１２人

○ B
参加者数減少。周知方法の工夫が必
要。

健康支援課

99

不妊専門相談
センター・特定
不妊治療費助
成

　不妊に関する複雑な悩みに対し、
不妊専門相談センターで、専門的・
医学的な相談・支援を行います。
　また、不妊に悩む夫婦の経済的負
担軽減を図るため、治療費の助成を
行います。

不妊専門相談
センターは保
健所で実施

継続して実施
不妊専門相談件数：３２件、特
定不妊治療費助成件数：６４４
件

不妊専門相談件数　30件
不妊治療費助成件数　819件

不妊専門相談実施回数　12回
/年、　相談件数：37件
不妊治療費助成件数：939件

不妊専門相談実施回数　１２
回/年　件数：41件
不妊治療費助成件数：1,053件

不妊専門相談件数：48件
特定不妊治療費助成件数:1086件

○ B

特定不妊治療費助成事業について、
申請数は増加。国の制度改正に準じ
て実施できた。相談体制は現状維持。
晩婚化、晩産化あり、妊孕性に関する
教育が必要。思春期保健事業と併せ
検討していく必要がある。

健康支援課

100
健康教育推進
事業

　喫煙防止教育、薬物乱用防止教
育等、心身の健康に重点をおいた
健康教育を実施（健康教育研究推
進校を指定）します。

健康教育研究
推進校（１校）
指定

継続して実施
健康教育指定校を指定し、健
康教育の充実、推進を図っ
た。

健康教育指定校において、保
健、食育、安全に関する指導
の推進を実施した。

健康教育指定校において、保
健・食育・安全に関する指導法
の研究を推進し、成果を市内
に広げた。

健康教育指定校での研究活動
を推進した。

健康教育指定校での研究活動を推進
した。

○ B

健康教育指定校での研究活動を推進
し、１年目のまとめをするとともに、２
年目（最終年度）の取組に向けて、方
向性を定めた。

保健体育課

101
各種検診検査
事業

　学校保健安全法に基づき、結核、
心疾患、腎疾患、脊柱側わん症を始
めとする各種検診・検査を実施しま
す。

小学校120
校、中学校57
校、特別支援
学校２校で検
診事業を実施

継続して実施

学校保健安全法に基づいた、
結核、心疾患、腎疾患、脊柱
側わん症の検診等及び検査を
実施。

小学校117校、中学校57校、特
別支援学校2校で心疾患・腎疾
患・脊柱側弯症・結核の各検
診事業を実施した。

小学校116校、中学校57校、特
別支援学校2校で検診事業を
実施した。

小学校113校,中学校56校、特
別支援学校3校で検診事業を
実施した。

小学校、中学校、特別支援学校で検
診事業を実施した。

○ B 保健体育課

102 学校歯科事業

　歯科衛生士による口腔衛生指導を
実施するとともに、市内２～３中学校
区の学校で、歯科医による歯科啓発
事業を実施し、口腔衛生への意識
の向上を図ります。
　さらに、健歯児童生徒奨励賞、保
健図画・ポスター表彰、8020運動普
及及び標語の表彰を実施します。

口腔衛生指導
（小学校113
校、中学校54
校、特別支援
学校２校で実
施）歯科啓発
事業（小学校6
校、中学校２
校で実施）

継続して実施

歯科衛生士による口腔衛生指
導を実施した。また、市内２中
学校区（生浜中、高洲第二中）
の学校で、歯科医による歯科
啓発事業を実施した。
　・保健図画・ポスター表彰、
8020運動普及及び標語の表
彰

口腔衛生指導（小学校112校、
中学校54校、特別支援学校2
校で実施）、歯科啓発事業（小
学校5校、中学校3校で実施）・
健歯児童生徒奨励賞（小学校
6年生1,689人・中学校958人）、
保健図画・ポスター表彰、8020
運動普及及び標語の表彰を実
施した。

予定校への歯科衛生指導及
び歯科啓発事業を実施し、口
腔衛生への知識及び意識の
向上を図ることができた。
また、健歯、図画・ポスター、標
語の表彰などを実施し、口腔
衛生へ意識向上が図れた。

予定校への歯科衛生指導及
び歯科啓発事業を実施し、口
腔衛生への知識及び意識の
向上を図ることができた。
また、健歯、図画・ポスター、標
語の表彰などを実施し、口腔
衛生へ意識向上が図れた。

予定校への歯科衛生指導及び口腔歯
科啓発事業を実施し、口腔衛生への
知識及び意識の向上を図ることができ
た。
また、健歯、図画・ポスター、標語の表
彰などを実施し、口腔衛生へ意識向
上が図れた。

○ B

予定校への口腔歯科衛生指導及び歯
科啓発事業を実施し、口腔衛生への
知識及び意識の向上を図ることができ
た。
また、健歯、図画・ポスター、標語の表
彰などを実施し、口腔衛生へ意識向
上が図れた。

保健体育課

103
小学校各種体
育大会等事業

　児童の体力の向上、体力づくりの
日常化を促進するため、陸上、表
現、球技の各種体育大会を開催しま
す。

表現運動発表
会・陸上大会・
球技大会の実
施

継続して実施

表現運動発表会は学校代表１
学級、球技大会はサッカー・バ
スケットボール各１チームが近
隣校をブロックとして市内小学
校を会場に実施した。陸上大
会は、市内を２ブロックに分
け、１ブロックは青葉の森ス
ポーツプラザ陸上競技場で実
施したが、もう１つのブロックは
荒天のため中止した。表現運
動発表会：参加66校　参加人
数2,136人、陸上大会：参加62
校　参加人数2,040人、球技大
会：参加121校　参加人数5,287
人

・表現運動発表会は学校代表
1学級、球技大会はサッカー・
バスケットボール各1チームが
近隣校を1ブロックとし、市内小
学校を会場に実施した。
表現運動発表会：参加数　55
校、1,677人
球技大会：参加数　118校、
5,192人
・陸上大会は2ブロックに分け、
青葉の森スポーツプラザ陸上
競技場で実施した。
参加数　119校、4,025人

表現運動発表会は稲毛・美
浜・花見川区の学校代表１学
級、球技大会はサッカー・バス
ケットボール各1チームが、近
隣３～４校を1ブロックとし、市
内小学校を会場に実施した。
陸上大会は全小学校を2ブロッ
クに分け、青葉の森陸上競技
場で実施した。
表現運動発表会：参加校62
校、参加人数1,859人
陸上大会：参加校118校、参加
人数4,028人
球技大会：参加校117校、参加
人数5,131人

表現運動発表会は中央・若
葉・緑区の学校代表１学級、球
技大会はサッカー・バスケット
ボール各1チームが、近隣３～
４校を1ブロックとし、市内小学
校を会場に実施した。陸上大
会は全小学校を2ブロックに分
け、青葉の森陸上競技場で実
施した。
表現運動発表会：参加校55
校、参加人数1,621人
陸上大会：参加校115校、参加
人数3,919人
球技大会：参加校114校、参加
人数4,9971人

表現運動発表会は稲毛・美浜・花見
川区の学校代表１学級、球技大会は
サッカー・バスケットボール各１チーム
が参加して、近隣３～４校を１ブロック
とし、市内小学校を会場に実施した。
陸上大会は全小学校を２ブロックに分
け、青葉の森陸上競技場で実施した。

○ B

６月に表現運動発表会、１月に球技大
会（サッカー・バスケットボール）を近
隣校を１ブロックとし、市内小学校を会
場に実施した。陸上大会は全小学校
を２ブロックに分け、青葉の森陸上競
技場で実施した。

保健体育課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
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平成26年度 計画期間の評価
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基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 

104
中学校運動部
活動指導者派
遣事業

　運動部における専門的な指導を充
実するため、派遣指導者が必要な
学校に対し、教育委員会が指導者を
派遣（年間）し、内容の拡充を図りま
す。

必要とする学
校に派遣　62
人　24回実施

継続して実施

市内中学校の運動部活動の
振興を図るため、運動部にお
ける専門的な指導力を備えた
指導員を必要とする学校に対
し、民間指導員を派遣し、内容
の拡充を図った。派遣人数62
人、配置学校数：36校、種目数
13種目

市内中学校の運動部活動の
振興を図るため、運動部にお
ける専門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とする学校
に対し、教育委員会が指導者
を派遣（年間）し、内容の拡充
を図った。
派遣人数　60人、　派遣校数
35校、種目数　15種目

市内中学校の運動部活動の
振興を図るため、運動部にお
ける専門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とする学校
に対し、教育委員会が指導者
を派遣し、内容の充実を図っ
た。派遣人数60人、派遣校数
34校、15種目

市内中学校の運動部活動の
振興を図るため、運動部にお
ける専門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とする学校
に対し、教育委員会が指導者
を派遣し、内容の充実を図っ
た。派遣人数60人、派遣校数
33校、15種目

市内中学校の運動部活動の振興を図
るため、運動部における専門的な指
導力を備えた派遣指導者を必要とす
る学校に対し、教育委員会が指導者
を派遣し、内容の充実を図った。

○ B

市内中学校の運動部活動の振興を図
るため、運動部における専門的な指
導力を備えた派遣指導者を必要とす
る学校に対し、教育委員会が指導者
を派遣し、内容の充実を図った。

保健体育課

105
中学校体育大
会事業

　スポーツに親しむ資質や能力を育
て、体力の向上や健康増進のため
市総合体育大会等を開催します。

県：交通費補
助
関東・全国：交
通費と宿泊費
補助

継続して実施

７月17日～22日に市総合体育
大会を開催した。　（16種目)
10/15 駅伝の部、 11/ 4 ダン
ス発表会　参加人数　10,088
人。また、保護者の経費負担
削減のために、県、関東・全国
大会の選手派遣費を負担し
た。

7月16日から21日に市総合体
育大会を開催した。
（16種目）9/28駅伝、10/25ダ
ンス発表会　参加者数10731
人
また、保護者の経費負担軽減
のため、県・関東・全国大会の
選手派遣費を負担した。

7月21日から26日にかけて、千
葉市中学校総合体育大会開
催した。（16種目）9/26駅伝、
11/6ダンス発表会　参加人数
10,358人。また保護者の経費
負担を軽減するために、県・関
東・全国大会の選手派遣費を
負担した。

7月20日から25日にかけて、千
葉市中学校総合体育大会開
催した。（16種目）10/1駅伝、
10/25ダンス発表会　参加人数
10,246人。また保護者の経費
負担を軽減するために、県・関
東・全国大会の選手派遣費を
負担した。

7月19日から24日にかけて、千葉市中
学校総合体育大会を開催した。（16種
目)　9/30駅伝、11/5ダンス発表会。参
加者数10,557人。また保護者の経費
負担を軽減するために、県・関東・全
国大会の選手派遣費を負担した。

○ B

千葉市中学校総合体育大会を６日間
開催した。（16種目)　また、駅伝、ダン
ス発表会も開催した。（参加者数約1
万人）
また保護者の経費負担を軽減するた
め、県・関東・全国大会の選手派遣費
を負担した。

保健体育課

106
学校体育行事
等補助事業

　児童生徒のスポーツへの関心喚
起･意欲醸成のため、本市児童生徒
が関わる各種体育大会経費を負担
金として助成します。

各種体育大会
等を主管する
市及び県小中
体連への経費
を負担しま
す。

継続して実施

各種体育大会等を主管する市
小中学校体育連盟、千葉県中
学校総合体育大会、千葉市開
催の関東中学校体育大会等
の経費を負担金として助成し
た。

各種体育大会等を主管する市
小中学校体育連盟、千葉県中
学校総合体育大会、千葉市開
催の関東中学校体育大会等
の経費を負担金として助成し
た。

各種体育大会等を主管する千
葉市小中学校体育連盟、千葉
県中学校総合体育大会や千
葉市開催の関東中学校体育
大会等の経費を負担金として
助成した。

各種体育大会等を主管する千
葉市小中学校体育連盟、千葉
県中学校総合体育大会や千
葉市開催の関東中学校体育
大会等の経費を負担金として
助成した。

各種体育大会等を主管する千葉市小
中学校体育連盟、千葉県中学校総合
体育大会や千葉市開催の関東中学
校体育大会等の経費を負担金として
助成した。

○ B 保健体育課

106‐2 妊産婦歯科健康診査

　妊娠中、出産後になりやすいむし
歯と歯周疾患の予防と早期発見の
ため、医療機関に委託し歯科健診を
実施します。健診時には乳幼児の口
腔ケアについて説明し普及啓発も行
います。

実施 継続して実施

妊婦歯科健診受診者数：2469
人(受診率２８．３％）
産婦歯科健診受診者数：1,645
人（受診率１９．８％）

妊婦歯科健診受診者数　2,322
人（受診率27.5%)
産婦歯科健診受診者数　1,688
人(受診率21.1%）

妊婦歯科健診受診者数：2,457
人（受診率29.5%)
産婦歯科健診受診者数：1,653
人（受診率20.9%)

妊婦歯科健診受診者数：2,416
人（受診率30.2%)
産婦歯科健診受診者数：1,802
人（受診率23.3%)

妊婦受診者数：2,566人（受診率32.0%)
産婦受診者数：1,951人（受診率26.1%)

○ B 健康支援課

107
休日救急診療
所管理運営事
業

　休日救急診療所で、休日および年
末年始の初期診療を実施します。ね
たきり老人及び心身障害者（児）の
歯科診療を実施します。

診療日数72
日、小児科患
者数8,057人
（H20年度実
績）

継続して実施
休日救急診療所の運営を保健
医療事業団（指定管理）で実施
した。

診療日数　71日、小児科患者
数　8,420人

診療日数72日、小児科患者数
7,563人

診療日数71日、小児科患者数
7,200人 診療日数72日、小児科患者数6,583人 ○ B 診療業務が概ね良好に行われた。 健康企画課

108
救急医療確保
対策事業

　救急医療に対する需要等に合わ
せ、休日、夜間の初期救急医療体
制、二次救急医療体制の充実・強化
を図ります。

診療日数72日
（休日）、小児
科二次搬送患
者数129人（休
日）、診療日
数365日（夜
間）、小児科
二次搬送患者
数430人（夜
間）（H20年度
実績）

継続して実施
休日・夜間の二次救急医療体
制の確保等を保健医療事業団
に委託し実施した。

・休日
診療日数　71日、小児科二次
搬送患者数　106人
・夜間
診療日数　365日、小児科二次
搬送患者数　401人

【休日】
診療日数72日、小児科二次搬
送患者数116人
【夜間】
診療日数365日、小児科二次
搬送患者数403人

【休日】
診療日数71日、小児科二次転
搬送患者数139人
【夜間】
診療日数365日、小児科二次
転搬送患者数390人

【休日】
診療日数72日、小児科
二次転搬送患者数103人
【夜間】
診療日数365日、小児科
二次転搬送患者数397人

○ B 医療機関を計画どおり確保できた。 健康企画課

109
国民健康保険
被保険者証の
交付

　子どもの心身ともに健やかな育成
に資するため、資格証明書交付世
帯のうち、18歳に達する日以降の最
初の3月31日までの間にある被保険
者に国民健康保険被保険者証を交
付します。

平成21年12月
から実施

継続して実施

資格証明書交付世帯のうち、
18歳に達する日以降の最初の
3月31日までの間にある被保
険者に国民健康保険被保険
者証を交付した。
8月更新　934世帯1,392人　2
月更新　468世帯693人

資格証明書交付世帯のうち、
18歳に達する日以降の最初の
3月31日までの間にある被保
険者に国民健康保険被保険
者証を交付した。
8月更新　217世帯、335人
2月更新　162世帯、252人

資格証明書交付世帯のうち、
18歳に達する日以降の最初の
3月31日までの間にある被保
険者に国民健康保険被保険
者証を交付した。
8月更新　92世帯142人
2月更新　85世帯137人

資格証明書交付世帯のうち、
18歳に達する日以降の最初の
3月31日までの間にある被保
険者に国民健康保険被保険
者証を交付した。
8月更新 111世帯197人　　2月
更新 143世帯255人

資格証明書交付世帯のうち、18歳に
達する日以降の最初の3月31日まで
の間にある被保険者に国民健康保険
被保険者証を交付した。
8月更新 119世帯197人
2月更新 141世帯246人

○ B 健康保険課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）
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平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値
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基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 

110
小児慢性特定
疾患治療研究
事業

　小児慢性疾患の治療研究事業を
推進するとともに、患者家族の医療
費の負担を軽減します。

実施 継続して実施
小児慢性特定疾患治療研究
事業認定者数：９８２人

小児慢性特定疾患給付人数
909人

小児慢性特定疾患給付件数：
9,527件

対象児童の医療費を助成
給付件数：9,341件

小児慢性特定疾患給付件数：8,119件 (～
H26.12)
小児慢性特定疾病医療支援給付件数：1,381
件(H27.1～)

○ B
平成２７年１月から新制度へ移行。今
後も拡大した疾病の周知を図ってい
く。

健康支援課

111
ぜんそく等小
児指定疾患医
療費助成事業

　国の小児慢性特定疾患治療研究
事業の対象とならないぜんそく患者
等のうち、市の基準に該当する患者
の健全な育成を図るとともに、患者
家族の医療費の負担を軽減します。

実施 継続して実施
ぜんそく等小児指定疾患医療
費助成事業登録者数：2,811人

ぜん息等小児指定疾患医療
費助成人数　2,951人

ぜんそく等小児指定疾患医療
費給付件数　3,037件

対象児童の医療費を助成
給付件数：2,755件
給付件数見込み件数より、申
請が少なかった

ぜんそく等小児指定疾病医療費
給付件数：1,876件

○ B

申請件数が減少。小児慢性特定疾患
の制度改正に伴う認定基準の改定に
より、市制度の認定基準の再検討が
必要。

健康支援課

112
未熟児養育医
療事業

　出生体重2,000ｇ以下および生活力
が特に薄弱の児童を対象に入院養
育が必要と認められた児童について
医療費の一部を助成します。

実施 継続して実施
未熟児養育医療給付件数：
173件

未熟児養育医療給付件数
221件

未熟児養育医療給付件数：
602件

対象児童の医療費を助成
給付件数：535件

未熟児養育医療給付件数
給付件数：416件

○ B 健康支援課

113
育成医療給付
事業

　身体に障害のある児童等に対し、
手術等により障害の除去軽減がで
きる場合に、医療費の一部を助成し
ます。

実施 継続して実施 育成医療給付件数:451件 育成医療給付件数　337件 育成医療給付件数：761件
対象児童の医療費を助成
給付件数：724件 育成医療給付件数：533件 ○ B 健康支援課

114
健康づくり推
進事業

　学校における食育指導（給食時
間・総合的な学習の時間・家庭科、
クラブ活動）を行います。

小学校120
校、中学校57
校、特別支援
学校２校で食
育指導を実施

食育指導を充
実

年間指導計画に基づき、各学
校の実態に合わせて、発達段
階に応じた食に関する指導を
行った。

年間指導計画に基づき、各学
校の実態に合わせて、発達段
階に応じた食に関する指導を
行った。

各学校において給食時間や総
合的な学習の時間、家庭科、
クラブ活動等の時間を活用し
食育指導を行った。

　学校における食育指導（給食
時間・総合的な学習の時間・家
庭科、クラブ活動）を行った。

　学校における食育指導（給食時間・
総合的な学習の時間・家庭科、学級
指導、クラブ活動等）や給食だよりを
活用した食育を行った。

○ B 保健体育課

115
地域における
食育の推進

　食生活改善推進員などのボラン
ティアや関係機関・団体と連携して、
親子・子ども料理教室を開催するな
ど、地域における食育を推進しま
す。

食生活改善推
進員による地
域活動回数
（親子・子ども
関係）　150回

食生活改善推
進員による地
域活動回数
（親子・子ども
関係）　180回

食生活改善推進員による地域
活動（親子・子ども関係）の実
施：166回　参加者5,631人

食生活改善推進員等による親
子料理教室またはこども料理
教室を109会場で実施した。
参加者数　3,477人

食生活改善推進員等による親
子料理教室、子ども料理教室
等を165会場で実施した。
参加人数　5,412人

食生活改善推進員等による親
子料理教室、子ども料理教室
等を155会場で実施した。
延人数　6,255人

食生活改善推進員等による親子料理
教室、子ども料理教室等を169会場で
実施した。
延人数　5,169人

○ B

地区伝達活動をとおして望ましい食習
慣についての知識の普及啓発を図っ
た。今後の課題は、地区伝達活動の
拡充のために担い手である「食生活改
善推進員」の増加が挙げられる。

健康支援課

116

地域子育て支
援センターに
おける食育に
関する講座等

　地域子育て支援センター等の育児
講座の中で、食育に関する講座等を
実施します。

食育等の講座
を実施

継続して実施
　地域子育て支援センター等
の育児講座の中で、食育に関
する講座等を４回実施。

地域子育て支援センター等の
育児講座の中で、食育に関す
る講座等を実施した。

食育の講座を開催した。
　・子育て支援館　15回
　・支援センター　24回
　・リラックス館　8回

食育の講座を開催した。
　・子育て支援館　15回
　・支援センター　19回
　・リラックス館　  5回

食育の講座を開催した。
　・子育て支援館　17回
　・支援センター　18回
　・リラックス館　8回

○ B 保育支援課

117
保育所におけ
る食育の推進

　野菜の栽培・収穫体験や調理にか
かわる体験など千葉市食育推進計
画を踏まえ食育の推進を図ります。
食育講座等を実施し、地域の特性を
生かした保育所の食育を研究し推
進します。

入所児童を対
象に、野菜の
栽培・収穫や
調理体験等、
地域の特性を
生かした「食
育」を実施

継続して実施

　日々の生活や遊びの中で食
に関する体験（楽しく食べる食
事、栽培、調理体験等）を通し
食育の推進及び職員研修や
食育ホームページの充実を
図った。

すべての認可保育所（園）で実
施した。
公立：60か所　民間：49か所

食育フェスティバル公立保育
所2か所で実施。
轟保育所　参加者13家庭（33
名）、
幕張第二保育所　参加者12家
庭（29名）
おやつの試食、リーフレットを
作成し配布

若葉区（坂月保育所）13組35
名参加、中央区（白旗保育所）
１5組33名参加。

食育フェスティバルを美浜区（高洲第
三保育所）17家庭41名参加、緑区(平
山保育所)15家庭41名参加にて実施

○ B 保育運営課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標５ 子どもと母親の健康づくり 

118
生産者による
出張授業

　小学校における市内産農産物を使
用した学校給食共通メニューの日に
合せて、食材を提供している生産者
による出張授業及び児童と生産者と
の給食の会食を行うことにより、児
童と生産者の交流の場を設け、児童
及び児童を介してその保護者等に
栽培過程、栽培の苦労及び千葉市
農業の概要等を伝え、「食」と「農」に
対する関心と理解を深めることを目
的とします。

4回（校）、4品
目

4回（校）以
上、新規品目
を加えた4品
目

生産者による出張授業及び児
童と生産者との給食の会食を
４回（校）、４品目実施した。
（参加児童数４０９人）

生産者による出張授業及び児
童と生産者との給食の会食を4
回（校）、4品目実施した。
参加児童数　255人

生産者による出張授業及び児
童と生産者との給食の会食を4
回（校）、4品目実施した。
（参加児童数：215人）

市内４小学校の３年生（１０クラ
ス：２９７人）を対象に、春夏ニ
ンジン、キャベツ、コマツナ、秋
冬ニンジンの４品目で、生産者
による出張授業を実施した。

小学校3年生を対象に、5品目5校出張
授業を実施した。野菜4品目に加え、
新たに牛乳の授業を実施した。

○ A 農政課

- 29 -



３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

119

子育ての手引
き配布（家庭
教育資料作成
事業）

　小・中学校入学時の保護者と小学
５年生の保護者に、子育て支援の一
環として子育ての手引を配布しま
す。

＜手引＞
「家庭教育応援します～親ナビ」

低学年（小1）
10,500部
高学年（小５）
10,500部
中学生（中1）
9,500部
＊21年3月末
に配布

全面改訂から
年数が経って
いるため、内
容の見直し、
改訂を行い、
より時代に
あったものを
提供

家庭教育応援します～親ナビ
＠低学年10,500冊、高学年
10,500冊、中学生9,500冊を作
成し各小中学校へ配布した。

配布数
低学年（小1）　10,000部
高学年（小5）　10,500部
中学生（中1）　9,500部
＊平成24年3月末に配布

低学年（小1）9,500部
高学年（小5）10,200部
中学生（中1）9,300部
＊25年3月29日に配布

低学年（小1）8,500部
高学年（小５）8,500部
中学生（中1）8,200部
＊26年3月末に配布

低学年（小1）9,455部
高学年（小５）9,845部
中学生（中1）8,760部
＊27年3月末に配布した。

○ B 健全育成課

120

家庭教育支援
基盤形成事業
(1)子育て・親
育ち講座
(2)子育てに関
する相談活動
(3)子育てサ
ポーター養成
講座

　家庭・地域の教育力向上を図るた
め、家庭教育を支援する基盤とし
て、情報提供・相談活動・地域の人
材育成などを行います。
　(1)地区の保護者を対象に、子育て
についての啓発講座を開催します。
　(2)地区の保護者を対象に、グルー
プワーク的な活動を通して子育てに
ついての悩みの解消を図ります。
　(3)各区の子育てサポーターのスキ
ルアップを目的に年３回程度研修を
実施します。

(1)小中3校,幼
1園,保1所
(2)5回
(3)3回

(1)小中3校,幼
3園,保3所
(2)10回
(3)5回

(1)子育て親育ち講座の開催
5回
(2)相談事業の実施　6回
(3)子育てサポータースキル
アップ研修の実施（年3回）

(1)子育て親育ち講座の開催
5回
(2)相談事業の実施　5回
(3)子育てサポータースキル
アップ研修の実施（年3回）

(1)子育て・親育ち講座の開催
5回
(2)子育てに関する相談事業の
実施　8回
(3)子育てサポーターのスキル
アップ研修の実施　3回

(1)子育て・親育ち講座の開催
9回
(2)子育てに関する相談事業の
実施　24回
(3)子育てサポーターのスキル
アップ研修の実施　5回

（1）子育て・親育ち講座の開催　12回
（2）子育てに関する相談事業の実施
21　回
（3）子育てサポーターのスキルアップ
研修の実施　3回

○ B
生涯学習振興
課

121
教育広報紙
「教育だよりち
ば」の発行

　年４回、児童生徒の家庭へ配布、
公共施設での配布により、本市の教
育施策等に関する情報を提供しま
す。

年間４回発行
４月号114,000
部
７月号、１０月
号、１月号
各87,000部

年間４回の発
行

　平成22年7・10・平成23年1月
号　87,000部を発行した。平成
23年4月号については、震災の
ため平成23年度に繰越した。

市立小・中・特別支援・高等学
校の保護者、教職員等に配布
した。
発行月　4月、7月、10月、1月、
4月（年5回）
発行部数
平成22年度事故繰越分
H23.5月　96,000部
7月、10月、1月　 各86,000部
H24.4月　88,000部

市立小・中・特別支援・高等学
校の保護者、教職員等に配布
した。
発行月　4月、7月、10月、1月
（年4回）
発行部数
4月号　　　　85,000部
7～1月号　 83,000部

市立小・中・特別支援・高等学
校の保護者、教職員等に配布
した。
発行月　４月、７月、１０月、１
月（年4回）
発行部数
４月号　　　　８５,０００部
７～１月号　８３,０００部
１０月号の修正等業務　２,３５
０部

市立小・中・特別支援・高等学校の保
護者、教職員等に配布した。
発行月　４月、７月、１０月、１月（年4
回）
発行部数　４月号　　　　８５,０００部
　　　　　　　７～１月号　８３,０００部

○ B ｃ

122
公民館「家庭
教育」啓発事
業

　家庭の教育力の向上を図るため、
学習講座を開催するとともに、内容
の充実を図ります。

講座等を実施
継続して実施
し、内容の充
実を図る

　公民館にて100事業、延参加
者数8,862人。

公民館にて83事業を実施し
た。
延べ参加者数　7,485人

公民館にて、家庭の教育力の
向上を図るための学習講座を
100事業開催した。
延べ参加者数　8,684人

公民館にて、家庭の教育力の
向上を図るための学習講座を
95事業開催した
延べ参加者数　8,008人

公民館にて、家庭の教育力の向上を
図るための学習講座を78事業実施し
た。
延参加者数　6,177人

○ B
おおむね計画どおり事業を実施。
今後も子どもの学習ニーズに応じた公
民館事業を実施していく。

生涯学習振興
課

123

子育て支援イ
ベント事業(子
育てふれ愛
フェスタ）

　子育て中の親子を対象に、イベン
ト等を通じて、親子が楽しく過ごし、
「こどもを産み育てることの喜びを感
じてもらう１日」として、子育て観を見
直してもらいます。

１回開催
664人

継続して実施
子ども交流館にて子育てふれ
愛フェスタを実施した。
参加人数：755人

子ども交流館で実施
（12/18実施、904人参加）

子ども交流館において、子育
てふれ愛フェスタを実施した。
11/23実施1,159人参加

子ども交流館において、子育
てふれ愛フェスタを実施した
11/23実施1159人参加

子ども交流館で実施
（１１月２３日、１，３８１人参加）

○ B こども企画課

124
ファミリーブッ
クタイム運動
の推進

　「家族で読書に親しむ時間をつくろ
う」と呼びかける運動を推進します。

啓発活動の実
施

継続して実施

　平成２３年３月に啓発用パン
フレット２種類（４か月児向け
10,000部、新入学児童向け
12,000部）発行。

平成24年3月に啓発用パンフ
レット2種類（4か月児向け
10,000部、新入学児12,000部）
発行。

平成25年3月に啓発用リーフ
レット2種類（4か月児向け
10,000部、新入学児童向け
12,000部）発行した。

平成２６年３月に啓発用リーフ
レット２種類（４か月児向け
10,000部、新入学児童向け
12,000部）発行した。

平成２７年３月に啓発用リーフレット２
種類（４か月児向け10,000部、新入学
児童向け12,000部）発行した。

○ B

４か月児、新入学児童については、家
族で読書を楽しむ時間を作るよう呼び
かけ、情報提供、啓発ができている。
今後は、より早い段階からの読書活
動の啓発が必要。

中央図書館管
理課

125
思春期保健対
策事業

①生命の尊厳について学び、父性
母性の涵養を図ることを目的とし赤
ちゃんとふれあう体験学習を実施し
ます。
　②思春期のこども及びその保護者
等に対して思春期の心とからだの発
達と特徴、その対応について知識の
普及・相談を実施し、今後、内容の
充実を図ります。

①各区１中学
校で２～３回
コースで実施

②各区で実施

継続して実施
赤ちゃんふれあい体験学習の
実施：4コース、参加者数：435
人

ふれあい体験学習を7中学校
で実施した。
参加者数　1,351人

ふれあい体験学習実施中学校
数：9中学校
参加者数：2,014人

ふれあい体験学習実施中学校
数：10中学校

ふれあい体験学習実施中学校数：
１１中学校　参加者数　２,３１４人

○ B

中学校の希望により、実施回数に変
動はあるが、乳幼児とのふれあいを通
し、健全な父性・母性の育ちにつなげ
た。
中学校独自に事業を展開しているとこ
ろも増えている。

健康支援課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

126 ブックスタート
　絵本を通じて親子のふれあいやき
ずなを深める「ブックスタート」を行い
ます。

ワーキンググ
ループを立ち
上げ実施方法
を検討

実施
ボランティア養成講座の開催：
6回×2ｺｰｽ、受講者数158人

平成23年8月から実施
読み聞かせ件数　4,941件

絵本配布数：7,751件 絵本配布数　7,439件

絵本配布数　7,465件
ボランティア養成講座の開催　3コー
ス、受講者数57人

○ B
現状維持していくために、ボランティア
育成が課題。

健康支援課

126‐2 思春期教室

　思春期の子ども及びその保護者等
に対して思春期の心とからだの発達
と特徴、その対応について知識の普
及・相談を実施します。また、増加す
る人工中絶や性感染症への予防教
育にも取り組みます。

約２０会場で
実施

継続して実施
思春期教室実施回数：20回、
参加者数：1,455人

思春期教室実施回数　18回
参加者数　1,424人

思春期教室実施回数：20回
参加者数：1,885人

思春期教室実施回数：24回

思春期教室実施回数：３８回
参加者数　３,７２５人 ○ A

中学校だけでなく、小学校とも連携し、
就学児健診との機会を利用すること
で、思春期の子どものみでなく、親世
代にも教育ができた。

健康支援課

127
学校評議員制
度

　地域ぐるみの教育の成果を生かす
とともに、学校･家庭･地域の三者連
携を生かした開かれた学校づくりを
推進します。

各校とも評議
員会を開催
し、各学校の
経営に関する
説明を行うと
ともに、地域
家庭の意見を
もらい教育活
動に生かして
いる

継続して実施

学校・家庭・地域の三者連携を
生かした、開かれた学校づくり
を一層推進させるために各学
校で実施した。

学校・家庭・地域の三者連携を
生かした、開かれた学校づくり
を一層推進させるため、各学
校において学校評議員制度を
実施した。
学校評議委員委嘱状作成数
2,000枚

学校・家庭・地域び三者連携を
生かした、開かれた学校づくり
を一層推進させるため、各学
校において学校評議員制度を
実施した。
　・学校評議員委嘱状作成
2,000枚

学校・家庭・地域び三者連携を
活かした、開かれた学校づくり
を一層推進させるため、各学
校において学校評議員制度を
実施した。
　・学校評議員委嘱状作成
2,000枚
　・「千葉市の学校評議委員」
作成　800部

学校・家庭・地域の三者連携を生かし
た、開かれた学校づくりを一層推進さ
せるため、各学校において学校評議
員制度を実施した。
　・学校評議員委嘱状作成　2,000枚

○ B 学事課

128
学校二学期制
の推進

　学校二学期制の実施により、家
庭・地域との連携、教育課程の工
夫・改善、きめ細かな指導など、「ゆ
とり」の中で特色ある学校づくりを推
進します。

二学期制は児
童生徒保護者
に定着してい
る。新学習指
導要領への移
行は各学校で
試行中である
が、スムース
に行われてい
る

継続して実施

新学習指導要領への移行に
対応しながら、学校・家庭・地
域に根ざした二学期制を実施
し、教育活動の充実に努め
た。

新学習指導要領への移行に
対応しながら、学校・家庭・地
域に根差した学校二学期制を
継続させ、教育活動の充実に
努めた。

新学習指導要領への移行に
対応しながら、学校・家庭・地
域に根差した学校二学期制を
継続させ、教育活動の充実に
努めた。

学校・家庭・地域に根差した学
校二学期制を継続させ、教育
活動の充実に努めた。

市内全小・中・養護学校において実施
されており、学校行事や学習活動も円
滑に実施されている。

○ B 学事課

129
少人数指導教
員配置事業

　生活指導や基礎・基本的な学習内
容の確実な定着を図るなど、教科の
特性に応じたきめ細かな指導を行う
ための非常勤講師を配置します。

49名の非常勤
講師を派遣

継続して実施

小学校１～３年で３６人以上の
学級を有する学年に、きめ細
かな指導を行う学校の具体的
な取組に対して非常勤講師１
名を派遣する事業。（実派遣人
数３７人）

20名の非常勤講師を派遣し
た。

26名の非常勤講師を派遣し
た。

以下のとおり少人数指導教員
を派遣した。
実施場所：千葉市立小２６校
中学校１４校　計４０校
派遣人数：小学校３１人　中学
校１４人　計４５人
派遣条件：週当たり１８時間（１
人）２０時間（４人）
　　　　　　ほか２９時間
派遣期間：３５週以内で派遣

以下のとおり少人数指導教員を派遣
した。
実施場所：千葉市立小２７校　中学校
11校　特別支援１校　計３９校
派遣人数：小学校３４人　中学校１５人
特別支援１人　　計５０人
派遣条件：週当たり１８時間（１人）２０
時間（４人）　　　ほか２９時間
派遣期間：３５週以内で派遣

○ A
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

教職員課

130
ボランティア教
育推進事業

　ボランティア教育推進指定校にボ
ランティア教育推進委員会を設置
し、生徒の主体性を生かした活動を
とおして、ボランティア精神の基礎を
養います。

学校内外の清
掃活動、地域
の施設の訪
問、敬老会へ
の参加、ペット
ボトルキャップ
回収活動等、
生徒の主体性
を重視した活
動を実施

生徒が立案し
て実践するボ
ランティア教
育を継続して
推進

推進校では、生徒がボランティ
ア活動を立案し、学区の清掃・
美化活動、プルタブ回収、敬老
会へのボランティア参加等を
行った。各校の実践について
は、その様子をまとめ、千葉市
教育委員会HP上に掲載し周
知を図った。

ボランティア教育推進校である
7つの中学校では、生徒がボラ
ンティア活動を立案し、学区の
清掃・美化活動、プルタブ回
収、敬老会へのボランティア参
加等を行った。各校の実践に
ついては、その様子をまとめ、
千葉市教育委員会ホームペー
ジ上に掲載し周知を図った。

ボランティア教育推進校である
7校の中学校では、生徒がボラ
ンティア活動を立案し、学区の
清掃・美化活動、プルタブ回
収、敬老会へのボランティア参
加等を行った。延べ3,278名参
加。各校の実践については、
その様子をまとめ、千葉市教
育委員会HP上に掲載し周知を
図った。

推進校では、生徒がボランティ
ア活動を立案し、学区の清掃・
美化活動、プルタブやペットボ
トルキャップ等の回収活動、募
金活動、敬老会へのボランティ
ア参加等を行った。延べ３５４４
名参加。各校の実践について
は、その様子をまとめ、千葉市
教育委員会HP上に掲載し周
知を図った。

平成26年度事業終了 終 B
平成26年度事業終了
プランNo44「学校・家庭・地域連携まち
づくり推進事業」へ統合

指導課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

131

子どもの夢を
はぐくむ学校
サポート推進
事業

　学校が必要とする人材を必要に応
じて派遣し、学校運営を円滑に進
め、学習内容の定着、個に応じた指
導の充実等「わかる授業･楽しい教
室･夢広がる学校」づくりを推進しま
す。

学校支援員、
学習支援員、
学校協力員を
派遣されてい
る学校では、
授業の充実が
図られている

支援を希望す
る学校へはで
きるだけ派
遣。派遣時間
の拡大を目指
す

平成２２年６月１日から平成２
３年３月３１日にかけて、小学
校６３校、中学校１２校の計７５
校に学校支援員を配置した。
配置回数は１，７７１回であっ
た。

平成23年5月から平成24年3月
にかけて、小学校68校、中学
校17校、特別支援学校1校の
計86校に学校支援員を配置し
た。
配置回数　2,126回

平成24年4月から平成25年2月
にかけて、小学校69校、中学
校16校、特別支援学校1校の
計86校に学校支援員を配置し
た。配置回数は1,890回であっ
た。

・平成２５年４月から平成２６年
２月にかけて、小学校７０校、
中学校２２校、特別支援学校２
校の計９４校に学校支援員を
配置した。配置回数は２，４７１
回であった。

　学校が必要とする人材を必要に応じ
て派遣し、学校運営を円滑に進め、学
習内容の定着、個に応じた指導の充
実等「わかる授業･楽しい教室･夢広が
る学校」づくりを推進することができ
た。

○ B
今後の学校支援員の人材確保を進め
ていく必要がある。

指導課

132
特色ある学校
づくりの推進

　各学校の自主性・自律性の確立の
ため、学校の裁量で執行可能な予
算を措置することにより、地域の実
情に応じた総合的な学習や体験的
な学習など、各学校の創意工夫を生
かした特色ある教育活動の積極的
な支援を行います。

各学校の特色
ある学校づく
りのため、１校
平均300万円
の予算を学校
に配付。
小学校120校
、中学校57
校、特別支援
学校　2校

各学校の特色
ある学校づく
りのため、１校
平均300万円
を支援

　各学校において、教育課程
等を工夫し、特色ある学校づく
りを行った。
　特色ある学校づくりのため、
小学校322,298千円、中学校
155,099千円、特別支援学校
5,581千円を執行した。

各学校で特色ある学校づくり
のため、１校平均278万円を執
行した。
小学校　117校、中学校　57
校、特別支援学校　2校

小・中・特別支援学校175校
へ、学校の裁量で執行できる
予算として１校平均300万円を
配付し各学校の創意工夫を生
かした特色ある教育活動を支
援した。

各学校で特色ある学校づくり
の推進ため、１校平均274万円
を執行した。
小学校 113校、中学校 56校、
特別支援学校 3校

各学校の特色ある学校づくりの推進
ため、各学校で予算を執行。
小学校 113校　、中学校 56校、特別
支援学校 3校

○ B
教育委員会総
務課

132
特色ある学校
づくりの推進

　各学校の自主性・自律性の確立の
ため、学校の裁量で執行可能な予
算を措置することにより、地域の実
情に応じた総合的な学習や体験的
な学習など、各学校の創意工夫を生
かした特色ある教育活動の積極的
な支援を行います。

全小・中・特別
支援学校で地
域や学校の特
色を生かした
活動を展開

継続して実施

市内全小学校及び第二養護
学校の特色ある教育活動を冊
子にまとめ、市内全小中特別
支援学校に配布した。

市内全中学校の特色ある教育
活動の実践事例をまとめ、
ホームページで紹介した。

市内全小学校の特色ある教育
活動の実践事例をまとめ、
ホームページで紹介した。

市内全中学校の特色ある教育
活動の実践事例をまとめ、
ホームページで紹介した。

地域の実情に応じた総合的な学習の
時間や体験的な学習など、各学校の
創意工夫を生かした特色ある教育活
動を推進し、年度末に各小学校の実
践例をホームページで紹介した。

○ B 指導課

133 子ども議会
　小・中・高校生を対象に、市政に対
する提言を幅広く募り、会議形式で、
市長等との意見交換を行います。

検討中 継続して実施

子ども議会議員を公募及び各
学校への参加依頼により選
出。小・中学生子ども議会議員
１２６名により、８月３日に開催
した。提案はテーマごとに１２
本、１０月１３日に提案回答説
明会を実施するとともに、報告
書にその取り組みをまとめた。

公募及び学校推薦による中学
生・高校生66人が子ども議会
議員となり、市政への提案・質
問を行った。

市議会本会議場で、子ども議
員59人が参加

市議会本会議場で、子ども議
員５７人が参加

市議会本会議場で、子ども議会議員５
５人、ファシリテーター役中学生１９人
が参加した。

○ B
内容を提案性のあるものにしていくこ
とが課題である。

指導課

134
小学校英語活
動推進事業

　英語を母語とする外国人を、教員
の補助者として配置し、市内全小学
校5・6年生を対象に、外国語活動を
行う。

５・６年児童対
象の調査で
は、９割以上
が「英語活動
は楽しい、役
に立っている」
と回答してお
り、コミュニ
ケーションを
図ろうとする
態度が育って
いる

外国人講師の
配置を継続す
るとともに、各
学校での研修
を奨励し、より
充実した活動
を実施

市内５・６年全学級に外国人講
師を年間３０時間配置し、英語
活動を実施した。

英語を母語とする外国人を、
教員の補助者として配置し、市
内全小学校5・6年生を対象
に、外国語活動を実施した。

外国人講師を小学校116校の
全5・6年生の学級に年間30時
間配置し、「楽しく活動してい
る」と答えた小学校5年生が
97％となった。

外国人講師を小学校11３校の
全5・6年生の学級に年間３０時
間配置した。

外国人講師を小学校11３校の全5・6
年生の学級に年間３０時間配置した。

○ B
小学校英語の早期化、教科化への対
応が課題である。

指導課

135
外国人児童生
徒指導協力員
派遣事業

　日本語指導の必要な外国人児童･
生徒の在籍校に指導協力員を派遣
し、個別指導やグループ指導を実施
します。

11名の指導協
力員により、
小中学校98校
の347名の児
童生徒に指導
を実施

児童生徒の実
情に合わせ、
指導協力員の
人数や対応で
きる言語など
に適切に対応

日本語指導が必要な外国人児
童・生徒の在籍校に、11人の
外国人児童生徒指導協力員を
派遣し、個別指導やグルーる
指導を実施した。

日本語指導が必要な外国人児
童・生徒の在籍校に、11人の
外国人児童生徒指導協力員を
派遣し、個別指導やグループ
指導を実施した。

外国人児童生徒指導協力員
11人を小・中学校130校に派遣
し、児童生徒310人に指導を実
施した。

外国人児童生徒指導協力員１
１人を小・中学校１２９校、３１５
人に派遣した。

外国人児童生徒指導協力員１１人を
小・中学校１30校、304人に派遣した。

○ B

スペイン語担当が、週２日勤務が１人
だけであり、各校の要望通りの派遣が
かなわないため、勤務数を増やす必
要がある。

指導課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 
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市立千葉高等
学校海外・国
内科学技術研
修事業

　理数科の特色を生かした授業の一
環として、自然の事物・現象に対す
る関心を高め、科学的に探求する態
度、能力と豊かな国際性を養うこと
を目的に、１年次は国内（伊豆大
島）、２年次は海外（アメリカ合衆国）
において科学技術研修を実施しま
す。

１年生は国内
（伊豆大島）で
２泊３日、２年
生はアメリカ
合衆国国立ヨ
セミテ公園他
で６泊８日の
日程で実施

１年生は国内
（伊豆大島）で
２泊３日、２年
生はアメリカ
合衆国国立ヨ
セミテ公園他
で８泊10日の
日程で実施

　理数科の特色を生かした授
業の一環として、自然の事物・
現象に対する関心を高め、科
学的に探求する態度、能力と
豊かな国際性を養うことを目的
に、１年生は国内（伊豆大
島）、２年生は海外（アメリカ合
衆国）において科学技術研修
を実施した。

理数科の特色を生かした授業
の一環として、自然の事物・現
象に対する関心を高め、科学
的に探求する態度、能力と豊
かな国際性を養うことを目的
に、1年次は国内（伊豆大島）、
2年次は海外（アメリカ合衆国）
において科学技術研修を実施
した。

　理数科の特色を生かした授
業の一環として、自然の事物・
現象に対する関心を高め、科
学的に探求する態度、能力と
豊かな国際性を養うことを目的
に、１年次は国内（伊豆大
島）、２年次は海外（アメリカ合
衆国）において科学技術研修
を実施した。

　理数科の特色を生かした授
業の一環として、自然の事物・
現象に対する関心を高め、科
学的に探求する態度、能力と
豊かな国際性を養うことを目的
に、１年次は国内（伊豆大
島）、２年次は海外（アメリカ合
衆国）において科学技術研修
を実施した。

　理数科の特色を生かした授業の一
環として、自然の事物・現象に対する
関心を高め、科学的に探求する態度、
能力と豊かな国際性を養うことを目的
に、１年次は国内（伊豆大島）、２年次
は海外（アメリカ合衆国）において科学
技術研修を実施した。

○ B

１年次は伊豆大島で、２年次は国立公
園や州立大学を中心に予定通り実施
し、ほぼ目的を達成することができ
た。
海外研修における経費の軽減が今後
の課題である。

千葉高等学校

137
音楽関係中央
大会派遣事業

　関東大会、東日本大会、全国大会
等の関東大会以上の大会出場に係
わる、児童生徒の交通費、宿泊費、
楽器運送費、練習会場費、参加費
等を補助します。

東関東吹奏楽
コンクールに
小学校1校、
日本管楽器合
奏コンテスト
全国大会に小
学校2校が参
加

継続して実施

全国大会への代表校となった
学校があったが、東日本大震
災のために全国大会が中止に
なってしまった。その成果を生
徒たちは地域のために披露し
てくれた。

関東大会、東日本大会に出場
した小・中学校計2校、3件につ
いて、交通費、宿泊費、楽器運
送費、練習会場費、参加費を
補助した。

東関東大会に出場した中学
校、2校、2件について、交通
費、宿泊費、楽器運送費、練
習会場費、参加費等を補助し
た。

東関東吹奏楽コンクールに小
学校1校、日本管楽器合奏コン
テスト全国大会に小学校2校が
参加。

関東大会合唱コンクールに出場した
中学校1校に交通費、宿泊費等を補助
した。

△ B 指導課

138
学校訪問おは
なし会

　地区図書館では、小学校等を訪問
し、在籍の児童を対象にブックトーク
を行うなど、子どもたちが本に親しむ
ためのきっかけづくりの場を提供し
ます。

対象者　2,700
人

対象者　2,900
人

　一部地区図書館にて学校訪
問おはなし会等を実施した。10
施設1,747人。

地区図書館6館と分館1館で計
27回実施した。
対象者数　2156人

図書館職員や地域おはなしボ
ランティアが、小・中・特別支援
学校等を訪問して実施。
参加児童・生徒数　2,465人

図書館職員や地域おはなしボ
ランティアが、小・中・特別支援
学校等を訪問して実施
参加児童・生徒数　２，２７４人

図書館職員や地域おはなしボランティ
アが、小・中・特別支援学校等を訪問
して実施
参加児童・生徒数2,012人

○ B
中央図書館情
報資料課

139
特別非常勤講
師配置事業

　各分野で優れた知識や技術を有
する社会人を、小・中学校に派遣し、
児童生徒の個性を生かす多様な教
育の一層の充実を図ります。

９人の特別非
常勤講師を週
２時間24週、９
校の小中学校
に派遣

継続して実施
小学校8校、中学校１校に９名
の特別非常勤講師を派遣し
た。

小学校4校、中学校1校に、5名
の特別非常勤講師を派遣し
た。

５人の特別非常勤講師を週2
時間24週、5校の小中学校に
派遣した。

小学校４校、中学校１校に特
別非常勤講師を配置した。
（年間派遣日数２４日、総時間
数４８時間。）

小学校４校、中学校１校に特別非常勤
講師を配置した。　　（年間派遣日数２
４日、総時間数４８時間。）

○ B
今後の配置校の選定の仕方について
検討していく必要がある。

指導課

140
外国青年招致
事業

　中学校、高等学校に外国語指導助
手（ＡＬＴ：日本人英語教師との協同
授業を業務とする）を配置する。今
後は、ＡＬＴの増員を目指し、中学
校、高等学校への配置増加を図りま
す。

19名のＡＬＴを
配置し、生徒
のコミュニ
ケーション能
力の育成等に
成果をあげて
いる

ALTの採用数
を増やし、中・
高等学校への
配置日数の増
加を目指す

中学校・高等学校に１９名の外
国語指導助手等を配置し、生
徒のコミュニケーション能力等
の育成に成果をあげた。

中学校、高等学校に外国語指
導助手（ＡＬＴ：日本人英語教
師との協同授業を業務とする）
等を配置した。9月からは、す
べて業務委託による外国人講
師を配置し、中・高生のコミュ
ニケーション能力の向上に資し
た。

事業終了。
（外国人講師配置事業へ移
行）

平成22年度事業終了。 終 B

平成22年度事業終了。（プランNo140-
2「外国人講師配置事業」へ移行）
中・高等学校英語教育の高度化への
対応が課題である。

指導課

140‐2
外国人講師配
置事業

中学校、高等学校に外国人講師を
配置し、生徒のコミュニケーション能
力の向上と国際理解教育の推進を
図る。

19名の講師を
配置し、生徒
のコミュニ
ケーション能
力の育成等に
成果をあげて
いる

継続して実施
－ －

市内中・高等学校58校へ19名
の外国人講師を配置し、「英語
検定3級以上相当」の生徒が
45％まで増加した。

市内中・高等学校５８校へ１９
名の外国人講師を配置した。

市内中・高等学校５８校へ１９名の外
国人講師を配置した。

○ B
中・高等学校英語教育の高度化への
対応が課題である。

指導課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

141
学校図書館充
実推進事業

　学校図書館指導員は、図書の整
理・環境整備、児童生徒の読書相談
対応、読み聞かせ活動等の業務を
行います。
　また、読書センター機能に加え、学
習･情報センター機能を学校図書館
に付加するため、児童生徒個々の
課題に応じた図書の充実に努めま
す。

全小中学校に
学校図書館指
導員120名を
配置。
＊小学校へ64
名（１校１名週
４日勤務が８
校、残り112校
は１名が週２
日ずつ２校を
勤務）、中学
校へ56名（１
校１名週４日
勤務）

学校図書館指
導員の資質向
上を図るととも
に、小・中学
校における指
導内容や方法
の一層の充実
を目指す

全小中学校に120名の学校図
書館指導員を配置し、読書活
動の充実推進を図った。結
果、小学生の１１月2週間の平
均読書冊数は１５．３冊（昨年
度10.0冊）、中学生は６．３冊
（昨年度4.1冊）と読書量がさら
に向上した。

市内全小・中学校に、120人の
学校図書館指導員を配置し、
さらなる読書活動の充実を目
指した。その結果、11月の2週
間で、小学生が約15冊、中学
生が約6冊の平均読書量をこ
こ3年間維持しており、全国の
平均読書量と比べても、高い
数値となっている。

全小中特別支援学校に学校
図書館指導員120名を配置し
た。
＊小学校へ64名（１校１名週4
日勤務が10校、残り108校は１
名が週2日ずつ2校を勤務）、
中学校へ56名（１校１名週4日
勤務）
全小中特別支援学校に図書
購入費を配布した。
＊小学校へ40,389千円、中学
校へ30,576千円、特別支援学
校へ486千円

全小中学校に学校図書館指
導員120名を配置した。
＊小学校へ65名（１校１名週４
日勤務が15校、残り100校は１
名が週２日ずつ２校を勤務）、
中学校へ55名（１校１名週４日
勤務）

全小中特別支援学校に学校図書館指
導員120名を配置した。
＊小学校、養護学校へ64名（１校１名
週4日勤務が13校、残り102校は１名
が週2日ずつ2校を勤務）、中学校へ55
名（１校１名週4日勤務）、高等特別支
援学校へ1名
全小中特別支援学校に図書購入費を
配布した。
＊小学校へ41475千円、中学校へ
32619千円、特別支援学校へ3576千
円

○ B
学校図書館の蔵書の充実が課題であ
る。

指導課

142
姉妹友好都市
交流事業

　海外の同等校と姉妹校、交流校の
提携を結んで相手校の児童生徒の
作品、手紙の交換等を行います。

手紙等による
交流活動を数
校で実施

海外の学校と
の交流は、児
童生徒の国際
理解を促進す
る上で有効で
あるため、継
続して実施

海外の同等校との間で姉妹
校、交流校の提携を結び、相
手校の児童生徒のホームステ
イや、作品、手紙の交換等を
行う費用を補助した。

海外の同等校と姉妹校、交流
校の提携を結び、相手校の児
童生徒の作品、手紙の交換等
を行った。

米国コネチカット州ノーウォー
ク市立中学校との交流活動
で、5月に生徒8名引率者1名を
2つの中学校で受入れた。ま
た、市内23校が手紙や電子
メール、作品交換等による交
流を実施した。

平成24年度事業終了。
事業終了理由として①相手方
引率者の高齢化②受入学校
の統廃合③安全面での課題が
あげられる。

終 B 指導課

143
外国人児童生
徒指導教室運
営事業

　専任教員を配置し、外国人児童の
日本語の習得や、学校生活への適
応を図ります。

現在２校の小
学校に指導教
室が設置され
ており、学習
面や生活適応
の面で成果を
上げている

日本語指導が
必要な児童生
徒へ対応する
ため、指導教
室の増設も視
野に入れる

専任教員を配置し、外国人児
童の日本語の習得や、学校生
活への適応を図る。　小学校2
校に配置した。

外国人児童の日本語の習得
や、学校生活への適応を図る
ため、専任教員を小学校2校に
配置した。

小中台小学校、高浜第一小学
校の2校に配布。

小中台小学校、高浜第一小学
校の２校に配布した。

小中台小学校、高浜第一小学校の２
校に配布した。

○ B 指導課

143-2
日本語指導通
級教室管理運
営事業

専任講師を配置し、通級生徒に対し
て学習言語としての日本語の習得
や授業の補習を行います。

26年4月の開
所に向けて、
講師の募集、
教室の整備、
生徒の募集準
備にあたる。

開設を周知
し、開所式を
行う。おおむ
ね30名の生徒
を対象に指導
を行う

－ － －

26年4月の開所に向けて、要
綱等の作成、講師の募集、備
品購入計画、教室の整備、生
徒の募集準備にあたった。

専任講師を３名配置し、通級生徒に対
して学習言語としての日本語の習得
や授業の補習を行った。

○ B 指導課

144
小学校新設校
建設事業

　宅地開発に伴う児童数の増加によ
る学校の過大規模化の解消を図る
ため、新設校を建設します。

事業予定なし 継続して実施 該当なし
事業予定なし
（※新設校建設の方針決定が
なされていないため。）

事業実績なし
(新設校建設の方針決定がな
されていないため)

事業実績なし
(新設校建設の方針決定がなされてい
ないため)

- C-2
新設校建設の方針決定がなされてい
ないため、事業実績なし

学校施設課

145

小学校校舎等
改築事業（市
立緑町小学
校）

　老朽化した小学校の建て替えを実
施し、平成25年4月の供用開始を目
指します。

改築実施設計
平成25年４月
全面供用開始
を予定

緑町小学校校舎等改築 改築工事を実施
外構工事、植栽工事、校舎等
解体工事など実施した。

概ね予定通り執行した。　25年
度事業終了。
改築事業が終了したため。

平成25年度改築事業終了 終 B 平成25年度事業終了 学校施設課

146

中学校校舎等
改築事業（市
立松ヶ丘中学
校）

　老朽化した中学校の建て替えを実
施し、平成25年4月の供用開始を目
指します。

改築実施設計
平成25年４月
全面供用開始
を予定

松ケ丘中学校校舎等改築 改築工事を実施
外構工事、植栽工事、太陽光
設備工事、散水設備工事など
を実施した。

概ね予定通り執行した。25年
度事業終了
改築事業が終了したため。

平成25年度改築事業終了 終 B 平成25年度事業終了 学校施設課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

147 各種修繕事業

　学校施設が安全かつ正常に機能
するよう、施設の老朽化した建物や
設備を計画的に改修します。プール
付属屋の改築工事、各種修繕工事
等を行います。

小中学校の突
発的な修繕に
対応

危険性のある
修繕を優先的
に実施

小・中学校の修繕の実施

受水槽改修工事、給水管引込
み工事、防水改修工事、屋体
塗装工事、ネットフェンス改修
工事、冷暖房設備改修工事、
屋体屋根改修工事、外壁改修
工事等を実施

受水槽改修小1校、防水改修
小1校、給水設備改修小・中1
校、受変電設備改修小4校・中
2校、高圧ケーブル改修中1
校、屋内運動場屋根改修小1
校、給水管引き込み中1校、放
送設備改修中1校、防球ネット
改修中2校などを実施した。

各小中学校の施設修繕

給水管改修設計・工事、消火栓改修
設計・工事、プール改修工事など、各
種修繕事業を実施した。

○ B

学校施設の適正な維持管理を図るた
め、今後とも必要な額の予算確保に
努めるとともに、必要性や緊急性等の
観点から優先順位の高い事業（設計、
工事等）を的確に実施していくことが
課題である。

学校施設課

148

小学校施設機
能向上事業
（中学校施設
機能向上事
業）

　学校間の教室環境格差をなくすた
め、小・中学校の余裕教室を利用し
てコンピュータ室、視聴覚室、読書
多目的室、保健室、通級指導教室、
特別支援学級教室、第二理科室、
適応指導教室に改修します。

〈改修状況〉
コンピューター
室（小学校120
校　中学校56
校）、視聴覚
室（小学校107
校　中学校18
校）、読書多
目的室（小学
校116校、 中
学校13校）、
保健室（小学
校120校　中
学校56校）、
通級指導教室
（小学校9
校）、特別支
援学級教室
（小学校17校
中学校6校）、
第二理科室
（中学校　22
校）適応指導
教室（小学校4
校）

継続して実施 該当なし
ライトポート緑を設置
（適応指導教室　4か所→5か
所）

事業予定なし
（※該当なし）

事業予定なし　計画的に整備
する方針は25年度終了。
今後は、必要に応じ随時整備
していく。

平成25年度事業終了 終 B

計画的に整備する方針は２５年度終
了
今後は、必要に応じて随時整備してい
く。

学校施設課

149

小学校屋内運
動場耐震改修
事業
（中学校屋内
運動場耐震改
修事業）

　学校屋内運動場の地震災害から
の安全を確保するため耐震性を有し
ていない建物の耐震補強を行いま
す。

小中学校21校
小中学校107
校

耐震診断及び補強実施設計
（小4校、中4校）
補強実施設計（小1校）
耐震補強工事（小14校、中8
校）

耐震補強工事を12校で実施
耐震補強実施設計を31校で実
施

屋内運動場の耐震補強
　耐震補強30校（小学校22校、
中学校8校）
　屋内運動場5校分の工事に
ついて、入札不調により工事を
執行できず25年度に先送りと
した。

屋内運動場の耐震補強１４校
（小学校１２校、中学校２校）の
工事について、実施した。

屋内運動場の耐震補強
小学校　10校、中学校2校
ただし、小学校10校のうち1校は27年
度へ繰越し

○ A

耐震補強工事（計111校）
ただし。屋内運動場１校（稲丘小）につ
いては、入札不調のため平成27年度
に事業繰越をし、早期に事業を完了さ
せる予定。

学校施設課

150
小学校特別支
援学級運営事
業

　小学校特別支援学級に在籍する
児童が使用する備品等の購入を進
め、障害のある児童の学校生活の
充実を図ります。

予算の配当状
況に応じて22
校に配当

引き続き備品
の整備を実施

小学校23校の特別支援学級
及び通級指導教室に、指導備
品の整備を行った。

WISK-Ⅳを7校で購入し、児童
の教材備品を中心に備品整備
を進めた。

新設置8校を含む11校にＷＩＳ
Ｃ－ⅠⅤ知能検査を購入し
た。又、児童の教材備品を中
心に備品整備を進めた。

新設置３校、併設新設置１校、
設置２年目８校、設置３年目３
校、通級指導教室設置校１３
校、他１校に必要な教材備品
を整備することができた。

新設置６校、併設設置５校、設置２年
目３校、３年目８校、通級指導教室設
置８校、他３校に必要な教材備品の整
備を行った。

○ B 指導課

151
中学校特別支
援学級運営事
業

　中学校特別支援学級に在籍する
生徒が使用する備品等の購入を進
め、障害のある生徒の学校生活の
充実を図ります。

予算の配当状
況に応じて15
校に配当

引き続き備品
の整備を実施

中学校13校の特別支援学級
に、指導備品の整備を行った。

WISK-Ⅳを2校で購入し、生徒
の教材備品を中心に備品整備
を進めた。

新設置1校を含む3校にＷＩＳＣ
－ⅠⅤ知能検査を購入した。
又、生徒の教材備品を中心に
備品整備を進めた。

新設置２校、併設新設置校１
校、設置２年目２校、設置３年
目２校、通級指導教室設置校
２校、他１校に必要な教材備品
を整備することができた。

新設置１校、設置２年目２校、３年目２
校、他３校に必要な教材備品の整備
を行った。

○ B 指導課

152
特別支援学校
教育振興事業

　産業現場等の実習に際し、受入事
業所での円滑な実習を図ります。今
後は、受入事業所の拡大を目指すと
ともに、実習内容の一層の充実を図
ります。

高等部の生徒
が就労に向け
ての現場実習
を全員が１回
行った。円滑
な受け入れが
行われた

平成２５年４月
高等特別支援
学校の開校

高等部生徒全員の職場実習を
円滑に行うことができた。

高等部生徒全員の職場実習を
円滑に行った。

高等部生徒全員の職場実習を
円滑に行った。

市立養護学校高等部の職場
実習を受け入れた相手先への
お礼ができ、職場実習がすみ
やかに実施できた。

市立養護学校高等部及び市立高等特
別支援学校の円滑な職場実習を支援
することができた。

○ B 指導課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

153

要保護･準要
保護児童生徒
給食費等扶助
費

　給食費および補助対象となる疾病
の治療費を援助し、児童生徒の健
康の保持増進を図ります。

児童生徒約
5,500人の給
食費を全額援
助

継続して実施

要保護･準要保護児童生徒の
保護者に対し、給食費及び補
助対象となる疾病の治療費を
扶助した。（対象人数：6,170
人）

要保護･準要保護児童生徒の
保護者に対し、給食費及び補
助対象となる疾病の治療費を
扶助した。
（給食費扶助対象：小学校
3,867人、中学校2,307人）
（治療費扶助対象：小学校374
人、中学校85人）

要保護に準ずる程度に生活が
困窮している児童生徒に対し、
給食費及び補助対象となる疾
病の治療費を扶助した。
（給食費扶助対象：小学校約
3,800人、中学校約2,300人）
（治療費扶助対象：小学校267
人、中学校89人）

要保護・準要保護の児童生徒
の保護者に対し、給食費及び
補助対象となる疾病の治療費
を扶助した。
（小学校4,134人、中学校3,241
人）

要保護・準要保護の児童生徒の保護
者に対し、給食費及び補助対象となる
疾病の治療費を扶助した。（小学校
3,654人、中学校2,299人）

○ B 保健体育課

154

要保護･準要
保護児童生徒
学用品費等扶
助事業

　学用品費、修学旅行費、その他就
学に必要な経費を援助することによ
り、児童生徒の学校生活を円滑なも
のとします。

経済的な理由
で就学が困難
な児童生徒の
保護者へ必要
経費の援助

継続して実施

要保護･準要保護児童生徒の
保護者に対し、学用品費、修
学旅行費、その他就学に必要
な経費を援助した。

要保護・準要保護児童生徒の
保護者に対し、学用品費等の
就学援助費を支給した。

要保護・準要保護児童生徒の
保護者に対し、学用品費等の
就学援助を支給した。

要保護・準要保護児童生徒の
保護者に対し、学用品費等の
就学援助を支給した。

要保護・準要保護児童生徒の保護者
に対し、学用品費等の就学援助を支
給した。

○ B 学事課

155
高等学校育英
資金事業

　生徒１人あたり月額1万円（年額12
万円）を支給します（入学説明会時
に説明、申込み受付、審査、決定、
支給）。

各校とも、そ
れぞれ生徒22
人に支給

継続して実施
　生徒１人あたり月額1万円
（年額12万円）を２０人に支給
した。

生徒19人に1人あたり月額1万
円（合計217万円）を支給した。
（年度途中採用1名・途中辞退
1名含む）

生徒15人に１人当たり月額１
万円（合計180万円）を支給し
た。

　生徒１人あたり月額1万円
（年額12万円）を支給した。
　（４月、５月は１６名に支給。６
月から３月まで１７名に支給。）

生徒一人あたり月額1万円（年額12万
円）の育英資金は受給者15人。また、
「奨学のための給付金」との併給者1
人。
1,800,000円＋82,600円＝1,882,600円

○ B

経済的理由により育英資金を必要と
する者に対して、概ね支給することが
できた。
今後も引き続き、経済的困窮者の修
学を容易にするため、引き続き実施し
ていく。

千葉高等学校

155
高等学校育英
資金事業

　生徒１人あたり月額1万円（年額12
万円）を支給します（入学説明会時
に説明、申込み受付、審査、決定、
支給）。

各校とも、そ
れぞれ生徒22
人に支給

継続して実施 生徒14人に支給した。 生徒11人に支給した。
生徒15人に１人当たり月額１
万円（合計180万円）を支給し
た。

１６人×１２か月×１万＝１９２
万
１人×８か月×１万＝８万（８
月～）を支給した。

生徒１８人に支給した。
１４人×１２か月×１万＝１６８万
　３人×（１２か月×1万－37,400円）＝
247,800円
１人×（１２か月×1万－32,300円）＝
87,700円
　　　　　　　　　　　　　計　2,015,500円

○ B 稲毛高等学校

156
定時制・通信
制教育振興会
補助事業

　定時制・通信制高等学校の諸会費
負担金などについて補助することに
より、勤労青年の経済的負担を軽減
します。

定時制3校、
通信制1校に
実施

定時制通信制
教育の振興を
図る

　定時制・通信制高等学校の
諸会費負担金などについて補
助することにより、勤労青年の
経済的負担を軽減した。
対象校数：定時制3校、通信制
1校

定時制・通信制高等学校の諸
会費負担金などについて補助
することにより、勤労青年の経
済的負担を軽減した。4団体で
実施。

　定時制・通信制高等学校の
諸会費負担金などについて補
助することにより、勤労青年の
経済的負担を軽減した。4団体
で実施。

　定時制・通信制高等学校の
諸会費負担金などについて補
助することにより、勤労青年の
経済的負担を軽減した。4団体
で実施。

平成２５年度事業終了 終 C-1

平成２５年度事業終了
社会情勢の変化により、生徒が定時
制・通信制高等学校に通う理由が本
補助事業の目的に合致しなくなったこ
と、また、費用負担の適正性・公平性
の観点から廃止。

こども企画課

157

特別支援教育
児童生徒学校
給食費扶助事
業

　給食費の援助（1/2）を行います。

児童生徒約
400人の給食
費を援助
(1/2）

継続して実施

特別支援教育児童生徒の保
護者に対し、給食費の扶助
(1/2)を行った。（対象人数：493
人）

特殊教育児童生徒の保護者
に対し、給食費の扶助(1/2)を
行った。
（対象人数：小学校320人、中
学校179人）

特別支援学級に在籍する児
童・生徒の保護者等に対して、
経済的負担を軽減するため援
助を行った。
（小学校約300人、中学校約
200人）

　給食費の援助（1/2）を行っ
た。
（小学校336人、中学校201人）

給食費の援助（1/2）を行った。（小学
校354人、中学校213人）

○ B 保健体育課

158
特別支援教育
児童生徒学用
品等扶助事業

　学用品費、修学旅行費、その他就
学に必要な経費を援助することによ
り、児童生徒の学校生活を円滑なも
のとします。

支給件数906
人
（H22.3.31現
在）

継続して実施

特別支援学級に在級・通級し
ている児童生徒の保護者に対
し、学用品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費を援助
した。

特別支援学級に在籍している
児童生徒の保護者に対し、学
用品費等の就学奨励費を支給
した。

特別支援学級に在籍している
児童生徒の保護者に対し、学
用品費等の就学奨励費を支給
した。
(小学校655人、中学校294人)

特別支援学級に在籍している
児童生徒の保護者に対し、学
用品費等の就学奨励費を支給
した。

特別支援学級に通学している児童生
徒及び普通学級に通学しているが学
校教育法施行令第２２条の３に該当す
る障害を持つ児童生徒の保護者に対
し、学用品費等の就学奨励費を支給
した。

○ B 学事課

159
適応指導教室
管理運営事業

　適応指導教室（ライトポート花見川
ほか）での活動を通じて、自宅等で
引きこもり状態の解消や不登校児童
生徒の学校生活への復帰を支援し
ます。

設置個所　４
か所

継続して実施 在籍者数　１２８名

ライトポート緑が10月に開所と
なり、中央、花見川、若葉、美
浜と合わせ市内で5か所となっ
た。
入級者数　107人

ライトポート5か所で116名が入
級した。

市内5カ所の適応指導教室
に、115名の不登校児童生徒
が来所した。学校と連携しなか
ら指導支援を進め、中学3年生
の高校入学率は100％である。

平成26年度は、ライトポート5が所で
115名の児童生徒が入級した。

○ A

適応指導教室ライトポートを1か所増
設し、市内計5か所とし、多くの児童生
徒の学校復帰を支援した。今後、市内
全区に適応指導教室ライトポートを設
置することをめざし、検討を進める。

教育センター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

160
教育相談指導
教室事業

　個別相談指導、小集団活動、通常
学級との交流を通して、生活習慣の
確立や対人関係の改善を図り、原籍
校への復帰を支援します。

心理的・情緒
的要因等で原
籍校に登校で
きない生徒が
27名在籍

生徒の増加傾
向が考えられ
ることから、今
後も継続して
実施するとと
もに教室数の
確保と充実を
図る

中学校不登校生徒に対して、
小集団での活動等を通しなが
ら、学習・生活習慣の確立を図
り、原籍校への復帰を支援し
た。

中学校不登校生徒に対して、
小集団での活動等を通しなが
ら、学習・生活習慣の確立を図
り、原籍校への復帰を支援し
た。

中学校不登校生徒に対して、
小集団での活動等を通しなが
ら、学習・生活習慣の確立を図
り、原籍校への復帰を支援し
た。

中学校不登校生徒に対して、
小集団での活動等を通しなが
ら、学習・生活習慣の確立を図
り、原籍校への復帰を支援し
た。

中学校不登校生徒に対して、小集団
での活動等を通しながら、学習・生活
習慣の確立を図り、原籍校への復帰
を支援した。

○ B 指導課

161
スクールカウ
ンセラー活用
事業

　いじめや不登校などに対応するた
め、中学校にスクールカウンセラー
を配置し、中学校区の児童生徒、そ
の保護者、教職員からの悩み等の
相談にあたります。

スクールカウ
ンセラーを全
中学校57校に
配置し、スー
パーバイザー
を３人配置

スクールカウ
ンセラーの小
学校及び高等
学校配置への
拡充

　いじめや不登校などに対応
するため、市内全57中学校に
スクールカウンセラーを配置
し、中学校区の児童生徒、そ
の保護者、教職員からの悩み
等の相談にあたりました。ま
た、スーパーバイザー３名を配
置し、困難事例や緊急時への
対応、スクールカウンセラーへ
の指導・助言を行った。

いじめや不登校などに対応す
るため、市内中学校全57校、
統合小学校3校にスクールカウ
ンセラーを配置し、中学校区の
児童生徒、その保護者、教職
員からの悩み等の相談にあ
たった。また、スーパーバイ
ザーを3名配置し、困難事例や
緊急時への対応、スクールカ
ウンセラーへの助言を行った。

スクールカウンセラーを全中学
校57校及び統合小学校1校に
配置し、スーパーバイザーを3
人配置した。

スクールカウンセラーを全中学
校56校及び拠点方式で小学校
等６か所に配置するとともに、
スーパーバイザーを３人配置
した。

スクールカウンセラーを全中学校56校
及び拠点方式で小学校等６か所に配
置するとともに、スーパーバイザーを３
人配置した。

○ B 指導課

162
子どもと親の
相談員等活用
事業

　小学校に「子どもと親の相談員」等
を配置し、保護者と連携しながら、不
登校や問題行動などの未然防止・
早期発見・早期対応に努めます。

小学校３校に
「子どもと親の
相談員」等を
配置

配置校数の拡
充

　小学校３校に「子どもと親の
相談員」等を配置し、保護者と
連携しながら、不登校や問題
行動などの未然防止・早期発
見・早期対応に努めた。

小学校3校に「子どもと親の相
談員」等を配置し、保護者と連
携しながら、不登校や問題行
動等の未然防止、早期発見、
早期対応に努めた。

小学校3校に「子どもと親の相
談員」等を配置し、保護者と連
携しながら、不登校や問題行
動等の未然防止、早期発見、
早期対応に努めた。

平成24年度事業終了。
小学校において不登校等が増
加しており、今後、スクールカ
ウンセラーを拡充し、小学校に
派遣できるようにするため。

平成24年度事業終了
※小学校において不登校等が増加し
ており、今後、スクールカウンセラーを
拡充し、小学校に派遣できるようにす
るため。

終 B
小学校において不登校等が増加して
いるため、スクールカウンセラーを拡
充し、小学校に派遣できるようにする。

指導課

163
教育相談長欠
対策事業

　いじめや不登校の問題について電
話相談や家庭訪問等を通し、その解
消に向けて学校と連携を図りなが
ら、指導援助に努めます。

児童生徒や保
護者の悩みの
解消や不登校
等の改善に向
けて効果を上
げている

相談活動の充
実や学校との
連携の強化

　いじめや不登校の問題につ
いて電話相談や家庭訪問等を
通し、その解消に向けて学校と
連携を図りながら、指導援助
に努めました。

長期欠席担当教育相談員が
小・中学校計42校を訪問し、長
期欠席児童生徒に対する対応
等についての指導・助言を行っ
た。

不登校の問題について、教育
相談員2人を配置し、電話相談
や家庭訪問等により、その解
消に向けて学校と連携を図り
ながら、指導援助を行った。

不登校の問題について、教育
相談員２人を配置し、電話相
談や家庭訪問等により、その
解消に向けて学校と連携を図
りながら、指導援助に努めた。

不登校の問題について、教育相談員
２人を配置し、電話相談や学校訪問等
により、その解消と未然防止に努め
た。

○ B 指導課

163
教育相談長欠
対策事業

　いじめや不登校の問題について電
話相談や家庭訪問等を通し、その解
消に向けて学校と連携を図りなが
ら、指導援助に努めます。

電話相談
3,000件
学校訪問相談
50件

継続して実施
電話相談　３，３８５件
学校訪問相談　１７９件

平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 終 B
平成23年度終了事業
プランNo165「教育相談運営事業」へ
統合。

教育センター

164
心の教室（カ
ウンセリング
ルーム）整備

　生徒の悩み・不安の相談やストレ
スを和らげる環境を提供するため、
中学校にカウンセリングルームを整
備します。

H21年度末整
備状況
中学校　51校

継続して実施 該当なし
事業予定なし
（※該当なし）

事業予定なし　計画的に整備
する方針は25年度終了。
今後は、必要に応じ随時整備
していく。

平成25年事業終了 終 B

計画的に整備する方針は２５年度終
了
今後は、必要に応じて随時整備してい
く。

学校施設課

165
教育相談運営
事業

　指導主事・嘱託職員による来所相
談、電話相談、訪問相談および精神
科医による医療相談や不登校児童
生徒への適応指導を行うグループ
活動、学校を通じてリーフレット等を
保護者、教職員に配布する広報活
動を行います。

来所相談
400件
医療相談
100件
グループ活動
50件

継続して実施
来所相談　５８９件
医療相談　１１９件
グループ活動　４５件

・電話相談件数　3,642件
・家庭訪問相談件数　74件
・来所相談件数　535件
・医療相談件数　82件
・リーフレットの配布数　34,243
枚

来所相談696件、電話相談
3829件、医療相談96件、学校
訪問相談員206件、家庭訪問
相談員の派遣事業78件、グ
ループ活動の実施42名参加を
した。

学校を通じて、保護者や教職
員等に相談事業のリーフレット
を配布した。小学生の不登校
児童の増加とともに、電話相
談、来所相談、訪問相談、医
療相談ともに前年度より、その
相談数が増えている。

平成26年度は、電話相談4,046件、来
所相談784件、医療相談117件、グ
ループ活動入級者41件、家庭訪問派
遣件数78件、IT学習受理件数78件で
あった。

○ A

千葉市とイオンリテールとの包括提携
協定を受けてのイオン職場体験、全ラ
イトポートとグループ活動を統合した
合同遠足、小学校不登校に特化した
研修会の実施、小学校に特化したグ
ループ活動の試行等、当初の予定以
上の事業を展開した。

教育センター

166 教育相談事業

　障害等のある児童生徒および保護
者、教職員に対して、来所相談、電
話相談、医療相談、グループ活動等
で、ニーズに応じた教育相談を行い
ます。

来所相談件数
850件
来所相談面接
回数　6,100回

継続して実施

来所相談９３６件、電話相談
１，３９４件、医療相談５６件、
グループ活動６０回を実施し
た。

・来所相談件数　980件
・来所相談面接回数　5,630回
・電話相談件数　1,408件
・医療相談件数　30件
・グループ活動：参加人数　46
名、延べ回数38回

来所相談件数　1,127件
来所相談面接回数　6,031回
電話相談　2,073件
医療相談　56件
グループ活動　参加人数 37名
延べ回数 50回

来所相談件数　1160件
来所相談面接回数　6974回
電話相談　1914件
医療相談　62件　　　土曜相談
129件

26年度実施状況
・来所相談 1,250件
・土曜相談 9回 121件
・医療相談 41件
・グループ活動 5ｸﾞﾙｰﾌﾟ 40人 50回

○ B

相談件数の増加に伴う、相談の質の
維持・向上。
他相談機関や医療機関等との更なる
連携強化。

養護教育セン
ター

- 37 -



３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

167

特別支援教育
指導員配置事
業
学校訪問相談
員派遣事業

　小・中学校におけるＬＤ（学習障
害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障
害）、高機能自閉症等を含めた障害
のある児童生徒への支援体制を推
進するために、特別支援教育指導
員の配置、学校訪問相談員の派遣
を行います。

特別支援教育
指導員配置児
童生徒40人
学校訪問相談
員派遣回数
130回

特別支援教育
指導員配置児
童生徒60人
学校訪問相談
員派遣回数
200回

特別支援教育指導員２０名を
前期・後期合計４０校に配置す
るとともに、学校訪問相談員３
名を１２４回派遣を行い、各校
の特別支援教育推進体制の
整備に向けた支援・志藤を
行った。

特別支援教育指導員配置児
童生徒数　51人
学校訪問相談員派遣回数
131回

特別支援教育指導員配置児
童生徒 50人
学校訪問相談員派遣回数 208
回

指導員３０名を前期後期に延
べ６１人に配置した。（一人は
転居による配置換え）
学校訪問相談員の派遣回数
は261回。

指導員を5名増員し、35名を前期後期
70校に配置。
学校訪問相談員を1名増員し4名。指
導員配置校を含み293回学校訪問指
導を実施。

○ A
配置希望校の増加に伴い、未配置校
への学校訪問相談の強化。

養護教育セン
ター

167‐2
標語コンクー
ル

　各中学校の協力を得て、「マナー」
などテーマを設定し実施します。

市立中学校全
校で実施

継続して実施

「信頼」をテーマに標語を募
集。最優秀賞1作品、優秀賞4
作品、入選5作品、佳作102作
品を選考した。

「支え合い」をテーマに標語を
募集し、最優秀賞1作品、優秀
賞3作品、入選6作品、佳作102
作品を選考した。

市立中学校全校にて、3年生を
対象に、「自立」をテーマに標
語コンクールを実施した。

市立中学校全校にて、3年生を
対象に、「仲間」をテーマとして
標語コンクールを実施し、学校
ごとに作品を選出し、選出作品
の中で優秀作品を決めた。

市立中学校全校にて、3年生を対象
に、「命」をテーマとして標語コンクー
ルを実施し、学校ごとに作品を選出
し、選出作品の中で優秀作品を決め
た。

○ B 健全育成課

167‐3
わかる授業推
進事業

　学習習慣や生活習慣に関する調
査等を実施し、児童生徒の学習状
況を把握します。その上で、学習指
導上の改善に役立て、児童生徒の
学力の向上やわかる授業の推進を
図ります。

実施
意識調査に加
え、学力状況
調査を実施

わかる授業推進検討会議を実
施（５・１２月）

児童生徒学習生活意識調査を
実施した。

学力状況調査・・小学校3年
生・5年生全児童対象に実施し
た。
意識調査・・・・・・小学校3年
生・5年生全児童対象に実施し
たほか、全中学校2年生1クラ
ス抽出して実施した。

学力状況調査・・小学校3年
生・5年生、中学2年生の全児
童生徒対象に実施した。
意識調査・・・・・・小学校3年
生・5年生、中学2年生の全児
童対象に実施した。

学力状況調査・・小学校3年生・5年
生、中学2年生の全児童生徒対象に
実施した。
意識調査・・・・・・小学校3年生・5年
生、中学2年生の全児童対象に実施し
た。

○ B 指導課

167‐4
小・中学校補
助教材作成事
業

　「わたしたちの千葉市」と「すすむ
千葉県」、「伸びゆく千葉市」を補助
教材として配布し、地域の調べ学習
の中で活用します。

実施 継続して実施

小学校３年生に「わたしたちの
千葉市」を、４年生に「すすむ
千葉県」を、中学校1年生に
「伸びゆく千葉市」を配布し、社
会科学習用として活用した。

小学校3年生に「わたしたちの
千葉市」、4年生に「すすむ千
葉県」、中学校1年生に「伸び
ゆく千葉市」を配布した。

「わたしたちの千葉市」
・社会科学習補助教材として
活用した。（小学校3年生）
「すすむ千葉県」
・社会科学習補助教材として
活用した。(小学校4年生）
「伸びゆく千葉市」
・社会科学習補助教材として
活用している。（中学校3年間）

「わたしたちの千葉市」
・社会科学習補助教材として
活用した。（小学校3年生）
「すすむ千葉県」
・社会科学習補助教材として
活用した。(小学校4年生）
「伸びゆく千葉市」
・社会科学習補助教材として
活用している。（中学校3年間）

「わたしたちの千葉市」
・社会科学習補助教材として活用して
いる。（小学校2年間）
「すすむ千葉県」
・社会科学習補助教材として活用し
た。(小学校4年生）
「伸びゆく千葉市」
・社会科学習補助教材として活用して
いる。（中学校3年間）

○ B 指導課

167‐5
理科支援員等
配置事業

　外部人材を理科支援員として活用
することにより、小学校における理
科教育の充実、特に観察・実験活動
の充実をります。

理科支援員
39名を39校に
配置

平成24年度で
廃止

理科支援員３９名を委嘱、３９
校に配置し、理科学習の環境
整備及び学習支援を行い、児
童の科学への興味・関心を高
めた。

理科支援員36人を採用し、小
学校36校に配置した。

理科支援員33人を採用し、小
学校33校に配置

平成24年度事業終了。 平成24年度事業終了。 終 B 平成24年度事業終了。 指導課

167‐6
特別支援学級
等施設の整備
充実

　特別支援学級や通級指導教室の
教室改修や指導用備品の整備を行
います。

現状を把握し
て改修校を決
定・新設校に
備品を整備

継続して実施

新設した知的特別支援学級８
校（小学校６校、中学校２校）
に対し、指導用備品を整備し
た。

新設校に備品を整備した（8
校）。

新設校に備品を整備した。（12
校）

新設特別支援学級小学校３
校、中学校２校に、備品整備を
行った。

新設特別支援学級に指導用備品を整
備　小学校 6校　中学校 1校

○ B
在籍する児童生徒の多様な障害に必
要な管理用備品の整備。

養護教育セン
ター

167‐7
環境教育教材
の作成

　環境について分かりやすく解説し
た副教材をそれぞれの年代層ごとに
作成します。

小学生用、中
学生用各１万
部を作成し、
市内の小・中
学校に配布

継続して実施
小学生版及び中学生版各
10,000部を作製、学校へ配布
した。

小・中学生用にそれぞれ
10,000部ずつ作成し、すべて
の市立の新小学校4年生、新
中学校1年生に配布した。

小学生、中学生用冊子各
10,000部を作成し配布。

教材を作成し、小学4年生及び
中学1年生に配布した。
（小学校、中学校各10000冊作
成）

教材を作成し、小学4年生及び中学1
年生に配布した。
（小学校、中学校各約9500冊作成）

○ B
教材を作成し、対象学生（小4、中1）に
配布した。

環境保全課

167‐8
環境学習モデ
ル校の指定

　学校や地域における環境学習の
拠点として、毎年小学校６校、中学
校６校を「環境学習指定モデル校」
に指定します。

指定校におい
て活動を行
い、報告書に
取りまとめた
ほか、H22年2
月に発表会を
実施

継続して実施

　学校や地域における環境学
習の拠点として、毎年小学校６
校、中学校６校を「環境学習指
定モデル校」に指定。各校ごと
の活動は事例集にまとめ、Ｈ
23.2月には、活動事例発表会
を開催した。

4月に小・中学校12校をモデル
校として指定し、1年間、環境
保全活動を実施してもらった。
その結果について2月に活動
報告会を実施し、また、実践集
を作成し、小・中学校に配布し
た。

小学校、中学校各6校をモデル
校（指定済み校：小学校100
校、中学校41校）に指定し、報
告書250部を作成、報告書は
各小中学校他へ配布。

小学校、中学校各6校をモデル
に指定し、各校が作成した計
画書に基づき、環境学習を実
施した。
また、発表会を実施した。

小学校、中学校各6校をモデルに指定
し、各校が作成した計画書に基づき、
環境学習を実施した。
また、発表会を実施した。

○ B
小学校、中学校各６校をモデル校に
指定し、環境学習及び発表会を実施
した。

環境保全課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

167‐9
教育相談ダイ
ヤル２４事業

　指導課相談電話をフリーダイヤル
にして、利便性を図るとともに、子ど
もたちがいじめ問題や家庭内の悩
み等、気軽に相談できる体制作りに
努めます。

実施 継続して実施

9:00～17:00については、嘱託
職員による対応、17:15～8:30
については、県とともに業者と
委託契約を結び、２４時間相談
体制を整えた。また、小学校新
入生にホットカードを配布し
た。

平日の相談件数　332件（うち
いじめ問題の対応は56件）
休日・夜間の相談件数　400件
（うちいじめに関する相談は80
件）

24年度の平日相談件数は、
356件あり、うちいじめ問題の
対応が 124件あった。
休日・夜間の相談件数は、262
件で、うちいじめに関する相談
は、48件あった。

25年度の平日相談件数は、
258件あり、うちいじめ問題の
対応が54件あった。
休日・夜間の相談件数は、247
件で、うちいじめに関する相談
は、61件あった。

26年度の平日相談件数は、246件あ
り、うちいじめ問題の対応が44件あっ
た。
休日・夜間の相談件数は、607件で、う
ちいじめに関する相談は、141件あっ
た。

○ B 指導課

167‐10 相談事業
　児童生徒・無職少年・保護者・学校
からの来所や電話による相談活動
を行います。

864件（中央及
び東西南北各
分室）

継続して活動

電話相談　150件　　来所相談
130件
青少年サポート来所相談　655
件
合計　935件

電話相談件数　401件
来所相談件数　241件
青少年サポート来所相談件数
898件

電話相談　268件　　来所相談
160件
青少年サポート来所相談　838
件
合計　1,266件

電話相談　310件　　来所相談
231件
青少年サポート来所相談　859
件
合計　1,400件

電話相談　284件　　来所相談　265件
青少年サポート来所相談　445件
合計　994件

○ B
社会環境の変化に伴う多種多様な相
談に対応できるようにする必要があ
る。

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

167‐11 校内LAN整備

　１７年度から全小中学校の普通教
室や特別教室等でインターネットを
利用した学習が可能な校内LAN整
備を順次行い、すべての教科・領域
において情報活用能力の育成を図
ります。

170校 172校

　市立小学校及び特別支援学
校（統廃合予定校を除く）への
校内ＬＡＮの整備を行った。
　中学校校内ＬＡＮ及び小中学
校ＰＣ教室のリース更新した。
　以上の整備による約8000台
の端末をひとつのネットワーク
として結びつけたCabinet統合
システムを構築し、平成23年2
月1日より運用を開始した。

大規模改修校2校への校内ＬＡ
Ｎ整備を実施した。
ＰＣ教室のＩＣＴ機器のリース更
新校（4校）については、学校統
廃合対象校に導入済みの機
器の有効活用を図ることで経
費の削減を図りながら整備を
進めた。

大規模改修校2校への校内ＬＡ
Ｎ整備の実施。リース更新（2
校）への新Cabinetネットワーク
整備。校舎の移設（3校）に対
応し校内ＬＡＮ整備の実施。学
校統廃合に伴う校内ＬＡＮ機器
の移設を行い、ＩＣＴ環境を整
備した。

学校統廃合に伴う校内LANの
機器の移設を行い、ICT環境を
整備した。また、校舎の移設や
新設の学校における校内LAN
整備を実施した。

学校統廃合に伴う校内LANの機器の
移設を行い、ICT環境を整備した（１
校）。また、校舎の増築（２校）や耐震
補強工事（４校）、新設する小・中学校
における校内LAN整備（２校）を行っ
た。

○ B 教育センター

167‐12
国際理解教育
推進事業

　教科・道徳・特別活動及び「総合的
な学習の時間」の中に国際理解教
育に関する内容を意図的・計画的に
位置づけて実施します。

実施 継続して実施

国際理解・帰国児童生徒教育
を推進するため、小中学校の
校長及び教員を委員とした研
究推進協議会年4回開催した。

千葉市の国際理解・帰国児童
生徒教育について、当面の課
題について協議し、「千葉市の
国際理解・帰国児童生徒教
育」及び「国際理解ＨＰ」を通し
て、国際理解教育を推進した。

本市の国際理解教育の推進
のため、市教育会館で小中
174校の国際理解教育主任を
集め、国際理解・帰国児童生
徒教育研究全体協議会を１回
実施した。

本市の国際理解教育の推進
のため、市教育会館で小中１７
２校の国際理解教育主任を集
め、国際理解・帰国児童生徒
教育研究全体協議会を１回実
施した。

本市の国際理解教育の推進のため、
市教育会館で小中１７２校の国際理解
教育主任を対象に、国際理解・帰国児
童生徒教育研究全体協議会を１回、
役員会を３回実施した。

○ B 指導課

167-13
理科教育サ
ポート事業

　外部人材を理科教育サポーターと
して活用することにより、小・中学校
における理科教育の充実、特に観
察・実験活動の充実を図ります。

理科教育サ
ポーター
３２名を６０校
に配置

継続して実施 － － －
理科教育サポーター３２人を採
用し、前後期に分け、合計小
学校５６校、中学校４校に配置

理科教育サポーター３２名を採用し、
前後期に分け、合計小学校５７校、中
学校、２校に配置した。

○ B 指導課

168
千葉市国際文
化フェスティバ
ル

　姉妹・友好都市の文化・芸能を紹
介するため、文化芸能団を招聘し、
千葉市国際文化フェスティバルを開
催しています。

参加者902人
（平成21年10
月18日開催）

継続して実施

プレイベント（ｾﾝｼﾃｨｴﾝﾄﾗﾝｽ）
参加者　 １１０人
本公園（市民会館大ホール）
参加者  　７５７人
国際理解講座（本町小学校）
参加者　  ２９０人

フェスティバルの開催予定がな
かったため、実施できなかっ
た。

事業予定がなかったため実施
せず。

平成23年度事業終了 終 C-1
事業見直しにより、平成23年度から廃
止

国際交流課
国際交流協会

169
ちば市国際ふ
れあいフェス
ティバル

　外国人市民と日本人市民の交流
の場を創設し、団体相互の連携を図
ります。

参加者2,000
人（平成22年2
月21日開催）

継続して実施

国際交流団体等による、ス
テージ発表、パネル展示によ
る活動紹介、バザー等を実施
した。
参加団体　３５団体、参加者数
（２，０００人）

国際交流団体によるステージ
発表、パネル展示による活動
紹介及びバザー等を実施し
た。
参加団体数　33団体、来場者
数　1,800人

国際交流団体によるステージ
発表、パネル展示による活動
紹介及びバザー等を実施し
た。
参加団体：33団体、来場者数：
1800人

国際交流団体によるステージ
発表、パネル展示による活動
紹介及びバザー等を実施し
た。
参加団体：26団体、来場者数：
600人
当日は大雪のため、参加者が
予定を大幅に下回った。

国際交流団体によるステージ発表、パ
ネル展示による活動紹介及びバザー
等を実施した。
参加団体：25団体、来場者数：1300人

○ B 国際交流協会

170
多文化理解推
進事業

　外国人市民と日本人市民がPAP
チームとして親子三代夏祭りに参加
します。

参加者　56人 継続して実施
参加者106人（うち外国人51
人）

千葉おどり参加者数　63人（う
ち外国人38人）
市内小学校参加数　3校、830
人（うち外国人11人）

千葉おどり参加者63人（うち外
国人38人）、
　市内小学校（3校、参加者830
人（うち外国人11人））

千葉おどり参加者113人（うち
外国人49人）、
市内小学校（5校、参加者564
人（うち外国人24人））
中国からの修学旅行生との交
流（小学校１.高校1）

千葉おどり参加者115人（うち外国人
46人）、市内小学校での文化紹介（7
校、参加者556人（うち外国人28人））、
中国からの修学旅行生との交流（小
学校）ほか

○ B 国際交流協会
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

171
情報収集・提
供

　日本語の理解が十分ではない外
国人市民等に対して翻訳して情報提
供を行います。

実施 継続して実施

ホームページ運営、協会情報
誌発行、多言語情報誌発行、
協会広報キャンペーン、情報ラ
ウンジ

ホームページ運営、協会情報
誌発行、生活情報誌発行、多
文化共生推進啓発事業、情報
ラウンジを実施した。

ホームページ運営、協会情報
誌発行、生活情報誌発行、多
文化共生推進啓発事業、情報
ラウンジ

ホームページ運営、協会情報
誌発行、生活情報誌発行、多
文化共生推進啓発事業、情報
ラウンジ

ホームページ運営、協会情報誌発
行、生活情報誌発行、多文化共生推
進啓発事業、情報ラウンジ

○ B 国際交流協会

172
国民皆保険制
度の周知

　国民皆保険制度の周知を図るた
め、高校・大学等で出前講座および
ポスター掲示などを行い、制度の啓
発を図ります。

未実施
出前講座およ
びポスター掲
示を実施

平成２２年度事業予定なし（次
年度以降実施予定）

若年層に対する制度の啓発と
して、出前講座に、新たに学生
向けのテーマを設定した。

平成24年度も出前講座を設定
し制度周知の環境を用意し
た。
尚、平成24年度の応募はな
かった。

平成２５年度も出前講座を設
定し制度周知の環境を用意し
た。
尚、平成２５年度は応募がな
かった。

平成２６年度も全年齢層向けに出前
講座を設定し制度周知の環境を用意
した。(応募なし)

× C-1

過去５年間、実績なし。全年齢層向け
の講座として継続しているが、若年層
向けに特化した講座は応募がないた
め、平成２４年度で事業終了。

健康保険課

173
３Ｒ教育・学習
の推進

　ごみ減量・再資源化に関する意識
を向上させ、生活習慣として定着さ
せるため、特に、教育効果の高い幼
少期に、幼児および小学生向けの３
Ｒ啓発教育図書を製作し、保育所・
幼稚園・小学校に配布することによ
り、環境教育の推進を図ります。

21年度は、要
望のあった保
育所・幼稚園・
小学校などに
配布

継続して実施
要望のあった保育所・幼稚園・
小学校などに配布中。

環境図書・ＤＶＤ・紙芝居の貸
出等を実施した。

職員による市内6保育所にお
ける３Ｒ啓発教育図書の紙芝
居の読み聞かせを実施

職員と市内大学サークルが連
携し、市内保育所（園）、幼稚
園１２か所に出向いて①３Ｒ教
育図書「へ～んしん」の紙芝居
の読み聞かせ　②分別ゲーム
③雑がみ分別体操を実施。

職員と大学生ごみ減量ボランティアグ
ループ「ちばくりん」が連携し、市内保
育所（園）、幼稚園14か所に出向いて
①３Ｒ教育図書「へ～んしん」の紙芝
居の読み聞かせ　②分別ゲーム　③
雑がみ分別体操を実施。参加者590
人。大学生ボランティア30人。

○ A

３Ｒ啓発教育図書の製作・配布に留ま
らず、平成２４年度から未就学児向け
「へらそうくんルーム」を実施し、実体
験を取り入れるとともに、大学生のボ
ランティアとも連携して事業を実施し
た。

廃棄物対策課

174
ごみ分別ス
クール

　３Ｒ等について、体験を通じて学習
することにより、自ら地域社会の一
員として進んで協力しようとする意識
を醸成し、将来的なごみ減量効果等
を目的に、環境教育の充実により、
ごみ減量の意識向上や実践行動の
普及を目指します。

全市立小学校
（120校）で実
施

千葉大学附属
小学校等を追
加し、実施校
を拡大

公立の１２０校に加え、千葉大
学附属小学校、市立第二養護
学校、千葉大学附属特別支援
学校を加えた１２３校で実施
し、８，９３０名の児童が参加し
た。

全市立小学校117校と千葉大
附属小学校1校で実施

市内全小学校（117校）での実
施

市立小学校＋千葉大附属小
学校　計１１４校で実施
計8,523人参加

市内全小学校（千葉大附属小学校を
含む）計１１４校の4年生を対象に、廃
棄物の削減を達成するための3Rにつ
いて、社会科の授業と連動した体験学
習を実施した。参加者8,600人。

○ B 廃棄物対策課

175
地球環境保全
ポスター
「ごみ減量」

　次代を担う子どもたちに、ごみ減量
やリサイクルについて考えてもらうた
め、ごみ減量に関する「ポスター」作
品を募集し、ごみ減量および資源化
の促進を図ります。
　入選作品は、市内で展示を行いま
す。

作品応募数
2,878点

引き続き、応
募数の増加を
図る他、作品
の啓発利用を
充実

環境調整課、環境保全課との
合同事業として、「地球温暖
化」「身近な水辺」「ごみ減量１
/３」の３テーマでポスターを募
集した。「ごみ減量」テーマで
は、１７３名の小学生児童から
応募があった。

21校75人の応募があった。
事業終了。
（「地球環境保全ポスター」事
業へ移行。）

平成24年度事業終了。 平成24年度事業終了。 終 C-1
平成24年度事業終了。プランNo175-2
「地球環境保全ポスター」事業へ移
行。

廃棄物対策課

175‐2
地球環境保全
ポスター

次代を担う子どもたちに、地球環境
を守るためにできることを考えてもら
うため、環境保全、地球温暖化、ご
み減量に関する「ポスター」作品を募
集し、入選作品を市内で展示しま
す。

実施

引き続き、応
募数の増加を
図る他、作品
の啓発利用を
充実

－ － 作品応募数229点（26校）

市内小学生を対象に環境保全
ポスターを募集し、386点の応
募があった。
入選作品を2回（2施設）で展示
した。

市内小学生を対象に環境保全ポス
ターを募集し、186作品募集があっ
た。。
入選作品を2施設（2回）で展示した。

○ B
市内小学生を対象に環境保全ポス
ターの募集・応募があり事業は達成で
きた。

環境保全課

176
小学生による
ごみ出しチェッ
ク

　ごみ分別スクールを受講した小学
4年生を主な対象として参加者を募
り、小学校の周辺にある町内自治会
の協力のもと、参加者である小学生
にごみステーションやごみの分別状
況をチェックしてもらうことで、ごみ分
別の理解を深めてもらうとともに、
チェック内容を自治会にも提示する
ことで市民の「分別収集の徹底」と
「ごみ出しマナーの向上」の意識向
上を図ります。

市内18地区で
実施、216人
の小学生が参
加

参加者の増
市内１７か所で実施し、２９８名
の児童が参加した。

参加児童数　273人（22地区）
参加自治会・保護者等数　128
人

市内22地区で実施、316人の
小学生が参加

授業型１２校、募集型６校で実
施　計５９７人参加

子どもを中心に、地域住民と行政が協
働でごみステーションにおいてごみの
分別・排出ルールを調査し、地域での
自主的なごみ分別活動やごみ出しマ
ナーの向上を図るため、12地区12校
で実施。参加生徒772人。

○ B

４クラス以上の大規模校については募
集型として夏休みに実施してきたが、
希望する学校が少ないことから平成２
６年度から廃止した。平日に実施して
いる授業型についても、町内自治会
からの参加者が少ないこと、また、募
集型を廃止したことにより大規模校で
の実施が困難であることから、実施方
法について検討する必要がある。

廃棄物対策課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

177
みどりの少年
団育成事業

　次世代を担う少年・少女に森林の
果たす役割・機能の重要性について
理解を図るとともに、花の栽培を通
して植物への関心を深めてもらいま
す。
　①みどりの学習会開催(内浦山県
民の森等でのみどりの学習会)
　②みどりの少年団の花づくり学習
会等の活動支援
　③みどりの羽根募金活動に参加な
ど

みどりの少年
団員数571人

団員数の増

みどりの少年団育成協議会開
催
みどりの学習会開催（昭和の
森）
花づくり学習会等の活動支援

・緑のカーテンづくり（6月）
カーテンネット配布
・みどりの学習会（7月・千葉県
立中央博物館）
参加者数　団員40人、指導者7
人
・千葉県みどりの少年団交流
集会（8月・大多喜県民の森）
参加者数　団員33人、指導者2
人
・花づくり学習会（11月）　球根
配布

　
　①みどりの学習会を開催し
た。(昭和の森にて)
　　・3団体　21名
　②花づくり活動を支援した。
　③みどりの羽根募金活動を
実施した。

①みどりの学習会開催（大多
喜県民の森）
　１団　２０名
②花づくり活動支援
　５団
③自然観察会開催（若葉区下
田町周辺）
　２団　３５名

①みどりの交流集会に参加した（大多
喜県民の森）
②少年団５団に花づくり活動支援とし
て球根の配布を行った。

○ C-1

計画通り着手はしたが、自然観察会
においては日程調整が整わず、実施
できなかった。学校行事の増加などに
より、実施する事業内容の見直しが必
要と思われる。また、みどりの少年団
自体が減少傾向にある中、現在も活
動している団の維持のための支援を
行っていきたい。

農政センター農
業経営支援課

178
農山村留学推
進事業

　県内や長野県の農山村等に宿泊
し、自然体験活動を行うとともにさま
ざまな人たちとの交流活動を行いま
す。地域の特色を生かした農林漁業
等の体験活動を取り入れるなど、事
業内容の一層の充実を目指します。

千葉県内で
7,580人、長野
県で1,050人
が参加し、農
山村留学を実
施

体験活動の充
実を図り、継
続して実施

8月21日から25日まで4泊5日
で、23校の小学6年生1,031名
が、長野県での農山村留学に
参加した。また、97校の小学6
年生7,842人が、千葉県内の宿
泊施設を利用した農山村留学
に参加した。

千葉県内で約7,500人、長野県
で1,035人が参加し、農山村留
学を実施した。

長野県での農山村留学には10
地域に23校が参加。県内農山
村留学は93校が参加。県内施
設利用の学校のうち現地ホー
ムステイを実施した学校は5
校。

長野県での農山村留学には10
地域に21校が参加。県内農山
村留学には92校が参加。県内
施設を利用する学校のうち、現
地ホームステイを実施した学
校は18校。

長野県での農山村留学には10地域に
19校が参加。茨城県での農山村留学
には2校が参加。県内農山村留学は
92校が参加し、県内施設利用の学校
のうち28校が現地ホームステイを実
施。

○ B 指導課

179 移動教室

　千葉市少年自然の家を利用した自
然体験等を通して、児童の自主性や
社会性、豊かな心の育成を図りま
す。

市内120校の5
年生児童
8,828人が参
加し、少年自
然の家の
フィールドを生
かした活動を
体験

継続して実施
市内小学校の全５年児童8,796
名の児童が千葉市少年自然
の家において実施した。

市内117小学校の8,744人の5
年生児童が、少年自然の家の
フィールドを活用した2泊3日の
宿泊体験学習を実施した。

市内116小学校の約8,900名の
5年生、少年自然の家のフィー
ルドを活用した2泊3日の宿泊
体験学習を実施した。

市内113小学校全5年生児童
が、少年自然の家のフィールド
を活用した2泊3日の宿泊体験
学習を実施する。

市内113小学校全5年生児童が、少年
自然の家のフィールドを活用した2泊3
日の宿泊体験学習を実施した。

○ B 指導課

180
長柄げんき
キャンプ

　他校との合同宿泊学習を通して、
基本的な生活習慣を身に付け、社
会性を高めます。

本年度の計画
に従って全70
校702名が参
加して実施し
た。合同実施
校どうしでの
交流を深めた
り、長柄少年
自然の家の施
設や自然環境
を生かして、
様々な活動に
取り組んだ。

複数校が合同
で実施するこ
とを生かして、
少年自然の家
のスタッフと協
力してプログ
ラムの開発を
進めたり、担
当者どうしの
情報交換や、
子どもたちの
交流活動をさ
らに推進

小学校５４校４７５名、中学校２
５校２３２名、特別支援学校２
校８２名、合計８１校７８９名が
参加した。

市内小中学校特別支援学級
並びに特別支援学校の計87校
83人名が宿泊体験学習を体験
した。

市内小中学校特別支援学級
並びに特別支援学校の計94校
864名の児童生徒が宿泊体験
学習を実施した。

市内小学校69校、中学校30
校、市立特別支援学校2校の
児童生徒883人が参加。

小・中学校特別支援学級･特別支援学
校１０８校の児童生徒９１１人が宿泊
体験学習を経験した。

○ B 指導課

181
長柄ジョイント
キャンプ

　豊かな自然環境の中で、様々な体
験活動を通しながら自主性・社会性
をはぐくみ、学校復帰を促します。

実施回数２回 継続して実施
千葉市少年自然の家で長柄
ジョイントキャンプを年２回実
施、参加者７０人

年に2回（10月と2月）実施し
た。
参加者数　66名

長柄少年自然の家で2回実施
した。児童生徒82名が参加し
た。

10月11日～13日少年自然の
家で実施した。
児童51名。所員、担任　18名、
ボランティア　12名参加した。

平成26年度は、２回の長柄ジョイント
キャンプに、合計７２名が参加した。

○ B 教育センター

182
長柄ハッピー
キャンプ

　集団生活を通して社会性を向上さ
せ、通常学級での適応力を高めま
す。

キャンプ実施
日数2泊3日、
参加児童生徒
数31名

キャンプ実施
日数2泊3日、
参加児童生徒
数40名

キャンプ実施日数2泊3日、参
加児童生徒数２８名（小学校２
～４年生）、指導者２４名で実
施した。

キャンプ実施日数2泊3日
参加者数　児童生徒：37名、ボ
ランティア：13名

キャンプ実施日数2泊3日
　参加児童生徒数 35名
　ボランティア　13名

10月11日～13日少年自然の
家で実施した。
児童51名。所員、担任　18名、
ボランティア　12名参加した。

平成26年10月10日～12日　長柄少年
自然の家で実施
参加者 児童33名
　　　　　養護教育センター職員等19名
　　　　　ボランティア11人

○ B 課題に合ったプログラムの設定。
養護教育セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）
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基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

183
科学館管理運
営事業

　子どもたちの探究心向上と創造力
育成のための参加体験型「千葉市
科学館」の管理運営を行います。

目標利用者数
である年間30
万人を達成

平成24年度か
らは、新たな
指定管理者と
目標利用者数
を設定

　年間利用者数389,213人。
科学館の年間利用者数
384,001人

年間利用者数は、406,205人を
記録した。

年間利用者数は、３７９，０１２
人を記録した。

年間利用者数は、352,373人 ○ B
生涯学習振興
課

184
ふれあいパス
ポート事業

　市内施設を土曜日に無料（一部有
料）で利用できるパスポートを配布し
ます。

継続して配布
を実施（88,000
部）

継続して配布
を実施

市内在住在学の児童・生徒に
リーフレット（カード含む）を
88,000部配布した。

市内に在学する小・中学生を
対象に配布した。
発行部数　88,000部

市内に在住・在学する小・中学
生を対象に配布した。
発行部数　88,000部

市内に在住・在学する小・中学
生を対象に配布した。
発行部数　８８,０００部

市内に在住・在学する小・中学生を対
象に配布した。
発行部数　８８,０００部

○ B
教育委員会企
画課

185
文化ふれあい
振興事業

青少年を対象に、様々な芸術文化
の分野について、体験講座及び発
表会を実施します。

平成21年度
出演者、スタッ
フ49人
観覧者741人

文化芸術振興
を担う人材の
育成と裾野の
拡大

事業予定なし

青少年を対象に、体験講座及
び発表会を実施した。
・和太鼓：受講者12人、入場者
372人
・ストリートダンス：受講者54
人、入場者650人

青少年を対象に、体験講座及
び発表会を実施した。
【ストリートダンス】受講者65
人・入場者751人
【ボイスパーカッション】受講者
9人・入場者77人

青少年を対象に、体験講座及
び発表会を実施した。
【ストリートダンス】受講者64
人・入場者435人

こどもミュージックプロムナード
【ワークショップ】
７月１日～１０月２３日全７回（保育園１
か所、幼稚園６か所）参加者１，４１６
人
千葉市ゆかりのアーティストを派遣し、
園児たちに音楽を体感してもらった。
【公演】
１１月８日（千葉市文化センターアート
ホール）入場者２７５人
「東京フィルハーモニー交響楽団　特
別アンサンブルコンサート」
千葉市が提携する東京フィルとワーク
ショップの講師となった２組のアーティ
ストとのコラボによる演奏会を実施。

○ B 今後も実施を同回数予定している。 文化振興課

186
芸術文化鑑賞
事業

　小・中学校音楽鑑賞教室、小・中
学生のためのオーケストラコンサー
トを実施します。

音楽鑑賞教室
では、中学校
13校4,535人
の生徒が鑑
賞。オーケスト
ラコンサートで
は、約5,000人
が鑑賞

義務教育の間
に1回は、音
楽鑑賞教室に
参加。オーケ
ストラコンサー
トの入場者数
5,000人以上

小・中学校音楽鑑賞教室、小・
中学生のためのオーケストラコ
ンサートを実施した。音楽鑑賞
教室では、中学校13校4,535人
の生徒が鑑賞、オーケストラコ
ンサートでは、約3,400人が鑑
賞した。

小・中学校音楽鑑賞教室、小・
中学生のためのオーケストラコ
ンサートを実施した。
音楽鑑賞教室では、小・中学
校16校5,204人の児童生徒が
鑑賞。オーケストラコンサート
では、約4,200人が鑑賞。

小中学校音楽教室、小中学生
のためのオーケストラコンサー
トを実施。音楽鑑賞教室には、
10校、オーケストラコンサート
には、約6,000名が参加した。

　芸術体験教室では中学校26
校の生徒が鑑賞及び体験をし
た。小中学生のためのオーケ
ストラコンサートには市内小学
生が合唱団として参加。鑑賞
者数は約3,500人。

音楽芸術体験教室では、市内中学校
２６校の生徒が観賞及び体験をした。
小中学生のためのオーケストラコン
サートには、市内４校の児童が合唱参
加し、鑑賞者数は約４７５０人

○ B 指導課

187
南部児童文化
センター事業

　各種講座の開催、少年団体育成、
活動の場の提供等、子どもたちを中
心とした利用者のニーズに適合した
事業を推進し、充実を図ります。

15事業程度の
講座の開催を
予定

継続して実施
　年間14事業、延参加者数552
人。

年間15事業を実施した。
延べ参加者数　488人

南部児童文化センターにて、
年間15事業実施した。
延べ参加者数　532人

南部児童文化センターにて、
年間15事業実施した
延べ参加者数　532人

南部児童文化センターにて11事業を
実施した。
延参加者数　329人

○ B
生涯学習振興
課

188
少年少女科学
クラブ

　講師の指導による科学工夫工作
の活動を通じ、科学的なものの考え
方や豊かな想像力を育成します。
「千葉市科学館」の教育普及事業と
して実施します。

月３回程度の
活動を実施

継続して実施 　月３回程度の活動を実施。
千葉市科学館にて、月3回程
度（全36回）の活動を実施し
た。

千葉市科学館にて月3回程度
（年間36回）の活動を実施し
た。

32回実施のべ800人（うち保護
者１１講師７を含む） ２９回実施のべ７９６人 ○ B

生涯学習振興
課

189 アストロクラブ

　講師の指導により、天体望遠鏡の
製作と天体観測等を行います。「千
葉市科学館」の教育事業として実施
します。

月１回程度の
活動を実施

継続して実施 　月１回程度の活動を実施。
千葉市科学館等にて、月1・2
回程度（全19回）の活動を実施
した。

千葉市科学館等にて、月1回
程度（年間16回）の活動を実施
した。

32回実施のべ800人（うち保護
者１１講師７を含む） ２１回実施のべ３６１人参加 ○ B

生涯学習振興
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

190
少年自然の家
運営事業

　子どもたちによる生活体験、自然
体験、共同宿泊体験等の教育的体
験活動を行います。

年間想定利用
者数６万人
（利用実績）
平成17年度
79,248人
平成18年度
73,285人
平成19年度
75,074人
平成20年度
79,180人
平成21年度
79,235人

老朽化による
施設の機能低
下をPFI事業
者に適正な管
理を実践させ
ることで、抑制
するとともに、
事業運営の工
夫により当初
の目標利用者
数を維持

PFI・BTO方式により施設の維
持管理及び事業運営業務を特
別目的会社㈱千葉フィールズ
パートナーズが実施し、全市
立小学校１２０校５年生の移動
教室を受け入れたほか、一部
の小学校６年生の農山村留
学、特別支援学校・学級のげ
んきキャンプなどの受け入れ
及び、青少年健全育成団体や
家族利用の受け入れを実施し
た。
また、少年自然の家主催事業
として、マンスリーウィークエン
ド、ファミリーキャンプほか１７
事業を開催予定であったが、３
月の東日本大震災の発生によ
る影響により１事業を中止し
た。
（利用実績）平成22年度
77,964人

・PFI・BTO方式により施設の維
持管理および事業運営業務を
特別目的会社（株）千葉フィー
ルズパートナーズが実施し、全
市立小学校117校5年生の移
動教室を受け入れたほか、一
部の小学校6年生の農山村留
学、特別支援学校・学級のげ
んきキャンプなどの受け入れ
及び、青少年健全育成団体や
家族利用の受け入れを実施し
た。
・少年自然の家主催事業とし
てマンスリーウィークエンド、
ファミリーキャンプほか18事業
を開催した。
・年度初めは、東日本大震災
の影響で、福島県の2家族8名
に避難施設として提供した（3
月27日～4月30日まで）。
・4～5月は震災によるキャンセ
ルで、利用者が減少したが、そ
れ以降は、他の施設が利用で
きないことにより、千葉市少年
自然の家の利用が増加した。

　PFI・BTO方式により施設の
維持管理および事業運営業務
を特別目的会社（株）千葉ﾌｨｰ
ﾙｽﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞが実施し、全市
立小学校116校5年生の移動
教室を受け入れるほか、一部
の小学校6年生の農山村留
学、特別支援学校・学級のげ
んきキャンプ、教育センターが
行う相談事業にかかわる児
童・生徒を対象としたジョイント
キャンプなどの受け入れ及び、
青少年健全育成団体や家族
利用の受け入れを実施した。
　また、少年自然の家主催事
業としてマンスリーウィークエ
ンド、ファミリーキャンプ他18事
業を開催した。

　PFI・BTO方式により施設の
維持管理および事業運営業務
を特別目的会社（株）千葉ﾌｨｰ
ﾙｽﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞが実施し、全市
立小学校113校5年生の移動
教室を受け入れるほか、一部
の小学校6年生の農山村留
学、特別支援学校・学級のげ
んきキャンプ、教育センターが
行う相談事業にかかわる児
童・生徒を対象としたジョイント
キャンプなどの受け入れ及び、
青少年健全育成団体や家族
利用の受け入れを実施した。
　また、少年自然の家主催事
業としてマンスリーウィークエ
ンド、ファミリーキャンプ他、計
12事業（上記含まず）を開催し
た。

　PFI・BTO方式により施設の維持管
理および事業運営業務を特別目的会
社（株）千葉ﾌｨｰﾙｽﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞが実施
し、全市立小学校113校5年生の移動
教室を受け入れるほか、一部の小学
校6年生の農山村留学、特別支援学
校・学級のげんきキャンプなどの受け
入れ及び、青少年健全育成団体や家
族利用の受け入れを実施した。
　また、少年自然の家主催事業として
マンスリーウィークエンド、ファミリー
キャンプ他計11事業を開催した。

○ B 健全育成課

191
自然教室推進
事業

　高原千葉村で３泊４日の体験活動
を実施します。

中学校57校 継続して実施
高原千葉村で３泊４日の体験
活動を実施した。

市内中学校57校すべてで、高
原千葉村にて3泊4日の自然体
験学習を実施した。

市内中学校57校すべてで、高
原千葉村にて3泊4日の自然体
験学習を実施した。

　高原千葉村で３泊４日の体
験活動を実施した。
  市内全中学２年生が参加。２
３７学級７,９９４名

　高原千葉村で３泊４日の体験活動を
５６校の中学２年生が実施した。

○ B 保健体育課

192
親子図書館た
んけんツアー

　普段見ることのできない自動出納
書庫等の図書館施設の見学を行い
ます。（夏休み中）

参加者　62人 参加者　80人

　中央図書館で「親子図書館
たんけんツアー」を実施した。
　3回実施、115人応募、110人
参加。

実施回数　2回
参加者数　69人

中央図書館で2回実施。
参加者　37人

中央図書館で３回実施
参加者数　　５７人

中央図書館で3回実施
参加者数74人

○ B
中央図書館情
報資料課

193
定例おはなし
会

　素話・本の読み聞かせ・手遊び等
を行います。

参加者
10,500人

参加者
11,000人

　各図書館で「定例おはなし
会」を実施した。
　763回実施、9,678人参加。

参加者数　6,834人
中央図書館、地区図書館6館、
分館6館で実施。
参加者　5,732人

中央図書館、地区図書館６
館、分館６館で実施
参加者数　８，４８５人

中央図書館、地区図書館6館、分館6
館で実施
参加者数9,456人

○ B
中央図書館情
報資料課

194
子ども一日図
書館員

　地区図書館において、「子ども一
日図書館員」として職場体験を行い
ます。

実施回数　10
回
参加者　98人

参加者　100
人

　一部地区図書館で「子ども一
日図書館員」を実施した。
　16回実施、142人参加。

実施回数　16回
参加者数　152人

地区図書館6館で実施。
参加者　118人

地区図書館６館、分館１館で
実施
参加者数　　１２３人

地区図書館6館、分館1館で実施
参加者数129人

○ B
中央図書館情
報資料課

195
かるた会・子
ども読書会他

　地区図書館で、ニーズ等に応じ、
子ども向けの各種事業を展開しま
す。（「子ども読書会」「子ども映画
会」「科学で遊ぼう」など）

参加者数
1,050人

参加者数
1,100人

　各地区図書館で「かるた
会」、「子ども読書会」等を実施
した。
　かるた会3回実施、53人参
加。
　子ども読書会他1,280人参
加。

参加者数　848人
地区図書館6館で、計36回実
施。
参加者数　1,492人

地区図書館６館で、計３１回実
施
参加者数　１，５７８人

中央図書館、地区図書館6館、分館2
館で実施
参加者数1,399人

○ B
中央図書館情
報資料課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

196

子ども読書の
日記念・夏・冬
の親子おはな
し会

　親子を対象に、絵本の読み聞かせ
や、パネルシアターなどを行いま
す。

参加者数
1,500人

参加者数
1,600人

　各図書館で「子ども読書の日
記念・夏・冬の親子おはなし
会」を実施した。
　66回、1,369人参加。

参加者数　1,182人
中央図書館、地区図書館6館、
分館7館で実施。
参加者数　1,393人

中央図書館、地区図書館6館、
分館6館、図書室で実施
参加者数　１，４４３人

中央図書館、地区図書館6館、分館6
館で実施
参加者数1,502人

○ B
中央図書館情
報資料課

197
わらべうたと
絵本の会

　わらべうたと手遊び、絵本の読み
聞かせを行います。

実施回数　24
回、参加者数
600人

実施回数　24
回、参加者数
720人

　中央図書館、若葉図書館、
美浜図書館、花見川図書館で
「わらべうたと絵本の会」を実
施した。
　42回実施、810人参加。

実施回数　47回
参加者数　780人

実施回数　 40回
参加者数　909人

実施回数　　３４回
参加者数　７４３人

実施回数45回
参加者数688人

○ B
中央図書館情
報資料課

198
外国語おはな
し会

　外国人等の親子を対象に、原語で
絵本の読み聞かせを行います。

実施回数　1
回、参加者数
21人

実施回数　1
回、参加者数
30人

　中央図書館で「外国語おは
なし会」を実施した。
　1回実施、30人募集、41人参
加。

実施回数　1回
参加者数　27人

実施回数　　4回
参加者数　82人

中央図書館、地区図書館１館
で実施
実施回数　　４回
参加者数　７１人

中央図書館で実施
実施回数２回
参加者数６４人

○ B
中央図書館情
報資料課

199
親子で楽しむ
絵本講座

　地区図書館においては、わらべう
たや手遊びを通して、絵本との出会
いの場を提供します。

参加者数
280人

参加者数
340人

　各地区図書館で「親子で楽し
む絵本講座」を実施した。
　17回実施、252人参加。

参加者数　271人
地区図書館6館で実施。
参加者数　124人

地区図書館５館で実施
参加者数　３９２人

地区図書館6館で実施
参加者数384人

○ B
中央図書館情
報資料課

200
子どもが語る
おはなし会

　中学生や高校生が、絵本の読み
聞かせを行います。

実施回数　8
回、参加者数
200人

参加者数
200人

　中央図書館、若葉図書館で
「子どもが語るおはなし会」を
実施した。
　７回実施、224人参加。

高校生によるおはなし会を実
施した。
実施回数　8回
参加者数　215人

「高校生が語るおはなし会」を
10回実施。
参加者数　223人

中央図書館、地区図書館１館
で実施
実施回数　　　９回
参加者数　２４５人

中央図書館、地区図書館１館で実施
実施回数9回
参加者数218人

○ B
中央図書館情
報資料課

201
子ども読書ま
つり

　年齢別おはなし会、外国語おはな
し会、本に関するクイズやパ
ズル等を総合的に実施します。

実施館数　8
回、参加者数
4,000人

参加者数
4,800人

　各図書館で「子ども読書まつ
り」を実施した。
　6,841人参加。

実施館数　9館
参加者数　8,399人

中央館、地区図書館6館、分館
2館の計9館で実施。
参加者数　9,954人

中央館、地区図書館６館、分
館２館の計９館で実施
参加者　８，４３０人

中央図書館、地区図書館６館、分館６
館計１３館で実施
参加者数9,372人

○ B
中央図書館情
報資料課

201‐.2
生涯学習セン
ター青少年育
成事業

　子どもたちの「体験」を重視した各
種講座を実施します。

実施 継続して実施

生涯学習センターにて、子ども
たちの体験を重視した環境学
習講座「千葉公園を歩いて世
界に一つの本をつくろう」など
16事業実施、延参加者数3,762
人

生涯学習センターにて、「子ど
もチャレンジ教室」などの子ど
もたちに人とのふれあいや
様々な体験を通して学ぶこと
の楽しさを伝える各種講座全
19事業を実施した。
延べ参加者数　1,258人

生涯学習センターにて、「子ど
もチャレンジ教室」などの子ど
もたちに、人とのふれあいや
様々な体験を通して学ぶこと
の楽しさを伝える各種講座を
実施した。
全10事業　参加者数　952人

生涯学習センターにて、「子ど
もチャレンジ教室」などの子ど
もたちに、人とのふれあいや
様々な体験を通して学ぶこと
の楽しさを伝える各種講座を
実施した。
全11事業　参加者数　797人

生涯学習センターにて、「子どもチャレ
ンジ教室」などの子どもたちに、人との
ふれあいや様々な体験を通して学ぶ
ことの楽しさを伝える各種講座を実施
した。
全12事業　参加者数774人

○ B
生涯学習振興
課

201‐3
ゆめチャレン
ジ

　夢をもってチャレンジを続けている
青少年の団体の支援をし、その成果
発表を通して活動体験に触れます。

実施 継続して実施
南部青少年センターにて「ゆめ
チャレンジ」を実施、延参加者
数281人。

南部青少年センターで2日間開
催した。
参加者　358人

平成25年１月26日・27日実施。
青少年登録利用団体による成
果発表会　出演団体10団体
参加者延べ324名

平成26年１月25日・26日実施。
青少年登録利用団体による成
果発表会　出演団体13団体
参加者延べ763名

平成27年１月24日・25日
青少年登録利用団体による成果発表
会を開催した。
出演団体10団体　参加者延べ824名

○ A

5年間で出演団体数は延べ49団体で、
延べ2,550人の参加があった。
平成25年度から大学生の支援ボラン
ティアを導入することにより、参加者数
が飛躍的に増加。異世代交流も図ら
れた。
実行委員会形式、支援ボランティア
等、市民協働、参画の視点で、取り組
みを継続し、充実させていく。

南部青少年セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

201‐4
春のわいわい
フェスティバル

　施設と季節を有効に活用した体験
プログラムを実施します。

年１回開催 継続して実施

少年自然の家を市民及び長柄
町民に開放し、谷津田を使っ
た体験プログラムなどを実施
するほか、地元で収穫した農
産物や加工品の販売などを実
施した。

少年自然の家を市民及び長柄
町民に開放し、谷津田を使っ
た体験プログラムなどを実施し
たほか、地元で収穫した農産
物や加工品の販売などを実施
した。

全国青少年教育施設協議会
施設開放事業の一環として、
少年自然の家を千葉市民・地
元住民へ開放し、県内の国際
団体や少年団体、地元生産組
合、多くのボランティアの協力
のもと様々な体験プログラムを
提供した。

全国青少年教育施設協議会
施設開放事業の一環として、
千葉市少年自然の家を千葉市
民・地元住民へ解放し、県内
の国際団体や少年団体、地元
生産組合、多くのボランティア
の協力のもと様々な体験プロ
グラムを提供した。

全国青少年教育施設協議会施設開
放事業の一環として、千葉市少年自
然の家を千葉市民・地元住民へ開放
し、県内の国際団体や少年団体、地
元生産組合、多くのボランティアの協
力のもと様々な体験プログラムを提供
した。

○ B
評価についてはプランNo.190「自然の
家の運営事業」に含む。

健全育成課

201‐5
マンスリー
ウィークエンド

　施設を有効に活用した体験教育プ
ログラム提供し家族の再発見やふ
れあいの場を充実させます。

年１０回開催 継続して実施

小・中学生を含む家族を対象
に、家庭教育の補完的アプ
ローチをねらいとして、施設を
有効に活用した一泊二日の体
験教育プログラムを提供し、家
族の再発見やふれあいの場の
充実を図った。
プログラムは選択制とし、少年
自然の家スタッフやボランティ
アが直接指導を行った。７・８
月を除く毎月、年１０回開催し
た。

小・中学生を含む家族を対象
に、家庭教育の補完的アプ
ローチをねらいとして、施設を
有効に活用した1泊2日の体験
教育プログラムを提供し、家族
の再発見やふれあいの場の充
実を図った。
プログラムは選択制とし、少年
自然の家スタッフやボランティ
アが直接指導を行った。7・8月
を除く毎月、年10回開催した。

学校週5日制に対応し、一般利
用者が、より有意義な時間が
持てるよう、少年自然の家のス
タッフやボランティアが各種プ
ログラムを指導した。家庭教育
の補完的アプローチをねらいと
して、施設を有効に活用した体
験教育プログラムを提供し、家
族の再発見やふれあいの場と
なるようにした。（全10回開催）

学校週5日制に対応し、一般利
用者が、より有意義な時間が
持てるよう、少年自然の家のス
タッフやボランティアが各種プ
ログラムを指導した。家庭教育
の補完的アプローチをねらいと
して、施設を有効に活用した体
験教育プログラムを提供し、家
族の再発見やふれあいの場と
なるようにした。（全10回開催）

小・中学生を含む家族を対象に、家庭
教育の補完的アプローチをねらいとし
て、施設を有効に活用した１泊2日の
体験教育プログラムを提供し、家族の
再発見やふれあいの場の充実を図
る。プログラムは選択制とし、少年自
然の家スタッフやボランティアが直接
指導を行った。

○ B
評価についてはプランNo.190「自然の
家の運営事業」に含む。

健全育成課

201‐6
ファミリーキャ
ンプ

　ログキャビンを使用することで、自
然体験的なまた環境教育的な色彩
を強めた展開とし、家族間の交流な
どを通し家族のきずなが深まること
を促進します。

年１０回開催 継続して実施

小・中学生を含む家族を対象
に、自然体験的な、また環境
教育的な色彩を強めた展開の
季節に応じた一泊二日の体験
教育プログラムを提供し、家族
間の交流等を通して家族の絆
が深まることを促進できる運営
を実施した。
７・８月を除く毎月、年１０回開
催を予定していたが、３月に発
生した東日本大震災の影響に
より、第１０回の参加予定者が
全員キャンセルしたため、中止
となり、年９回の開催となった。

小・中学生を含む家族を対象
に、自然体験的な、また環境
教育的な色彩を強めた展開の
季節に応じた1泊2日の体験教
育プログラムを提供し、家族間
の交流等を通して家族の絆が
深まることを促進できる運営を
実施した。
7・8月を除く毎月、年10回開催
を予定していたが、3月に発生
した東日本大震災の影響によ
り、第10回の参加予定者が全
員キャンセルしたため、中止と
なり、年9回の開催となった。

学校週5日制対応事業の一環
として、従前より実施していた
プログラムを、より体験型に特
化して実施した。また、ログハ
ウスを使用することによって、
自然体験的な、環境教育的な
色彩を強めた展開とし、家族
間の交流を通して家族の絆が
深まることを促進できる運営を
目指した。（全10回開催）

学校週5日制対応事業の一環
として、従前より実施していた
プログラムを、より体験型に特
化して実施した。また、ログハ
ウスを使用することによって、
自然体験的な、環境教育的な
色彩を強めた展開とし、家族
間の交流を通して家族の絆が
深まることを促進できる運営を
目指した。（全10回開催）

小・中学生を含む家族を対象に、自然
体験的な、また、環境教育的な色彩を
強めた内容を、季節に応じた1泊2日
の体験教育プログラムを提供し、家族
間の交流等を通して、家族の絆が深
まることを促進できる運営を目指し、
実施した。

○ B
評価についてはプランNo.190「自然の
家の運営事業」に含む。

健全育成課

201‐7
エコ体験ス
クール

　市民活動団体を活用し、地域の施
設や自然環境の特性を活かした参
加体験型の環境学習を実施します。

各区にて１回
開催　　延べ２
８４人参加

継続して実施
計4回開催　延べ参加者数148
名

小学生を対象に、環境学習を
日帰り型で8回実施した。
延べ参加者数　215人

平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。

23年度事業終了
他の事業と重複する点が多いことから
事業を見直した結果廃止とした。

終 C-1

他の事業と重複する点が多いことか
ら、23年度に事業を見直した結果、廃
止とした。
同様事業である、「公民館を活用した
学習会」や「環境学習モデル校の指
定」事業で対応している。

環境保全課

201‐8 自然観察会

　市民を対象に市内の身近な自然を
楽しむことにより、自然に対する関
心を深め、自然環境に配慮した生活
や活動を行うなど自然保護意識の
醸成を図ります。

４回／年
定員4０名

継続して実施

開催回数：計4回、延べ参加人
数：91人
第１回：H22.6.12（検見川の浜）
25人、第２回：H22.7.31（昭和の
森）　22人、第３回：H22.10.11
（鹿島川源流部）　14人、第４
回：H23.1.29（千城台野鳥観察
園）　30人

4回の観察会を実施した。
延べ参加者数　109人

3回の観察会を実施し、延べ
121名の参加者を得た。
（1回は雨天で中止。）

　自然保護教育の一環として、
市民を対象に市内の身近な自
然に親しむことにより、自然に
ついての認識と愛情を育み、
自然保護の重要性について普
及・啓発を図ることを目的とし
て、自然観察会を開催する。
　四季毎、年４回、定員設定
し、市政だより等で参加者を募
集する。

４回の観察会を実施し、延べ73名の参
加者を得た。

○ B
開催場所、内容等は定期的に見直し
ていく予定である。

環境保全課

201‐9
姉妹・友好都
市提携記念事
業

　公式訪問等の派遣・受入を行うこ
とで、本市の姉妹・友好都市（カナ
ダ・ノースバンクーバー市、米国・
ヒューストン市、スイス・モントルー
市、パラグアイ・アスンシオン市、フィ
リピン・ケソン市、中国・天津市、蘇
州市呉江区）との友好親善、相互理
解を深めます。

５・１０年の節
目に実施

５・１０年の節
目に実施予定

ノースバンクーバー市友好都
市提携４０周年記念公式訪問
団を派遣（市長、市議会議長
他）

・天津市経済貿易代表団（15
人）受入
・モントルー市長一行（4人）受
入
・天津市・呉江市公式訪問団
（市長、議長他10人）派遣
・呉江市副市長一行公式訪問
団（5人）受入

千葉市姉妹・友好都市議員連
盟及び市民親善訪問団による
ケソン市訪問、ケソン市訪問団
の受入、ヒューストン市公式訪
問団の受入

事業予定がなかったため実施
せず。（周年にあたる都市がな
かったため。）

スイスナショナルデーレセプション参加 △ B 国際交流課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標６ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

201‐10
青少年交流事
業

　相互に青少年の派遣・受入を行う
ことで、本市の姉妹都市（カナダ・
ノースバンクーバー市、米国・ヒュー
ストン市、スイス・モントルー市）との
友好親善・相互理解を深めます。

毎年３都市の
青少年交流実
施

現状維持

ノースバンクーバー市　高校生
を派遣及び受入（各４名）を実
施
ヒューストン市から中学生４名
の受入実施
モントルー市へ青少年３名の
派遣を実施

・ノースバンクーバー市へ高校
生4人・引率者1人を16日間派
遣
・ヒューストン市へ中学生4人・
引率者1人を15日間派遣
・モントルー市の青少年2人・引
率者1人を10日間受入

ノースバンクーバー市高校生4
名引率者1名を15日間受入、
ヒューストン市中学生4名引率
者1名を15日間受入、モント
ルー市青少年4名引率者1名を
16日間派遣した。

ノースバンクーバー市高校生4
名引率者1名を16日間派遣・15
日間受入、ヒューストン市中学
生4名引率者1名を15日間派
遣、モントルー市青少年5名引
率者1名を10日間受入

ノースバンクーバー市 派遣：高校生4
名･引率者1名 受入：高校生4名･引率
者1名、ヒューストン市 受入：中学生4
名･引率者1名、モントルー市 派遣：青
少年5名･引率者1名

○ B
派遣生らの事業を通じて得た経験等
を、より多くの市民に伝えられるよう検
討する。

国際交流課
国際交流協会

202
私立幼稚園教
材費助成事業
補助金

　私立幼稚園の教材費の一部を補
助することにより、教育条件の維持
向上および保護者負担の軽減を図
ります。

補助対象園数
93園

引き続き幼稚
園における教
材整備及び保
護者負担を軽
減

　私立幼稚園の教材費の一部
を補助することにより、教育条
件の維持向上および保護者負
担の軽減を図った。
補助対象園数：92園

私立幼稚園の教材費の一部を
補助することにより、教育条件
の維持向上および保護者負担
の軽減を図った。
補助対象幼稚園数　92園

合計92園15,939人の園児を補
助対象として、補助金を支給し
た。

合計92園15,427人の園児を補
助対象として、補助金を支給し
た。

92園に対し補助を実施した。
対象園児数：14,893人

○ B 保育支援課

202‐2
私立幼稚園健
康診断補助事
業

市内の私立幼稚園が園児に対して
実施する定期健康診断に係る経費
に対し、補助金を交付する。

補助対象園数
92園

継続して実施 － －

市内の92の私立幼稚園におい
て、各幼稚園がその園児に対
して実施した内科歯科検診・
ぎょう虫卵検査に係った経費
に対し、左記実績のとおり補助
金を交付した。

市内の92の私立幼稚園におい
て、各幼稚園がその園児に対
して実施した内科歯科検診・
ぎょう虫卵検査に係った経費
に対し、補助金を交付した。

市内私立幼稚園（92園）が在籍する園
児に対し行った内科・歯科健診及び
ぎょう虫検査に係る費用に補助金を交
付した。

○ B 保育支援課

203
幼保小関連教
育推進事業

　近隣の幼稚園・保育所（園）・小学
校間の交流を通して、幼児教育から
小学校教育の円滑な接続を図りま
す。

推進校12校、
10保育所、14
幼稚園で幼
児・児童の交
流活動を実施

市内全小学校
で実施

推進指定校を12校選定し、近
隣の幼稚園１３園、保育所(園）
12園と子どもの交流活動、教
職員の研修会を通しての相互
理解を図った。

13の推進指定校を中心に、15
の近隣の幼稚園、保育所(園）
と子どもの交流活動、教職員
の研修会を通しての相互理解
を図った。

推進校12校、10保育所、9幼稚
園で幼児・児童の交流活動を
実施し、幼児教育から小学校
教育の円滑な接続を図った。

　近隣の幼稚園・保育所（園）・
小学校間の交流を通して、幼
児教育から小学校教育の円滑
な接続を図れるように、幼・保・
小関連教育推進協議会を開
き、進め方の提案をした。推進
指定校に協議や幼・保・小の
交流を依頼した。

小学校１１校、幼稚園１４園、保育所
（園）１０園が参加して幼児教育から小
学校教育への円滑な接続について協
議・実践を行った。

○ B 指導課

204
私立幼稚園協
会研修事業等
補助金

　幼稚園教諭の研修事業等に要す
る経費の一部を助成します。

補助額　600
万円

幼児教育の振
興のため、引
き続き教諭の
資質向上等を
図る

　幼稚園教諭の研修事業等に
要する経費の一部を助成し
た。

幼稚園教諭の研修事業等に
要する経費の一部を助成し
た。（幼稚園協会に補助額600
万円を支給した）

公益社団法人千葉市幼稚園
協会が行った研修事業等に要
した経費の一部として、600万
円を交付した。

公益社団法人千葉市幼稚園
協会が行った研修事業等に要
した経費の一部として、600万
円を交付した。

公益社団法人千葉市幼稚園協会が
行う研修事業等に要する経費につい
て、市がその一部を補助した。

○ B 保育支援課

205
幼稚園教諭の
研修の充実

　幼稚園教諭を対象にした研修会に
おいて、指導・助言を行います。

幼稚園教諭
が、幼稚園教
育要領等につ
いての研修会
に参加

継続して実施
県教育庁の企画する幼稚園教
育課程及び初任者研修会での
研修を支援した。

幼稚園教諭を対象にした研修
会において、学習指導要領幼
稚園教育要領に基づき、指導・
助言を行った。

幼稚園教諭を対象にした研修
会において、学習指導要領幼
稚園教育要領に基づき、指導・
助言を行った。

　幼稚園教諭を対象にした研
修会において指導・助言を行う
ための、事前会議に出席した。
当日の運営がスムースにいく
ように、準備をすることができ
た。

幼稚園教諭を対象にした千葉県が主
催する研修会において、指導・助言を
行った。

○ B 指導課

206
幼児教育支援
センター事業

　幼児教育から小学校教育への円
滑な接続をめざし、幼児教育に関す
る講座の開催や相談を実施し、保護
者等を支援します。

公開講座 １回
開催、参加者
200人、幼児
教育相談　22
件

継続して実施
千葉市生涯学習センターで公
開講座を年１回実施、参加者
203人、幼児教育相談２４件

・幼児教育相談を6月～2月に
かけて12回実施した。
相談件数　24件
・幼児教育公開講座を10月21
日、生涯学習センターにて、千
葉大学教授冨田久子氏を講師
として開催した。
参加者数　206人

市民向けに幼児教育公開講座
を実施した。187名が参加し
た。

平成23年度に事業は終了した
が、幼児教育公開講座のみ、
研修部門の専門講座報償費で
実施。

平成23年度に事業は終了したが、幼
児教育公開講座のみ、研修部門の専
門講座報償費で実施。

終 B 教育センター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

207
交通安全施設
整備

　高齢者、障害者、妊産婦をはじめ
市民にやさしいまちづくりを進めるた
め、千葉市バリアフリー基本構想で
定められた重点整備地区（市内18地
区）において、道路特定事業計画に
沿って、道路標識・段差解消・道路
照明・誘導ブロックなどを整備し平成
32年度を目途にバリアフリー化を推
進します。

（H18～H21の
実績見込)
道路案内標識
20基
段差解消
764箇所
道路照明灯
163基
視覚障害者誘
導用ﾌﾞﾛｯｸ
11.7ｋｍ

段差解消
764箇所
（計15,172か
所）
視覚障害者誘
導用ブロック
35.99km（計
75.09km）

道路案内標識　　9基
段差解消　　240箇所
道路照明灯　　41基
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ
7.4ｋｍ

・道路案内標識　6基
・段差解消　177箇所
・道路照明灯　 9基
・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ
1.6ｋｍ

段差解消　253箇所
視覚障害者誘導用ブロック設
置・改良　15.0km

段差解消　　89か所
視覚障害者誘導用ブロック設
置・改良　　3.82km

(通学路の安全対策等を緊急
的に実施する必要が生じ、計
画の見直しを行ったため。）

段差解消21か所
視覚障害者用誘導ブロック4.11㎞

△ C-1
今後も引き続き整備を進めていく。
今後はスパイラルアップが必要となっ
てくる。

維持管理課

208

鉄道・モノレー
ル駅舎のエレ
ベーター等整
備

　高齢者、障害者、妊産婦等の鉄軌
道利用の安全・円滑化を図るため、
駅舎内外の昇降装置の整備、整備
費補助を行います。

段差解消駅
・ＪＲ 17／18
駅
・京成6／13駅
・千葉モノ15
／18駅

京成電鉄の駅
のバリアフ
リー化１駅
(利用客3～5
千人/日)
※ＪＲ、千葉モ
ノは23年度ま
でに全て完了

ＪＲ幕張駅エレベータ（３基）
京成稲毛駅スロープ（１ヶ所）
の設置に対する補助
を実施した。

・ＪＲ幕張駅北口ＥＶ（1基）
の設置に対する補助を実施
した。
・モノレール小倉台駅ＥＶ（4基)
・モノレール千城台北駅ＥＶ(4
基)
・モノレール千葉公園駅
ＥＶ(3基)
を整備した。

実施計画から除外されたた
め、実施できなかった。

京成電鉄千原線学園前駅構
内へのエレベーター２基の設
置に対する補助を実施した。

事業予定なし
（理由）鉄道事業者による整備予定が
なかったため。
（今後の実施見込み）平成28年度に整
備予定あり。

△ A

【昇降装置の整備費補助（東日本旅
客鉄道・京成電鉄）】
ＪＲ幕張駅EV（４基）、京成稲毛駅ス
ロープ（１ヶ所）、京成学園前駅EV（２
基）
【昇降装置の整備（千葉都市モノレー
ル）】
小倉台駅EV（４基）、千城台北駅EV（４
基）、千葉公園駅EV（３基）

交通政策課

209
自転車駐車場
事業

　自転車駐車場の整備および維持
管理を行います。

整備箇所
123ヵ所

143か所

自転車駐車場の整備：幕張
駅、新検見川駅、千葉駅、蘇
我駅、海浜幕張駅、検見川浜
駅、千葉中央駅、千葉寺駅、
学園前駅、おゆみ野駅
保管場の整備：幕張保管場

・自転車駐車場の整備：みどり
台駅、検見川駅、千葉駅
・保管場の整備：西千葉保管
場

自転車駐車場　整備３か所
実施設計、地質調査1か所（蘇
我駅）

実施設計
自転車駐車場整備　７箇所

自転車駐車場の増設や看板等の施
設を整備した。１１箇所。

○ B

必要とする自転車駐車場の収容台数
を概ね確保できた。
今後も自転車駐車場施設の質の向上
を図りたいと考えている。

自転車対策課

210
放置自転車対
策事業

　駅周辺の放置自転車を撤去し、安
全な歩行空間を確保します。

撤去台数 約
30,000台

継続して実施
・撤去台数　自転車 26,846台
　原付 467台　（計 27,313台）
・撤去回数 337回

撤去台数　自転車：26,611台、
原付自転車：394台
撤去回数　676回

・撤去台数　自転車 27,555台
　原付 482台（計28,037台）
・撤去回数 670回

・撤去台数　自転車 35,684台
　　　　　　　　原付　     535台
・撤去回数　　　　　 　　898回

自転車等の放置を防止するため、放
置自転車等の撤去や啓発を実施し
た。

○ B
商業施設周辺における短時間の放置
自転車対策等が課題と考えている。

自転車対策課

211
公共施設にお
ける子育てバ
リアフリー化

　本庁・区役所などの公共施設にお
けるバリアフリー化の状況を把握す
るとともに、乳幼児と一緒に安心して
利用できるトイレやベビーベッド、授
乳室、キッズコーナー等の設置を推
進します。

本庁、６区役
所、４保健福
祉センター、
中央コミュニ
ティセンター

調査完了、設
置の推進

本庁舎、区役所、保健福祉セ
ンター等の状況調査を行った。

本庁、各区役所等の公共施設
における授乳・おむつ替えス
ペースの設置状況を調査し、
現状を把握した。

本庁、各区役所等の公共施設
における授乳・おむつ替えス
ペースの設置状況を把握し
た。

本庁、各区役所等の公共施設
における授乳・おむつ替えス
ペースの設置状況を把握し
た。

本庁、各区役所等の公共施設におけ
る授乳・おむつ替えスペースの設置状
況を把握した。

○ B こども企画課

212

水環境ふれあ
い事業（花の
あふれるまち
づくり事業）

　緑区椎名崎地区の農業用水路脇
にある水環境施設の広場の一部を
利用し、椎名小学校の全校児童によ
る花壇づくりの一環として、花植えを
年２回（春、秋）実施しています。
　農業用水路などの施設を、地域の
人々が花壇などに利用することで、
地域の農業に対する理解や関心を
高めます。

椎名小学校全
校児童

「花のあふれ
るまちづくり事
業」と連携し継
続して実施

緑区椎名崎地区の農業用水
路脇にある水環境施設の広場
の一部を利用し、椎名小学校
の全校児童２１７人による花壇
づくりの一環として、花植えを
年２回（春、秋）実施した。

緑区椎名崎地区の農業用水
路脇にある水環境施設の広場
の一部を利用し、椎名小学校
の全校児童による花壇づくり
の一環として、花植えを年2回
（春、秋）実施した。
春：平成23年6月3日
秋：平成23年11月15日

　緑区椎名崎地区の農業用水
路脇にある水環境施設の施設
の広場の一部を利用し、椎名
小学校の全校児童による花壇
づくりの一環として、花植えを
年2回（春・秋）実施した。
（春）平成24年  6月　1日
（秋）平成24年11月 14日

緑区椎名崎地区の農業用水
路脇にある水環境施設の広場
の一部を利用し、椎名小学校
の全校児童による花壇づくり
の一環として、花植えを年２回
（春・秋）実施した。
春：平成２５年　５月２９日
秋：平成２６年１１月１５日

緑区椎名崎地区の農業行水路脇にあ
る水環境施設の広場の一部を利用
し、椎名小学校の全校児童による花
壇づくりの一環として、花植えを年２回
（５、１１月）実施した。

○ B
農業環境整備
課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標７ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標７ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

213
子どもたちの
森公園プレー
パーク運営

　子どもたちが自然の中で自分の責
任でのびのびと自由に遊べる場を運
営しています。

子どもたちの
森公園プレー
パークを運営
（週５日）

継続して実施
引き続き週５日プレーパークを
運営した。

・プレーリーダーを2名/日配置
のうえ、256日開園し、季節の
イベントを3回実施した。
来園者数　13,256人（平成23年
度）
・子どもの遊び場として広く普
及させるため会報（はっぱだよ
り）やホームページ等により広
報を実施した。

プレリーダーを2名/日配置し
た。255日開園し、季節のイベ
ントを3回実施した。また、広報
誌「はっぱだより」を年4回発行
した。13,965人（平成24年度）
の来園者があった。

プレリーダーを2名/日配置し
た。255日開園し、季節のイベ
ントを3回実施した。広報紙
「はっぱだより」を年4回発行し
た。15,620人（平成25年度）の
来園者があった。

プレリーダーを2名/日配置した。253日開園し、
季節のイベントを3回実施した。広報紙「はっぱ
だより」を年4回発行した。14,968人（平成2年
度）の来園者があった。

○ B
平成２６年度より、緑政課から事業移
管

こども企画課

214

公園利用の活
性化および子
どもたちの健
全育成の場づ
くりのための
公園緑地等の
活用

　公園利用の活性化、子どもたちの
健全育成の場づくり促進のため、プ
レーパークとして、既存の公園緑地
等の一部を活用できるよう検討しま
す。

未実施

プレーパーク
として公園緑
地等を利用す
ることについ
ての組織づく
り、ルールづく
りと支援

新しい公園のあり方について、
こどもの力ワークショップを開
催した。

プレパークとして、公園緑地等
を利用することについて、子ど
もが参画してルール作りを行
い、こどもの参画ガイドライン
に掲載した。

関係課で組織する、ワーキン
ググループを立ち上げた。

「千葉市プレーパーク推進検
討会議」を2回開催し、平成26
年3月にプレーパーク運営団
体への支援に係る「千葉市プ
レーパーク開催支援要綱」（所
管：こども未来部）及びプレー
パークの開催に係る「千葉市
プレーパーク開催要綱」（所
管：公園緑地部）を策定した。
（平成26年4月より施行）

平成２５年度に策定（平成２６年４月施
行）したプレーパークに係る要綱の運
用状況等を踏まえ、より良い制度とな
るよう検討した。

○ B こども企画課

214

公園利用の活
性化および子
どもたちの健
全育成の場づ
くりのための
公園緑地等の
活用

　公園利用の活性化、子どもたちの
健全育成の場づくり促進のため、プ
レーパークとして、既存の公園緑地
等の一部を活用できるよう検討しま
す。

未実施

プレーパーク
として公園緑
地等を利用す
ることについ
ての組織づく
り、ルールづく
りと支援

プレーパークの要綱(案)及び
マニュアル（案）を作成した。

プレーパークの要綱（案）を作
成した。

「千葉市プレーパーク推進検
討会議」を2回開催し、プレー
パークにおける組織及びルー
ルづくりのための検討を行なっ
た。

「千葉市プレーパーク推進検
討会議」を2回開催し、平成26
年3月にプレーパーク運営団
体への支援に係る「千葉市プ
レーパーク開催支援要綱」（所
管：こども未来部）及びプレー
パークの開催に係る「千葉市
プレーパーク開催要綱」（所
管：公園緑地部）を策定した。
（平成26年4月より施行）

要綱の運用状況等を確認し、制度の
検証を行った。

○ B

平成２４年度に「千葉市プレーパーク
推進検討会議」を設置し、本会議での
検討を踏まえ、平成２５年度にプレー
パーク運営団体への支援に係る「千
葉市プレーパーク開催支援要綱」及び
プレーパークの開催に係る「千葉市プ
レーパーク開催要綱」を策定し、平成
２６年度より施行した。

緑政課

215 市民の森設置

　土地所有者と契約し、自然と身近
に触れ合える憩いの場として開放し
ています。今後市民緑地制度への
移行を検討します。

土地所有者と
契約し、自然
と身近に触れ
合える憩いの
場として開放
（15か所）。今
後、市民緑地
制度への移行
を検討

実施

13か所、31.9haの市民の森を
保全・開設した。
（平成22年度に１か所、1.3haを
市民緑地に移行）

平成23年度事業終了
プランNo.215-2市民緑地保全
事業へ移行

平成23年度事業終了。

平成23年度事業終了
※市民緑地事業（プラン
No.215.2）へ移行したため、事
業終了。

平成23年度事業終了
※市民緑地事業（プランNo.215.2）へ
移行したため、事業終了。

終 B
平成２２年度まで計画通り実施。
平成２３年度事業終了。（市民緑地事
業（プランNo.215.2）へ移行したため）

緑政課

215‐2 市民緑地設置
　土地所有者と契約し、自然と身近
に触れ合える憩いの場として開放し
ています。

土地所有者と
契約し、自然
と身近に触れ
合える憩いの
場として開放
（16か所）

継続して実施 －
活動協力団体への報償金、樹
木の伐採・剪定・草刈作業、指
定標識の設置を実施した。

・市民緑地で、草刈・剪定・伐
採等を17回委託発注した。
・若葉の森で3回ごみ回収し
た。
・報償金を20団体に交付した。
・9月～3月分の傷害保険料を
かけた。

市民緑地で剪定・伐採等の作
業を１１回委託発注した。
標識を２カ所設置した。
害虫を３回駆除した。
外柵を移設した。
市民緑地のごみを４回回収し
た。
報償金を２３団体に交付した。
井戸ポンプとフェンスを修繕し
た。
維持管理団体用の傷害保険を
かけた。

市民緑地で剪定伐採等の作業を10回
委託発注した。
標識を2カ所設置した。
外柵を2カ所設置した。
市民緑地のごみを2回回収した。
ベンチと野外卓を修繕した。
報償費を25団体に交付した。
維持管理団体用の傷害保険を掛け
た。
管理団体育成講座を18回実施した。

△ C-1 
土地所有者の同意が得られず市民緑
地の設置が遅れているため

緑政課

216 街区公園整備
　子どもたちがのびのびと遊べる場
を整備します。（誘致距離250ｍ
0.25㌶）

801箇所
（H22.3.31現
在）

継続して実施

土気東2号公園（仮称）の施設
整備、椿森5丁目公園（仮称）
の用地取得を実施した。
817箇所（H23.3.31現在）

検見川稲毛6号公園（仮称）の
施設整備、高津戸町公園の用
地取得を実施した。

実施設計　　１か所(なかにし
公園)
公園整備　　１か所(なかにし
公園)

実施設計　　　１か所（荻生公
園）
公園整備　　　２か所（荻生公
園，手づくり公園まさご）

実施設計　　　１か所（あすみが丘東１
丁目宝ケ台公園）
公園整備　　　１か所（あすみが丘東１
丁目宝ケ台公園）

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

公園建設課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標７ 次代を担う子どもをはぐくむ教育の充実 

217 近隣公園整備
　子どもたちがのびのびと遊べる場
を整備します。（誘致距離500ｍ　２
㌶）

63箇所
（H22.3.31現
在）

継続して実施 事業予定なし
実施計画から除外されたた
め、実施できなかった。

実施計画から除外されたた
め、実施できなかった。

- C-2
実施計画から除外されたため、未実
施

公園建設課

218 地区公園整備
　子どもたちがのびのびと遊べる場
を整備します。（誘致距離１ｋｍ　４
㌶）

9箇所
（H22.3.31現
在）

継続して実施 事業予定なし
実施計画から除外されたた
め、実施できなかった。

実施計画から除外されたた
め、実施できなかった。

- C-2
実施計画から除外されたため、未実
施

公園建設課

219
子育て支援の
ための団地集
会所等の活用

　周辺地域の子どもの遊び場や育
児サークルなどの活動の場として、
市営住宅の団地の集会所等を活用
できるよう検討します。

集会所の活用
状況について
は、把握をし
ていない

地域型集会所
の利用状況の
調査

なし

地域型集会所がある4団地に
ついて、自治会活動に支障の
ない範囲で利用できるものとし
ている。

地域型集会所がある4団地に
ついては、団地自治会活動に
支障のない範囲で利用は可能
であるが、団地近隣住民から
の利用の申し出はなかった。

地域型集会所がある４団地に
ついては、団地自治会活動に
支障のない範囲で利用は可能
であるが、団地近隣住民から
利用の申し出はなかった。

地域型集会所がある４団地について
は、団地自治会活動に支障のない範
囲で利用は可能であるが、団地近隣
住民から利用の申し出はなかった。

△ C-1 

地域型集会所がある４団地について
利用可能としたが、団地近隣住民から
利用の申し出はなかった。最終的に
周知不足が一因であったと考えられ
る。

住宅整備課

220
公園緑地維持
管理事業

　誰もが快適に利用できるよう、公園
内の清掃・除草等を行うとともに、公
園に設置している遊具や、子どもの
遊び場となる広場について、市民・こ
どもが安全に快適に利用できるよう
巡回を行うなど、その管理に努めま
す。

市内1,066公
園緑地の維持
管理の実施

公園管理を充
実

市内１，０６６公園緑地の維持
管理を実施

市内1,099公園緑地の維持管
理を実施した。

市内1,117公園緑地の維持管
理の実施

市内1,124公園緑地の維持管
理の実施

市内1,139公園緑地の維持管理の実
施

○ B 公園管理課

220‐2
花壇コンクー
ル

　市民、団体、企業、保育所（園）等
を対象とした種から花を育て、花壇
をデザインするコンクールを年１回
開催します。

市内各所の花
壇で実施し、
参加団体７３
団体

継続して実施
７３団体がコンクールに参加し
た。

市内各所の花壇で実施した。
参加数　70団体

市内各所の花壇で実施し、77
団体が参加した。

市内各所の花壇で実施し、62
団体が参加した。

市内各所の花壇で実施し、参加団体
４９団体

○ B 緑政課

221
若年世帯（子
育て世帯）の
居住支援

①特定優良賃貸住宅の入居収入基
準の下限の緩和を行い入居しやすく
します。

②一定の要件を備えた子育て世帯
の入居者負担額を５年間据え置きま
す。

実施 継続して実施

①入居収入基準の下限緩和を
継続し、入居しやすくした。
②子育て支援として、入居者
負担額を原則５年間据え置く
「のびのびアシスト」を実施し
た。

①入居収入基準の下限緩和を
継続し、入居しやすくした。
②子育て支援として、入居者
負担額を原則5年間据え置く
「のびのびアシスト」を実施し
た。

①入居収入基準の下限緩和を
継続し、入居しやすくした。
②子育て支援として、入居者
負担額を原則5年間据え置く
「のびのびアシスト」を実施し
た。

①入居収入基準の下限緩和を
継続し、入居しやすくした。
②子育て支援として、入居者
負担額を原則５年間据え置く
「のびのびアシスト」制度を実
施した。

入居収入基準の下限緩和及び、入居
者負担額を原則５年間据え置く「のび
のびアシスト」を継続して実施した。
・のびのびアシスト適用戸数
　367戸（平成27年3月31日時点）

○ B 入居率の向上が今後の課題。 住宅政策課

221
若年世帯（子
育て世帯）の
居住支援

　特定優良賃貸住宅の一部を市営
住宅として借上げ、若年世帯の入居
を支援します。

市営住宅とし
て借上げ３団
地91戸は、す
べて入居して
おり、若年世
帯の支援につ
ながっている

91戸 若年世帯の入居支援を継続し
た

特定優良賃貸住宅の一部を市
営住宅として借上げ、若年世
帯の入居を支援した。
平成23年度末現在の入居数
66戸（フローラ稲毛：45戸、プラ
ザ園生：11戸、メゾン・グリーン
リーフ：10戸）
※91戸のうち13戸は借上げ期
間終了

平成24年度末現在の入居者
フローラ稲毛40戸、プラザ園生
11戸、メゾングリーンリーフ0戸

平成24年度事業終了。特定優
良賃貸住宅の借り上げ期間終
了に伴い、25年度は新規の入
居募集を行っていない。

平成24年度事業終了。特定優良賃貸
住宅の借上げ期間が終了するため、
継続実施は行わない。但し、既存の市
営住宅の一部を子育て世帯向けとし
て入居者の募集を行う。

終 B
用意した住宅91戸の全てに入居があ
り、事業の目的は達成された。

住宅整備課

222

子育てに関す
る情報を含め
た住情報の提
供

　子育て家庭の住まい選びなどに際
して必要な子育てに関する情報を、
住まいに関する情報と併せて提供す
ることができるよう「すまいアップコー
ナー」におけるサービスの拡充と
ホームページの内容の充実を図りま
す。

実施 継続して実施

「すまいアップコーナー」にて、
母子家庭優遇申し込みのでき
る公営住宅や、福祉施策等の
情報提供を行った。

「すまいアップコーナー」にて、
母子家庭が優遇申し込みの出
来る公営住宅や福祉施策等の
情報提供を行った。

「すまいアップコーナー」にて、
母子家庭優遇申し込みの出来
る公営住宅や福祉施策等の情
報提供を行った。

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯優遇申込みので
きる公的賃貸住宅や福祉施策
等の情報提供を行った。

「すまいアップコーナー」にて、母子家
庭優遇申し込みのできる公営住宅
や、福祉施策等の情報提供を継続し
て行った。
・相談件数3,021件（平成26年度）

○ B 引き続き施策等の情報収集を行う。 住宅政策課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

223
子育て短期支
援事業（ショー
トステイ事業）

　保護者が病気などの社会的理由
により、家庭での養育ができない場
合に一時的に児童福祉施設等で養
育を行います。

市内４か所の
児童養護施設
等で実施

継続して実施

市内４か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　21年度162人、
22年度305人
・利用延べ日数　21年度509
日、22年度889日

市内４か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　22年度305人、
23年度362人
・利用延べ日数　22年度889
日、23年度1070日

市内4か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　23年度362人、
24年度353人
・利用延べ日数　23年度1,070
日、24年度981日

市内4か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　24年度353人、
25年度346人
・利用延べ日数　24年度981
日、25年度875日

市内5か所の児童養護施設等に委託
し実施した。
（利用児童数　354人、利用延べ日数
885日）

○ A
こども家庭支援
課

224

子育て短期支
援事業（トワイ
ライトステイ事
業）

　保護者が仕事等で恒常的に帰宅
が夜間にいたる場合や休日に不在
の場合などに児童養護施設で夕方
から夜間、休日に養育を行います。

市内３か所の
児童養護施設
等で実施

継続して実施

市内３か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　21年度319人、
22年度369人
・利用延べ日数　21年度1,438
日、22年度1,503日

市内３か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　22年度369人、
23年度350人
・利用延べ日数　22年度1503
日、23年度1538日

市内３か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　23年度350人、
24年度479人
・利用延べ日数　23年度1,538
日、24年度1,904日

市内３か所の児童養護施設等
に委託し実施した。
・利用児童数　24年度479人、
25年度537人
・利用延べ日数　24年度1,904
日、25年度2,205日

市内4か所の児童養護施設等に委託
し実施した。
（利用児童数　534人、利用延べ日数
1,897日）

○ A
こども家庭支援
課

225
里親制度の推
進

　保護者のいない子どもや保護者の
事情で育てられないこどもの養育を
里親に委託し、要保護児童の福祉
の増進を図ります。
　また、里親制度の啓発による里親
家庭の増加や里親家庭への支援の
充実を図ります。

平成21年度委
託里親25人、
委託児童数
284人

継続して実施

保護者のいない子どもや保護
者の事情で育てられない子ど
もの養育を里親に委託し、要
保護児童の福祉の増進を図っ
た。（委託里親22人、委託児童
延べ252人）

保護者のいない子どもや保護
者の事情で育てられない子ど
もの養育を里親に委託し、要
保護児童の福祉の増進を図っ
た。
延べ委託児童数　256人

保護者のいない子どもや保護
者の事情で育てられない子ど
もの養育を里親に委託し、要
保護児童の福祉の増進を図っ
た。（委託児童延べ264人）

保護者のいない子どもや保護
者の事情で育てられない子ど
もの養育を里親に委託し、要
保護児童の福祉の増進を図っ
た。（委託児童延べ273人）

保護者のいない子どもや保護者の事
情で育てられない子どもの養育を里
親に委託し、要保護児童の福祉の増
進を図った。
（委託児童延べ259人）

○ B
こども家庭支援
課

226
児童自立支援
施設

　不良行為を行った、またはそのお
それのある児童を施設に入所させ自
立のための支援を行います。

２施設、44人 継続して実施

　不良行為を行った、またはそ
のおそれのある児童を施設に
入所させ自立のための支援を
行った。（1施設、委託児童延
べ60人）

不良行為を行った、またはそ
のおそれのある児童を施設に
入所させ自立のための支援を
行った。（1施設）
延べ委託児童数　76人

　不良行為を行った、またはそ
のおそれのある児童を施設に
入所させ自立のための支援を
行った。（１施設、委託児童延
べ75人）

　不良行為を行った、またはそ
のおそれのある児童を施設に
入所させ自立のための支援を
行った。（１施設、委託児童延
べ74人）

不良行為を行った、またはそのおそれ
のある児童を施設に入所させ自立の
ための支援を行った。
（3施設、委託児童延べ71人）

○ B
こども家庭支援
課

227
退所児童自立
定着指導

　児童養護施設や自立支援施設を
退所した児童で、就職したが定着で
きない概ね１年未満の児童に対し、
施設に依頼し、施設職員が児童を訪
問し定着のための指導を行います。
また、就職したものの、定着できない
児童を自立援助ホームに入所させ、
自立へ向けて生活指導を行う施設
に支援を行います。

平成21年度実
績なし

継続して実施
自立援助ホームへ委託し実施
した。（6施設、委託児童延べ
47人）

自立援助ホームへ委託し実施
した。（4施設）
延べ委託児童数　37人

自立援助ホームへ委託し実施
した。（4施設、委託児童延べ
33人）

自立援助ホームへ委託し実施
した。（5施設、委託児童延べ
36人）

自立援助ホームへ委託し実施した。
（7施設、委託児童延べ34人）

○ B
こども家庭支援
課

228 児童養護施設

　保護者がいない、または保護者等
の事情により家庭での養育が困難
な児童を施設に入所させ、生活、学
習などの指導育成を行い、自立への
支援を行います。また、家庭的環境
の確保など機能の拡充や職員の専
門性の向上及びケアの質の向上を
図ります。

18施設、入所
児童数1,592
人（平成21年
度各月初日在
籍延べ児童
数）

継続して実施

家庭での養育が困難な児童を
施設に入所させ、生活、学習、
などの指導育成を行い、自立
のための支援を行った。（18施
設、委託児童延べ1,730人）

家庭での養育が困難な児童を
施設に入所させ、生活、学習
などの指導育成を行い、自立
のための支援を行った。（16施
設）
延べ委託児童数　1,416人

家庭での養育が困難な児童を
施設に入所させ、生活、学習、
などの指導育成を行い、自立
のための支援を行った。（16施
設、委託児童延べ1,412人）

家庭での養育が困難な児童を
施設に入所させ、生活、学習、
などの指導育成を行い、自立
のための支援を行った。（17施
設、委託児童延べ1,496人）

家庭での養育が困難な児童を施設に
入所させ、生活、学習、などの指導育
成を行い、自立のための支援を行っ
た。
（19施設、委託児童延べ1543人）

○ B
こども家庭支援
課

228‐2
小規模住居型
児童養育事業

　保護者がいない、または保護者等
の事情により家庭での養育が困難
な児童を、養育者の住居（定員6人
まで）に入所させ、家庭的な雰囲気
のもと、生活、学習などの指導育成
を行い、自立への支援を行います。

1か所 3か所 －

家庭での養育が困難な児童を
施設に入所させ、生活、学習
などの指導育成を行い、自立
のための支援を行った。（1施
設）
延べ委託児童数　47人

家庭での養育が困難な児童
を、養育者の住居（定員6人ま
で）に入所させ、家庭的な雰囲
気のもと、生活、学習などの指
導育成を行い、自立への支援
を行った（2施設、委託児童述
べ69人）。

家庭での養育が困難な児童
を、養育者の住居（定員6人ま
で）に入所させ、家庭的な雰囲
気のもと、生活、学習などの指
導育成を行い、自立への支援
を行った（2施設、委託児童述
べ120人）。

家庭での養育が困難な児童を、養育
者の住居（定員6人まで）に入所させ、
家庭的な雰囲気のもと、生活、学習な
どの指導育成を行い、自立への支援
を行った。
（3施設、委託児童述べ131人）。

○ B
こども家庭支援
課

228‐3
児童養護施設
施設整備

管内の児童養護施設がほぼ満床状
態であり、児童相談所の一時保護が
長期化している状態にあるため、新
たに児童養護施設を創設することに
より社会的養護が必要な児童の生
活の場を確保する。

平成24年度末
において20％
進捗。

平成26年4月
開所予定

－ －

4月事業者公募
7月法人設立等審査委員会
9月事業者決定
10月学校・地域に対する説明
会
12月開発行為許可
2月着工
3月建築確認
年度末出来高20％

　児童養護施設施設新設に係
る整備経費に対し、補助金の
交付を行った。

平成24、25年度に施設建設のため、
H26年度については、予算執行なし。

終 B 平成26年4月開所
こども家庭支援
課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

229 乳児院

　保護者がいない、または保護者等
の事情により、家庭での養育が困難
な乳児を施設に入所させ養育しま
す。

3施設
189人

継続して実施

　保護者がいない、または保
護者等の事情により、家庭で
の養育が困難な乳児を施設に
入所させ養育した。（3施設、委
託乳児延べ216人）

保護者がいない、または保護
者等の事情により、家庭での
養育が困難な乳児を施設に入
所させ養育した。（3施設）
延べ委託乳児数　188人

　保護者がいない、または保
護者等の事情により、家庭で
の養育が困難な乳児を施設に
入所させ養育した。（2施設、委
託乳児延べ176人）

　保護者がいない、または保
護者等の事情により、家庭で
の養育が困難な乳児を施設に
入所させ養育した。（2施設、委
託乳児延べ144人）

　保護者がいない、または保護者等の
事情により、家庭での養育が困難な
乳児を施設に入所させ養育した。
（2施設、委託乳児延べ133人）

○ B
こども家庭支援
課

230
母子生活支援
施設

　配偶者のない女子またはこれに準
ずる事情にある女子及びその者の
監護すべき児童を入所させ、保護す
るとともに、自立の促進のために生
活を支援します。

10施設
325世帯

継続して実施

配偶者のない女子またはこれ
に準ずる事情にある女子及び
その者の監護すべき児童を入
所させ、保護するとともに、自
立の促進のために生活を支援
した。（12施設、委託世帯延べ
360世帯）

配偶者のない女子またはこれ
に準ずる事情にある女子及び
その者の監護すべき児童を入
所させ、保護するとともに、自
立の促進のために生活を支援
した。（12施設）
延べ委託世帯数　366世帯

配偶者のない女子またはこれ
に準ずる事情にある女子及び
その者の監護すべき児童を入
所させ、保護するとともに、自
立の促進のために生活を支援
した。（11施設、委託世帯延べ
326世帯）

配偶者のない女子またはこれ
に準ずる事情にある女子及び
その者の監護すべき児童を入
所させ、保護するとともに、自
立の促進のために生活を支援
した。（11施設、委託世帯延べ
306世帯）

配偶者のない女子またはこれに準ず
る事情にある女子及びその者の監護
すべき児童を入所させ、保護するとと
もに、自立の促進のために生活を支
援する。
（10施設、委託世帯延べ265世帯）

○ B
こども家庭支援
課

231
一時保護所運
営事業

　里親や児童養護施設などへ措置
するまでの間一時保護を行います。
その間、行動観察、生活指導を実施
し、援助方針会議、判定会議を経て
児童の援助方針を決定します。

保護人員139
人、延人員
11,063人

継続して実施 要保護児童を一時保護した。 要保護児童を一時保護した。 要保護児童の一時保護 要保護児童の一時保護
要保護児童の一時保護
平成26年度保護人員２５６人

○ B
一時保護所が過密状態にならないよ
う、保護児童一人当たりの保護日数
の削減

児童相談所

232
日本語学習支
援事業

　日本語の理解が十分ではない外
国人市民等に日本語学習支援を行
います。

実施 継続して実施
国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録・斡旋、
日本語教室ﾈｯﾄﾜｰｸ、外国人
児童支援対策

ボランティアコーディネート、日
本語教室ネットワーク、外国人
児童支援を実施した。

ボランティアコーディネート（外
国人児童支援を含む）、ボラン
ティア研修、日本語教室ネット
ワーク

国際交流プラザにおいて、ボラ
ンティアとのマンツーマン形式
等による外国人市民への日本
語学習を実施 297件

国際交流プラザにおいて、ボランティ
アとのマンツーマン形式等による外国
人市民への日本語学習を実施 370件
ほか

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

国際交流協会

233
地域連携コー
ディネーター
事業

　地域の学校・自治会・ボランティア
等と連携を図りながら、日本語の理
解が十分ではない外国人児童とそ
の保護者に対して日本語指導などを
行えるよう調整します。

新規 継続して実施
外国人児童支援、外国人のた
めの防災訓練、市営住宅説明
会、生活情報誌編集翻訳

地域調査・情報収集（3件）、地
域支援（市内保育所・小学校
等49件）等を実施した。

事業終了。 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 終 B
平成24年度より名称変更（プラン
No.233-2「地域連携コーディネート事
業」へ移行）

国際交流課
国際交流協会

233‐2
地域連携コー
ディネート事
業

外国人市民の集住地域における多
文化共生に資する活動を実施しま
す。

新規 継続して実施 － －

美浜区内保育所(年3回）にお
ける保育士への中国語ミニ
レッスンや中国の遊び･童謡の
講義及び保健福祉センター(年
12回））における子育てに係る
支援等を実施した。

美浜区内保育所(年3回）にお
ける保育士への中国語ミニ
レッスンや中国の習慣や文化
紹介及び保健福祉センター(年
12回））における子育てに係る
支援等を実施した。

平成25年度事業終了。 終 B
平成26年度からプランNo.170「多分化
理解推進事業」に統合

国際交流課
国際交流協会

234
青少年サポー
ト事業

　関係機関・団体等と連携を図りな
がら、課題を抱えている児童生徒、
無職少年及び家庭に対し、個々の
実情に即した実務者からなるサポー
トチームを組織し、立ち直りに向けて
の支援（基礎学力支援・進学支援
等）を行います。

ｻﾎﾟｰﾄ対象少
年26人
来所回数520
回
（H23.2.1現在）

継続して実施
サポート対象少年26人   来所
回数655回

サポート対象少年　28人
来所回数　898回

サポート対象少年 45人   来所
回数 838回

サポート対象少年 29人   来所
回数 859回

サポート対象少年 27人   来所回数
445回

○ B
相談者のニーズに答える対応を検討
する必要がある。

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

235
要保護児童対
策及びDV防
止地域協議会

　児童虐待およびＤＶの防止に関
し、関係機関、関係団体等が共通の
認識と理解を持ち、緊密な連絡体制
を構築することにより、児童虐待及
びＤＶの発生予防と早期発見・早期
対応の一層の推進を図るため、外
部委員を含めた協議会を開催しま
す。

設置、代表者
会議２回開催

継続して開催
代表者会議は、未実施。
実務者会議は、各区2回ずつ
実施。

代表者会議を1回、実務者会
議を各区3回ずつ実施した。

代表者会議は1回、実務者会
議は各区毎に3回実施。

代表者会議は、未実施(但し、
25年度相当分を26年5月に開
催)
実務者会議は各区毎に3回実
施

代表者会議は、2回実施した。
実務者会議は、各区3回ずつ実施し
た。

○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

236
児童虐待対策
事業

　児童虐待を防止し、虐待の早期発
見、早期対応、保護、支援に至るま
での取り組みを図ります。なお、「児
童虐待の防止等に関する法律」の一
部改正に伴い、虐待の定義及び通
告範囲の拡大、さらにはマスコミ等
による虐待事件の報道がなされるこ
となどから虐待の通告が増加してい
るため、保健福祉センター等関係機
関との連携強化を図ります。

虐待対応チー
ム会議10回、
関係機関への
研修会11月開
催

虐待対応チー
ム会議は随
時、関係機関
研修会を開催
予定

虐待対応チーム会議は年８回
開催。関係機関研修会を開11
月に開催

・児童虐待への適切な対応を
行った（572件）。
・区こども家庭課との連携を図
り、軽微なケースについて区対
応とするとともに、虐待対応に
ついて、区も含めた全市的な
底上げを図った（区対応118
件。研修の実施1回）。
・弁護士相談を積極的に活用
した（13件）。
・保育所等の関係機関職員研
修の充実を図った（67人参
加）。

・児童虐待への適切な対応を
行った（815件）。
・区こども家庭課との連携を図
り、軽微なケースについて区対
応とするとともに、虐待対応に
ついて、区も含めた全市的な
底上げを図る（区対応172件。
初任者向け研修・経験者向け
研修の実施各1回）。
・弁護士相談の積極的な活用
を行う（16件）。
・保育所等の関係機関職員研
修の充実を図る（市内幼稚園
及び認可外保育施設職員を対
象に実施し53人参加）。

・児童虐待への適切な対応を
行った（813件）。
・区こども家庭課との連携を図
り、軽微なケースについて区対
応とするとともに、虐待対応に
ついて、区も含めた全市的な
底上げを図る（区対応167件。
初任者向け研修・経験者向け
研修の実施各1回）。
・弁護士相談の積極的な活用
を行う（21件）。
・保育所等の関係機関職員研
修の充実を図る（市内幼稚園
及び認可外保育施設職員を対
象に実施し58人参加）。

・児童虐待への適切な対応を行った
（７８６件）。
・区こども家庭課との連携を図り、軽
微なケースについて区対応とするとと
もに、虐待対応について、区も含めた
全市的な底上げを図る（区対応１５８
件。初任者向け研修・経験者向け研
修の実施各1回）。
・弁護士相談の積極的な活用を行う
（21件）。
・保育所等の関係機関職員研修の充
実を図る（市内幼稚園及び認可外保
育施設職員を対象に実施し３３人参
加）。

○ B
保健福祉センター等関係機関との連
携を図ることはできた。区を含めた全
市的な底上げが必要である。

児童相談所

237
オレンジリボ
ンキャンペー
ン

　増加傾向にある子どもの虐待を防
止するため、子どもの虐待に対して
市民の意識を高める啓発活動を行
います。

リーフレットの
作成・配布、
街頭キャン
ペーン、こども
の力フォーラ
ム、オレンジラ
イトアップなど
を実施

継続して実施

リーフレットの作成・配布、ラッ
ピングバスの運行、街頭キャン
ペーン、千葉城のオレンジライ
トアップ、オレンジリボンツリー
の作成・展示などを実施した。

リーフレットの作成・配布、中
高校生や一般市民によるボラ
ンティアとともに街頭キャン
ペーンを当初1か所の予定を6
か所に増やして実施した。また
オレンジリボンツリーの作成・
展示などを実施した。

リーフレットの作成・配布、中
高校生や一般市民によるボラ
ンティアとともに街頭キャン
ペーンを当初１か所の予定を６
か所に増やして実施した。また
オレンジリボンツリーの作成・
展示などを実施した。

リーフレットの作成・配布、中
高校生や一般市民によるボラ
ンティアとともに街頭キャン
ペーンを６か所で実施し、オレ
ンジリボンツリーの作成・展示
などを実施した。また、びーら
ぶプログラムを旭ヶ丘母子
ホームで、CAPを市内小中学
校各１校で実施した。

啓発物の作成・配布、中高校生や一
般市民によるボランティアとともに街頭
キャンペーンを6か所で実施し、オレン
ジリボンツリーの作成・展示などを実
施した。また、びーらぶプログラム、
CAPを実施した。

○ B
こども家庭支援
課

238

養育支援訪問
事業（育児支
援家庭訪問事
業）

　４か月、１歳６か月児、３歳児健康
診査等の結果、様々な原因で育児
不安の強い家庭・育児ストレス等の
問題によって、子育てに対して不安
や孤立感を抱える家庭、または虐待
に至る恐れ等のリスクを抱える家庭
に対する育児指導等を行います。今
後、事業内容の充実を図ります。

保健師による
家庭訪問を実
施

継続して実施
育児支援家庭訪問実施件数：
2,246件

育児支援家庭訪問件数　2,797
件

育児支援家庭訪問世帯数：延
べ2,229件

育児支援家庭訪問延べ世帯
数：2,019件

養育支援訪問延べ世帯数2246世帯 ○ A

平成２６年度から健診未受診訪問を
拡充して実施。
引き続き、他母子保健事業から、支援
が必要な家庭の早期発見し、当事業
につないでいく。

健康支援課

239

専門職員向け
「虐待発見・対
応マニュアル」
の改正

　「児童虐待の防止等に関する法
律」の一部改正に伴い、児童虐待の
兆候を早期に発見し、関係機関と連
携して対応するためのマニュアルを
改正し、学校等関係機関に配布しま
す。

2,500部
法改正等に併
せて作成し配
布

要保護児童対策及びDV防止
地域協議会の開催や区の虐
待対応業務の開始等に伴い、
増刷ではなく、マニュアル改訂
を検討。検討作業期間を要す
るため、平成23年度対応とす
る。

児童虐待対応マニュアルを改
訂（関係機関に電子データで
配布のみ）

大幅な変更がないため、改訂
せず。（当該マニュアルについ
ては「子どもの虹情報研修セン
ター」援助機関向けページに
掲載している。）

大幅な変更がないため、改訂
せず。（当該マニュアルについ
ては「子どもの虹情報研修セン
ター」援助機関向けページに
掲載している。）

大幅な変更がないため、改訂せず。
（当該マニュアルについては「子どもの
虹情報研修センター」援助機関向け
ページに掲載している。）

○ B

専門職員向け「虐待発見・対応マニュ
アル」の改正大幅な変更がないため、
改訂せず。（当該マニュアルについて
は「子どもの虹情報研修センター」援
助機関向けページに掲載している。）
今後、児童虐待対緒マニュアルを配
布する機関を見直す必要がある。

児童相談所

240
ＭＣＧ（マザー
＆チャイルド
グループ）

　グループミーティングによる親と子
の関係づくりを支援します。

保健所、各区
においてグ
ループミーティ
ングや個別相
談を実施

継続して実施
MCG実施回数：94回、426人参
加。

MCG実施回数　84回
延べ参加者数　412人

MCG実施回数：84回
延べ参加人数：443人

MCG実施回数：85回 MCG実施回数：86回、延べ人数472人 ○ B 健康支援課

241
育児ストレス
相談

　１歳６か月児健診等により育児不
安等で悩んでいる保護者を対象に
心理士・保健師が個別相談を実施し
ます。

各区で心理士
による個別相
談を実施

継続して実施
育児ストレス相談実施回数：
144回、179人参加

育児ストレス相談実施回数
143回
延べ相談者数　203人

育児ストレス相談実施回数：
145回
相談者数：延べ223人

育児ストレス相談実施回数：１
４４回
相談者数：延べ232人

育児ストレス相談実施回数：145回、延
べ人数228人 ○ B 健康支援課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

242
母子緊急一時
保護事業

　ＤＶ被害者等緊急一時的に保護を
必要とする母子をシェルター等の施
設で保護を行います。

10件（H22.3.31
現在）

継続して実施

ＤＶ被害者等緊急一時的に保
護を必要とする母子を母子生
活支援施設で保護を行う。（1
施設、延べ1,321人日）

延べ587人の一時保護を実施
した。

緊急一時保護を必要とするＤ
Ｖ被害者及びその家族642名
について、施設での一時保護
を実施した。
民間の一時保護施設（シェル
ター）を運営する民間団体に対
し補助金を交付し、16名がシェ
ルターを利用した。

緊急一時保護を必要とするＤ
Ｖ被害者及びその家族403名
について、施設での一時保護
を実施した。
民間の一時保護施設（シェル
ター）を運営する民間団体に対
し補助金を交付し、12名がシェ
ルターを利用した。

ＤＶ被害者及びその家族を一時保護
し、社会的自立のための支援を行う民
間団体に対し、補助金を交付した。
入居世帯5世帯、10名
市内母子生活支援施設緊急一時保
護世帯16世帯27人

○ B
こども家庭支援
課

243
児童虐待相談
体制の整備

　市内社会福祉法人で児童家庭支
援センターの運営を行い子どもに関
する様々な相談への対応を図るとと
もに、児童相談所との連携を図りま
す。

相談受付件数
350件
相談対応件数
360件
児童家庭支援
センター３か
所
（H21年度実
績）

継続して実施

子どもに関する相談体制を強
化するため、社会福祉法人が
設置する児童家庭支援セン
ターに補助を行った。（計3か
所）

子どもに関する相談体制を強
化するため、社会福祉法人が
設置する児童家庭支援セン
ターに補助を行った。（計3か
所）

子どもに関する相談体制を強
化するため、社会福祉法人が
設置する児童家庭支援セン
ターに補助を行った。（計3か
所）

子どもに関する相談体制を強
化するため、社会福祉法人が
設置する児童家庭支援セン
ターに補助を行った。（計3か
所）

子どもに関する相談体制を強化する
ため、社会福祉法人が設置する児童
家庭支援センターに補助を行った。
（計3か所）

○ B
こども家庭支援
課

243
児童虐待相談
体制の整備

　児童相談所で、夜間・休日を問わ
ず、いつでも相談に応じられる体制
の整備を図ります。

引き続き夜間
相談員１名を
配置し、子ど
もに関する相
談体制を強化

継続して相談
体制を強化

引き続き夜間相談員１名を配
置し、子どもに関する相談体制
を強化

夜間相談員を1名配置 夜間相談員1名配置 夜間相談員1名配置 夜間相談員1名配置 ○ B 相談体制を強化する必要がある。 児童相談所

244
配偶者暴力相
談支援セン
ター

　配偶者暴力相談支援センターを設
置し、ＤＶ被害者に対する相談業務
や、緊急時における安全確保、情報
提供その他の援助を行います。

未設置
センター設
置、機能の充
実を図る

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

平成25年10月、配偶者暴力相
談支援センター開設
相談専用電話 月～金　午前9
時～午後4時

配偶者暴力相談支援センター
相談専用電話 月～金　午前9時～午
後4時
平成26年度相談件数　1,871件

○ B
こども家庭支援
課

245
開設日の増・
開設時間の延
長

＜母子家庭等就業自立支援セン
ター事業の拡充＞
　各区ごとに週２日、午前９時から午
後３時30分まで、相談に応じていま
すが、開設日の増や時間の延長を
図ります。

各区週２日
午前9時～午
後3時30分

拡充
各区週２日
午前9時～午後3時30分

各区週2日
午前9時～午後3時30分

各区週2日
午前9時～午後3時30分

各区週4日
午前10時～午後4時

各区週4日、午前10時～午後4時30分
で相談業務を実施した。

○ B
こども家庭支援
課

246

就業支援講習
会の拡充（講
習項目の増・
定員の増）

＜母子家庭等就業自立支援セン
ター事業の拡充＞
　「パソコン講習会」に加え、就業に
有利な「医療事務」等講習科目を実
施します。

１項目 ２項目以上
２項目（パソコン講習会、医療
事務講習会）

2項目（パソコン講習会、医療
事務講習会）実施

3項目（パソコン講習会、医療
事務講習会、ヘルパー2級講
習会）

パソコン講習会、介護職員初
任者研修講習会

パソコン講習会（レベル別に2回）、介
護職員初任者研修講習会を実施

○ B
こども家庭支援
課

247
地域生活支援
事業

＜母子家庭等就業自立支援セン
ター事業の拡充＞
　地域生活に係る相談指導を継続
的に実施するとともに、巡回相談、
専門家による特別相談、行政サービ
ス等に関する情報提供を実施しま
す。

未実施 実施
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

次年度以降実施に向けて検討
段階である。

日常生活支援事業等を通じ、ニーズ
の把握に努めるとともに、各種行政
サービスの紹介・あっせん等を行っ
た。

○ B
こども家庭支援
課

248
就職情報提
供・職業紹介・
企業啓発

＜母子家庭等就業自立支援セン
ター事業の拡充＞
　ハローワークと連携し、就職情報
の提供を行うほか、企業に対し、ひ
とり親家庭等の雇用に関する啓発活
動を実施します。

実施 継続して実施 実施 実施 実施 実施 プログラム策定事業実績　63件 ○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

249
教育訓練給付
金事業の推進

＜母子自立訓練給付金の実施＞
　指定する教育訓練講座を受講した
者に対し、受講料の一部を給付しま
す。

実施 継続して実施
自立支援教育訓練給付金支
給件数　１３件

自立支援教育訓練給付金支
給件数　7件

自立支援教育訓練給付金支
給件数　10件

自立支援教育訓練給付金支
給件数　２件 自立支援教育訓練給付金　3件 ○ B

こども家庭支援
課

250
高等技能訓練
促進費事業の
推進

＜母子自立訓練給付金の実施＞
　看護師等経済的自立に効果的な
資格を所得する間の生活費の負担
軽減を図ります。

実施 継続して実施
高等技能訓練促進費支給件
数　４０件
入額支援終了一時金　６件

高等技能訓練促進費支給件
数　53件
入学支援終了一時金支給件
数　8件

高等技能訓練促進費支給件
数　５７件
入学支援終了一時金　２０件

高等技能訓練促進費支給件
数　　５１件
入学支援修了一時金　　１５件

高等職業訓練促進給付金
46件
高等職業訓練修了支援給付金
21件

○ B
こども家庭支援
課

251

母子寡婦福祉
資金貸付事業
（事業開始資
金）の推進

　母子家庭等が、起業する場合に、
事業開始資金の貸付を実施します。

実施 継続して実施 事業開始資金　１件 事業開始資金支給件数　1件
事業開始資金　０件
（※利用は可能であるが、申し
出はなかった。）

事業開始資金　０件
制度の対象として周知を行ったが、実
績なし

○ B 周知を行ったが、実績なし
こども家庭支援
課

252
職業紹介事業
の実施

＜職業紹介事業の実施＞
　千葉市就職相談室で職業紹介を
行い、求人情報の提供を実施しま
す。

実施

国・市の共同
による職業紹
介、求人情報
の提供を実施

6月に稲毛区役所内に国と共
同で、「千葉市ふるさとハロー
ワーク」を設置した。
来所者数　7,600人　就職相
談・職業紹介　5,186人
就職者数　267人

国と共同で「千葉市ふるさとハ
ローワーク」を運営し、国によ
る職業紹介と、市による就労・
生活相談を実施した。
来所者数　15,921人、職業紹
介数　5,200人
就職者数　587人

国と共同で「千葉市ふるさとハ
ローワーク」を運営し、国によ
る職業紹介と、市による就労・
生活相談を実施した。
利用者数　22,307人、職業紹
介数　5,097人
就職者数　580人

千葉市ふるさとハローワーク
利用状況
利用者数　　　　19,605人
職業紹介数　　　4,636人
就職者数　　　　　 685人

千葉市ふるさとハローワーク利用実績
利用者数　　20,798人（稲毛、緑合計）
職業紹介数   4,899人（稲毛、緑合計）
就職者数　　    626人（稲毛、緑合計）

○ B
ふるさとハローワークみどりが開設し
て間もないことから、利用者数が少な
いため、さらなる周知等が必要。

経済企画課

253

保育所・子ど
もルームへの
優先入所の推
進

＜子育て支援策＞
　保育所・子どもルームへの優先入
所（利用）を推進します。

実施
拡充（箇所数
増）

ひとり親家庭の子どもルーム
入所にあたっては、配点を高く
設定している。

ひとり親家庭の子どもルーム
入所にあたっては、配点を高く
設定している。

ひとり親家庭の児童の子ども
ルーム入所にあたっては、配
点を高く設定している。

ひとり親家庭の児童の子どもルーム
入所にあたっては、配点を高く設定し
優先入所扱いしている。

○ B 健全育成課

253

保育所・子ど
もルームへの
優先入所の推
進

＜子育て支援策＞
　保育所・子どもルームへの優先入
所（利用）を推進します。

実施
拡充（箇所数
増）

ひとり親家庭の保育所入所に
あたっては、選考基準の優遇
措置を実施した。

ひとり親家庭の保育所入所に
あたっては、選考基準の優遇
措置を実施した。

ひとり親家庭の保育所入所に
あたっては、選考基準の優遇
措置を実施。

ひとり親家庭の保育所入所に
あたっては、選考基準の優遇
措置を実施。

○ B 保育運営課

254

ファミリー・サ
ポート・セン
ター利用者の
負担軽減

＜子育て支援策＞
　ファミリー・サポート・センターを利
用する際の負担軽減策を検討しま
す。

未実施 実施

ひとり親のファミリー・サポー
ト・センターの利用料の一部を
助成した。
　・助成延人数94人　助成額
207千円

ひとり親のファミリー・サポー
ト・センターの利用料の一部を
助成した。
　・助成延人数112人　助成額
419千円

ひとり親のファミリー・サポート・セン
ターの利用料の一部を助成した。
　・助成延人数83人　助成額579千円

○ B 保育支援課

255
子育て短期支
援事業の推進

＜子育て支援策＞
　子どものショートステイ、トワイライ
トステイを実施するとともに利用料の
負担軽減を図ります。

４か所 継続（４か所）
４か所
ショートステイ　　　　　８８９日
トワイライトステイ　１，５６１日

4か所で実施した。
ショートステイ　　　　1,070日
トワイライトステイ　　1,538日

4か所
ショートステイ　　　　981日
トワイライトステイ　　1,904日

4か所
ショートステイ　　　　875日
トワイライトステイ　　1,105日

5か所
ショートステイ　　　　　885日
トワイライトステイ　　1,897日

○ B
こども家庭支援
課

256
日常生活支援
事業の拡充

＜生活支援策＞
　ひとり親家庭等に生活支援員を派
遣し、家事援助等実施しています
が、育児援助を追加するほか、利用
時間等の拡充を図ります。

家事支援
家事支援・育
児支援

家庭生活支援員派遣延べ回
数　２７回

家庭生活支援員派遣延べ回
数　5回

家庭生活支援員派遣延べ回
数　41回

家庭生活支援員派遣延べ回
数　６６回

家庭生活支援員派遣
延べ回数　27回

○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

257
ひとり親家庭
生活支援事業
の拡充

＜生活支援策＞
【下記】生活支援事業を効果的に実
施します。
（現状）土日・夜間電話相談、生活支
援講習会、ひとり親家庭交流事業
（新規）父子家庭専用相談ダイヤル
設置、児童訪問援助の実施

３事業 継続して実施
土日・夜間電話相談、生活支
援講習会、ひとり親家庭交流
事業を実施

土日・夜間電話相談、生活支
援講習会、ひとり親家庭交流
事業を実施した。

土日・夜間電話相談、生活支
援講習会を実施

土日・夜間電話相談、生活支
援講習会を実施

土日・夜間電話相談、生活支援講習
会、ひとり親家庭交流事業を実施し
た。

○ B
こども家庭支援
課

258
市営住宅入居
時の優遇措置
の推進

＜生活支援策＞
　ひとり親家庭が市営住宅に入居す
る際の優遇措置を推進します。

実施 継続して実施
空家入居者募集時に優遇措
置を継続した

優遇措置の対象者数（特別抽
選番号の付与）　613名

　優遇措置の対象（特別抽選
番号の付与）となった者は538
名

優遇措置の対象者369名に対
し、特別抽選番号の付与を
行った。

優遇措置の対象者299名に対し、特別
抽選番号の付与を行った。

○ B
延べ2,876名に対して優遇措置を行っ
た。

住宅整備課

259
民間賃貸住宅
入居支援制度
の推進

＜生活支援策＞
　義務教育終了前の子どもを持つひ
とり親世帯に対し、希望に応じた民
間住宅に関する情報提供を行うほ
か、市の住宅施策に関する情報提
供や助言を行います。

実施 継続して実施

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して入居を
拒まない民間賃貸住宅や、福
祉施策等の情報提供を行っ
た。

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して入居を
拒まない民間賃貸住宅や、市
の住宅施策等の情報提供を
行った。

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して入居を
拒まない民間賃貸住宅や、市
の住宅施策等の情報提供を
行った。

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して入居を
拒まない民間賃貸住宅や市の
居住支援策の情報提供を行っ
た。

「すまいアップコーナー」にて、ひとり親
世帯に対して入居を拒まない民間賃
貸住宅や、福祉施策等の情報提供を
継続して行った。
・相談件数3,021件（平成26年度）

○ B
今後も引き続き紹介できる民間賃貸
住宅などの情報収集を行う。

住宅政策課

259‐2
民間賃貸住宅
入居支援補助
制度の推進

　義務教育修了前の子どもを持つひ
とり親世帯に対し、家賃債務保証会
社と保証委託契約を行った場合の
保証委託料（初回分）の一部を補助
します。（千葉市民間賃貸住宅入居
支援制度を利用した方が対象）

実施 継続して実施 － 実施（実績なし）

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して家賃債
務保証会社と保証委託契約を
行った場合の保証委託料（初
回分）の一部を補助した。
※件数1件（予定件数を下回っ
たため、あまり実施できなかっ
た。）

「すまいアップコーナー」にて、
ひとり親世帯に対して家賃債
務保証会社と保証委託契約を
行った場合の保証委託料（初
回分）の一部補助を行った。

「すまいアップコーナー」にて、ひとり親
世帯に対して家賃債務保証会社と保
証委託契約を行った場合の保証委託
料（初回分）の一部を補助を継続して
行った。
・補助件数2件（平成26年度）

○ B 引き続き事業のPRを行う。 住宅政策課

260
養育費に関す
る普及啓発

＜養育費の確保＞
　養育費負担について普及啓発活
動を実施します。

実施 拡充
パンフレット、市政だより、ＨＰ
による啓発

パンフレット・市政だより・ホー
ムページによる啓発を行った。

パンフレット・市政だより・ＨＰに
よる啓発を行った。

パンフレット・市政だよりによる
啓発

パンフレット・市政だよりによる啓発を
行った。

○ B
こども家庭支援
課

261
法律相談の実
施

＜養育費の確保＞
　弁護士による無料法律相談を実施
します。

未実施 実施
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

H25相談実績３件
養育費のテーマを含む講演会におい
て個別相談を行った。

○ B
こども家庭支援
課

262
養育費セミ
ナーの開催

＜養育費の確保＞
　養育費に関する講演会や各種教
室を開催します。

未実施 実施
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

養育費のテーマを含む講演会
を実施した。

養育費のテーマを含む講演会を実施
した。

○ B
こども家庭支援
課

263
離婚前相談及
び父子家庭専
門相談の実施

＜相談・情報提供の充実＞
　ひとり親家庭になる前に必要な情
報を提供していくほか、父子家庭専
用の相談を実施します。

未実施 実施
次年度以降実施に向けて検討
段階である。

ひとり親家庭等を対象とした相
談事業を実施する。

ひとり親家庭等を対象とした相談事業
を実施した。

○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

264
情報提供の充
実

＜相談・情報提供の充実＞
　ひとり親家庭支援ハンドブックの発
行
　ひとり親家庭支援HPの開設

未実施 実施
　ひとり親家庭支援の内容を
HPに掲載

ひとり親家庭支援の情報を
ホームページに掲載した。

ひとり親家庭支援の情報をＨＰ
に掲載した。

ひとり親家庭支援の情報をHP
に掲載

法改正に伴い、ＨＰを更新した。
また、児童扶養手当現況届時にリーフ
レットを同封した。

○ B
こども家庭支援
課

265
区役所相談窓
口の充実

＜相談・情報提供の充実＞
　ひとり親施策に関する全般的な相
談や電話相談を充実します。

実施 拡充
保健福祉センターこども家庭
課で、相談業務を実施した。

保健福祉センターこども家庭
課で相談業務を実施した。

保健福祉センターこども家庭
課で相談業務を実施した。

保健福祉センターこども家庭
課で相談業務を実施する。

ひとり親家庭等に対し、延べ10,253件
の相談を行った。

○ B
こども家庭支援
課

266
父子家庭への
支給

＜児童扶養手当＞
　国の制度改正に伴い、児童扶養手
当を父子家庭にも支給します。

未実施 実施
児童扶養手当を父子家庭延べ
574人に支給した。

児童扶養手当を父子家庭延べ
2,126人に支給した。

児童扶養手当を父子家庭延べ
2,650人に支給した。

児童扶養手当を父子家庭延べ
2,780人に支給した。

児童扶養手当を父子家庭延べ2,802
人に支給した。

○ B
こども家庭支援
課

267
児童扶養手当
の適正な支
給・情報提供

＜児童扶養手当＞
　児童扶養手当制度に関する情報
提供を積極的に実施するほか、給
付業務を推進します。

実施 継続して実施
児童扶養手当のしおりを作成
し、各保健福祉センターの窓
口等に置いた。

児童扶養手当のしおりを作成
し、各保健福祉センターの窓
口等で配布した。

児童扶養手当のしおりを作成
し、各保健福祉センターの窓
口等に置いた。

児童扶養手当のしおりを作成
し、各保健福祉センターの窓
口等に置いた。

児童扶養手当のしおりを作成し、各保
健福祉センターの窓口等に設置した。
また、ＨＰ及び市政だよりに記事を掲
載した。

○ B
こども家庭支援
課

268
母子寡婦福祉
資金の貸付

＜母子寡婦福祉資金の貸付＞
　母子家庭・寡婦に対して、母子寡
婦福祉資金の貸付に関する情報提
供を推進するほか、貸付業務を推進
します。

実施 継続して実施
ＨＰや子育てハンドブックによ
る啓発

ホームページや子育てハンド
ブックによる啓発を実施した。

ＨＰや子育てハンドブックによ
る啓発を実施した。

ＨＰや子育てハンドブックによ
る啓発を実施した。

法改正に伴い、ＨＰを更新し、市政だ
よりに記事を掲載した。

○ B
こども家庭支援
課

269

ひとり親家庭
医療費助成の
推進・現物給
付化

＜各種助成制度等の推進＞
　ひとり親家庭医療費助成を推進す
るほか、現物給付化の実現に向け、
千葉県等関係団体と協議を実施しま
す。

実施 継続して実施

　ひとり親家庭医療費助成を
推進するほか、現物給付化の
実現に向け、千葉県に要望し
た。

ひとり親家庭医療費助成事業
を推進したほか、現物給付化
の実現に向け、千葉県に要望
を行った。

　ひとり親家庭医療費助成事
業を推進するほか、現物給付
化の実現に向け、千葉県に要
望を行った。

　ひとり親家庭医療費助成事
業を推進するほか、現物給付
化の実現に向け、千葉県に要
望を行った。

ひとり親家庭医療費助成事業を推進
するほか、現物給付化の実現に向
け、千葉県に要望した。

○ B
こども家庭支援
課

270
保育所・子ど
もルーム利用
料の負担軽減

＜シングルマザー（未婚の母）のみ
なし寡婦控除＞
　保育所・子どもルームの利用料に
ついて、シングルマザー（未婚の母）
に寡婦控除をみなし適用し、保育料
の軽減を図ります。

未実施 実施 実施（実績なし）

シングルマザー（未婚の母）に
対して寡婦控除のみなし適用
をし、子どもルーム利用料の
減免を行っている。
適用件数　4件

シングルマザー（未婚の母）に
対して寡婦控除のみなし適用
をし、子どもルーム利用料の
減免を行った。
適用件数　3件

シングルマザー（未婚の母）に
対して、寡婦控除のみなし適
用をし、子どもルーム利用料
の減免を行った。

シングルマザー（未婚の母）及びシン
グルファザー（未婚の父）に対して、寡
婦控除のみなし適用をし、子どもルー
ム利用料の減免を行った。

○ B 健全育成課

270
保育所・子ど
もルーム利用
料の負担軽減

＜シングルマザー（未婚の母）のみ
なし寡婦控除＞
　保育所・子どもルームの利用料に
ついて、シングルマザー（未婚の母）
に寡婦控除をみなし適用し、保育料
の軽減を図ります。

未実施 実施

婚姻によらないで母となった世
帯の保育料については、寡婦
控除のみなし適用を行い、負
担を軽減した（減免制度を創
設）。

保育料の軽減額　2,044千円 軽減額1,702千円 軽減額1,450千円 軽減額2,086千円 ○ B 保育運営課

271

当事者団体の
特性を活かし
た委託業務の
推進

＜母子寡婦福祉会等関係団体への
支援＞
　「ひとり親家庭生活支援事業」をは
じめ、母子家庭の母の雇用促進に
寄与することや当事者団体の特性を
活かした委託業務を推進します。

実施 拡充
母子寡婦福祉会に「ひとり親家
庭生活支援事業」を委託した。

千葉市母子寡婦福祉会にひと
り親家庭生活支援事業を委託
した。

　千葉市母子寡婦福祉会にひ
とり親家庭生活支援事業を委
託した。

　千葉市母子寡婦福祉会にひ
とり親家庭生活支援事業等を
委託した。

千葉市母子寡婦福祉会にひとり親家
庭生活支援事業等を委託した

○ B
こども家庭支援
課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

272
母子寡婦福祉
会自主事業へ
の協力

＜母子寡婦福祉会等関係団体への
支援＞
　母子寡婦福祉会が行う自主事業
に関し、会場確保、情報提供等の協
力を実施します。

実施 継続して実施
　母子寡婦福祉会が行う自主
事業に関し、協力を実施した。

千葉市母子寡婦福祉会が行う
自主事業に対し、協力を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会が行う
自主事業に対し、協力を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会が行う
自主事業に対し、協力を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会が行う自主事
業に対し、協力を実施した。

○ B
こども家庭支援
課

273
ひとり親家庭
支援団体の体
制強化

＜母子寡婦福祉会等関係団体への
支援＞
　母子寡婦福祉会の法人化等体制
強化に関し、相談・情報提供等によ
り支援を実施します。

実施 継続して実施
　母子寡婦福祉会の法人化等
体制強化に関し、相談・情報提
供等により支援を実施した。

千葉市母子寡婦福祉会の法
人化等体制強化に関し、相談・
情報提供等により支援を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会の法
人化等体制強化に関し、相談・
情報提供等により支援を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会の法
人化等体制強化に関し、相談・
情報提供等により支援を実施
した。

千葉市母子寡婦福祉会の法人化等
体制強化に関し、相談・情報提供等に
より支援を実施した。

○ B
こども家庭支援
課

274
障害児等療育
支援事業

　障害児（者）施設の有する機能を
活用し、地域での生活支援及び療
育、相談体制の充実を図るととも
に、各種福祉サービスの提供、援助
調整等を行います。

訪問療育 290
件、訪問健診
14件、外来療
育 480件、施
設支援　 4件

障害者総合支
援法の動向を
注視し、継続
して実施

訪問療育　330件
訪問検診　　 3件
外来療育　544件
施設支援　　 6件

・訪問療育　340件
・訪問検診　   1件
・外来療育　694件
・施設支援　　20件

訪問療育　　329件
訪問健診　　   0件
外来療育　　605件
施設支援　　 14件

訪問療育　　276件
訪問健診　　    0件
外来療育　　446件
施設支援　　    9件

訪問療育　　303件
訪問健診　　   0件
外来療育　　453件
施設支援　　   7件

○ C-1

障害福祉サービスを利用するために
必要なサービス等利用計画の作成対
象者を拡大したことにより、計画相談
支援事業所の参入が進んだ。
平成２５年４月：４９事業所　平成２６年
４月：５９事業所　平成２７年４月：７３
事業所
このため、障害福祉サービス利用者
の相談窓口の整備が進んだことによ
り、目標値達成とはならなかった。

障害福祉サービ
ス課

275

障害者介護給
付等事業（障
害児の福祉
サービス）

　障害児（者）の日常生活の支援等
のサービスを提供します。

実施

障害者総合支
援法を注視
し、継続して
実施

障害児（者）の日常生活の支
援等の事業を実施した。

障害児（者）の日常生活の支
援等の事業を実施した。

障害児（者）の日常生活の支
援等の事業を実施した。

利用延べ人数　20,418人
障害児（者）の日常生活の支援等の
事業を実施した

○ B
障害福祉サービ
ス課

276

障害福祉サー
ビス事業（児
童ディサービ
ス）

　障害児に対する、障害児施設等に
おける、基本的な動作の指導、集団
生活への適応訓練を行います。

延べ利用者数
4,206人

現行法を廃止
する動きがあ
るため、国の
動向を注視し
継続して実施

延べ利用者数 5,188人 延べ利用者数 5,900人 平成23年度で事業終了。 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 終 B
法改正による。（プランNo276-2「障害
児通所支援事業」へ移行）

障害福祉サービ
ス課

276‐2
障害児通所支
援事業

障害児が、日常生活における基本
的な動作や、生活能力向上のため
の必要な訓練、治療等を、障害児施
設等において行う。

延べ　10,363
人に実施

継続して実施 － － 延べ　10,363 人に実施した。 利用延べ人数　12,300人 延べ利用者数　13,307人 ○ B

事業者の意見等を聞き、引き続き適
切な支援が行われ、また発達障害へ
の対応など支援者の専門性が向上す
るよう必要な措置を講じていく。

障害福祉サービ
ス課

277

地域生活支援
給付事業（日
中一時支援放
課後対策型）

　主として、放課後において、施設等
で継続的に預かり、社会に適応する
ための訓練及び見守り等の支援を
行います。

延べ利用者数
2,442人

現行法を廃止
する動きがあ
るため、国の
動向を注視し
継続して実施

延べ利用者数 3,034人 延べ利用者数 3,916人 平成23年度末で事業終了。 平成23年度事業終了。 平成23年度事業終了。 終 B
法改正による。（プランNo276-2「障害
児通所支援事業」へ移行）

障害福祉サービ
ス課

278
心身障害児総
合通園セン
ター運営

　障害児の早期発見、早期療育の
観点から、心身障害の相談、指導、
診断、検査、判定等を行うとともに、
障害に応じた療育訓練を行います。

療育センター
及び大宮学園
で実施

継続して実施
心身障害児総合通園センター
の管理運営を社会福祉事業団
に委託し、実施した。

障害児の早期発見、早期療育
の観点から、心身障害の相
談、指導、診断、検査、判定等
を行うとともに、障害に応じた
療育訓練を行った。

利用延べ人数
　・療育相談所　21,147人
　・すぎのこルーム　4,266人
　・やまびこルーム　2,723人
　・たけのこルーム　3,947人
　・ひまわりルーム　8,483人

利用延べ人数
・療育相談所19,682人
・すぎのこルーム3,942人
・やまびこルーム3,005人
・たけのこルーム3,471人
・ひまわりルーム7,585人

利用延べ人数
・療育相談所18,437人
・すぎのこルーム4,639人
・やまびこルーム3,313人
・たけのこルーム3,688人
・ひまわりルーム8,087人

○ B

障害児の早期発見、早期療育の観点
から、心身障害の相談、指導、診断、
検査、判定等を行うとともに、障害に
応じた療育訓練を行なった。

障害福祉サービ
ス課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

279
心身障害児施
設への入所

　心身障害児を施設に入通所させ、
これを保護するとともに、将来にわ
たって必要な療育・訓練（一部施設
では療養）を行います。

延べ利用者数
1,214人
施設数　23か
所

障害者総合支
援法の動向を
注視し、継続
して実施

延べ利用者数 995人（市立施
設を除く）

延べ助成件数　1,179件
延べ 648 人の助成を実施し
た。

利用延べ人数
・契約入所　３７９人
・措置入所　３５６人

延べ利用者数
契約入所　276人
措置入所　409人

○ B

障害児入所支援を利用している障害
児が18 歳に到達した際に、障害者総
合支援法のサービスへ円滑に移行で
きるよう、関係諸機関と連携しつつ対
応していく。

障害福祉サービ
ス課

280
重症心身障害
児(者)通園事
業

　重症心身障害児（者）に対し、通園
の方法により、日常生活動作、運動
機能等に係る訓練、指導等必要な
療育を行うとともに、保護者等にも療
育技術を習得してもらいます。

支給決定者数
17人
施設数　2か
所

障害者自立支
援法の動向を
注視し、継続
して実施

支給決定者数 173人（市立施
設を除く）

延べ助成件数　168件 平成23年度末で事業終了。 平成24年度事業終了。 平成24年度事業終了。 終 B 法改正により事業終了。
障害福祉サービ
ス課

281
トイライブラ
リー

　心身障害児が、おもちゃを通じて
遊ぶことにより、機能回復と能力発
達を促進します。

毎月第１・３土
曜日に、療育
センターすぎ
のこルームで
実施

継続して実施
毎月第１・３土曜日に、療育セ
ンターすぎのこルームで実施し
た。

延べ利用者数　210人 延べ利用者数　229人

療育センター すぎのこルーム
で、２１回実施
地域生活支援センターふらる
で、１０回実施
延べ利用者数３００人

療育センターすぎのこルームで１９回
実施
地域生活支援センターふらるで８回実
施
延べ利用者数２５３人

○ B

毎年度事業を実施したこと、及び、利
用者数は５年間で増加傾向にあること
から、計画どおりと評価する（H25年度
に比べてH26年度の延べ利用者数は
減少したが、１回あたりの利用者数は
ほぼ同数）。
【延べ利用者数】
H22：299人、H23：210人、H24：229人、
H25：300人、H26：253人

障害者自立支
援課

282

重度障害児
(者)日常生活
用具給付事業
（障害者自立
支援日常生活
用具給付）

　障害者（児）に対し、日常生活用具
を給付します。

支給件数
5,453件

継続して実施 支給件数 14,679件 支給件数　15,637件 支給件数　16,238件 延１７，０７５件【者・児】 延１７，６５０件【者・児】 ○ B
障害者自立支
援課

283

身体障害児補
装具給付事業
（障害者自立
支援補装具給
付）

　障害者（児）に対し、補装具を給付
します。

支給件数685
件

継続して実施 支給件数 1,651件 支給件数　1,748件 支給件数　1,647件 延１，７７７件【者・児】 延１，７４３件【者・児】 ○ B
障害者自立支
援課

284
重症心身障害
児施設運営

　重症心身障害児に、治療と日常生
活の指導などのサービスの提供を
行います。

桜木園で実施 継続して実施
重症心身障害児施設の管理
運営を社会福祉事業団に委託
し、実施した。

重症心身障害児に、治療と日
常生活の指導などのサービス
の提供を行った。

利用延べ人数
　・入所　17,885人
　・通所　　2,524人

利用延べ人数
・入所18,195人
・通所2,815人

利用延べ人数
・入所18,077人
・通所2,915人

○ B
重症心身障害児に、治療と日常生活
の指導などのサービスの提供を行っ
た。

障害福祉サービ
ス課

285
障害児福祉手
当支給事業

　年４回手当を支給します。
平成21年度末
支給見込み延
べ　4,913人

継続して実施 延べ支給件数 5,090件 延べ支給件数　5,276件 延べ支給件数　5,355件 延べ支給者数　５，２７７人 延べ支給者数　５，３３６人 ○ B
障害者自立支
援課

286
心身障害児童
福祉手当支給
事業

　年３回手当を支給します。

・精神障害１
級を新たに対
象者に加える
平成21年度末
支給見込　延
べ11,398人
・手当額の変
更を行う（単独

継続して実施 延べ支給件数 11,640件 延べ支給件数　11,372件 延べ支給件数　11,543件 延べ支給者数１１，１４１人 延べ支給者数　１１，０９４人 ○ B
障害者自立支
援課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

287
心身障害児医
療費助成事業

　医療費の自己負担額を助成しま
す。

助成件数
16,308件

継続して実施 延べ支給件数 13,108件 延べ助成件数　12,327件

助成件数　10,280件
（※当初予測した申請件数より
少なかったため、予定助成件
数を下回り、実施件数は減少
したが、申請に対する助成は
継続実施している。）

延９，７８０件【児】 延8,810件（児） ○ B
障害者自立支
援課

288

心の輪を広げ
る体験作文・
障害者週間ポ
スター事業

　障害者理解の促進を図るため、作
文およびポスターを募集します。

内閣府に本市
の最優秀作品
を推薦。12月
の障害者週間
に開催する
「千葉市障害
者福祉大会」
で表彰

継続して実施

 【応募作品数】
（1）作文：50編
（2）ポスター：14点
【障害者福祉大会での表彰】
（1）開催日：平成22年12月4日
（2）作文：3編
（3）ポスター：2点

・心の輪を広げる体験作文
小・中・高・一般の部において
募集し、小学生20編、中学生
35編、高校一般11編の応募が
あった。
・障害者週間のポスター
小・中学生の部において募集
し、小学生23点、中学生5点の
応募があった。

●心の輪を広げる体験作文
　小・中・高・一般の部において
募集し、小学生１４編、中学生
３８編、高校一般９編の応募が
あった。
●障害者週間のポスター
　小・中学生の部において募集
し、小学生１３点、中学生３６点
の応募があった。

※心の輪を広げる体験作文
　小・中・高・一般の部において
募集し、小学生１２編、中学生
３３編、高校一般４８編の応募
があった。
※障害者週間のポスター
　小中学生の部において募集
し、小学生１０点、中学生２９点
の応募があった。

平成２６年１２月２０日に実施。参加人
数２２５人。

○ B

毎年度、安定して参加者を確保でき
た。
【参加人数】
H22：208人　H23：212人　H24：229人
H25：213人　H26：225人

障害者自立支
援課

289
肢体不自由児
激励会事業

　肢体障害児と保護者の交流と親睦
を図ります。

毎年12月、千
葉市ハーモ
ニープラザで
実施

継続して実施
6月25日、千葉市ハーモニープ
ラザで実施した。

平成23年7月1日にハーモニー
プラザで実施した。

予定どおり平成24年12月15日
に千葉市ハーモニープラザに
て実施。参加人数２２９人。

平成２５年１２月２１日に実施。
参加人数２１３人。

平成２６年１２月２０日に実施。参加人
数２２５人。

○ B

毎年度、安定して参加者を確保でき
た。
【参加人数】
H22：208人　H23：212人　H24：229人
H25：213人　H26：225人

障害者自立支
援課

290
知的障害児激
励会事業

　知的障害児と保護者の交流と親睦
を図ります。

毎年６月、千
葉ポートア
リーナで実施

継続して実施
12月18日、千葉ポートアリーナ
で実施した。

平成23年12月17日に千葉ポー
トアリーナで実施した。

予定どおり平成24年7月3日に
千葉ポートアリーナにて実施。
参加人数１，９００人。

予定どおり平成２５年７月２日
に実施。参加人数約１,９００
人。

平成２６年７月１日に実施。参加人数
約１,９８１人。

○ B

毎年度、参加者は増加傾向にある。
【参加人数】
H22：1,660人　H23：1,800人　H24：
1,900人　H25：1,937人　H26：1,981人

障害者自立支
援課

291
特別児童扶養
手当支給事業

　特別児童扶養手当の支給（４、８、
11月の年３回、国が支給、全額国
費）に係る取扱事務

各種申請書等
の受付および
相談事業の実
施

継続して実施
各種申請書等の受付及び相
談事業を実施した。

・支給月額：１級50,550円、２級
33,670円
 ・年度末現在の受給者数：
1,224人

支給月額：１級50,400円、2級
33,570円
年度末現在受給者数：1,478人

特別児童扶養手当事業の所
得状況届の印刷を行った。

特別児童扶養手当の事業の所得状
況届の印刷を行った。

○ B
障害者自立支
援課

292
エレベーター
設置事業

　車椅子を利用している児童・生徒
の学校生活向上、児童・生徒や保護
者、学校関係者の負担軽減のため
校舎にエレベーターを設置します。

設置工事：中
学校１校、実
施設計　：小
学校１校・中
学校２校

車椅子利用の
児童・生徒が
入学、進学す
る学校に設置

小学校　設置工事2校、中学校
設置工事4校
小学校　実施設計1校、中学校
実施設計2校

実施設計：小学校5校
設置工事：小学校2校　中学校
1校

エレベータ設置工事、実施設
計など実施した。
設置工事：小学校5校
実施設計：小学校3校、中学校
3校

エレベータ設置工事、実施設
計など実施した。
設置工事：小学校3校、中学校
2校
実施設計：小学校4校、中学校
1校

エレベータ設置工事、実施設計など実
施した。
設置工事：小学校4校、中学校2校
実施設計：小学校2校

○ B
今後も引き続きエレベーター設置の求
められる学校から優先的に整備を進
めていく。

学校施設課

292‐2
療育センター
管理運営

　障害児の早期発見、早期療育の
観点から、相談、指導、診断、検査、
判定等を行うとともに、障害に応じた
訓練等を行います。

実施 継続して実施
療育センターの管理運営を社
会福祉事業団に委託し、実施
した。

障害児の早期発見、早期療育
の観点から、相談、指導、診
断、検査、判定等を行うととも
に、障害に応じた訓練等を行っ
た。

利用延べ人数
　・療育相談所　21,147人
　・すぎのこルーム　4,266人
　・やまびこルーム　2,723人

利用延べ人数
・療育相談所19,682人
・すぎのこルーム3,942人
・やまびこルーム3,005人

利用延べ人数
・療育相談所18,437人
・すぎのこルーム4,639人
・やまびこルーム3,313人

○ B

障害児の早期発見、早期療育の観点
から、相談、指導、診断、検査、判定
等を行うとともに、障害に応じた訓練
等を行なった。

障害福祉サービ
ス課

292‐3
障害のある子
どもの学校生
活サポート

　学校生活で支援の必要な子どもに
対してボランティアを派遣します。

市民からボラ
ンティアを募
集して配置

継続して実施
児童生徒１３名に対し、２９名
のボランティアを合計２８７回
派遣した。

市民からボランティアを募集し
て配置
対象児童生徒数　15名
ボランティア人数  30名
派遣回数　400回

市民からボランティアを募集し
て配置
　対象児童生徒数　13名
　ボランティア人数  25名、派
遣回数　530回

ボランティア派遣児童生徒数
12名
ボランティア派遣回数　　573回
ボランティア人数　23名

ボランティア派遣事業
・登録児童生徒数　　10人
・登録ボランティア数 17人
・派遣回数 424回
特殊機器の貸出　階段昇降機4台
FM補聴器4組

○ B
ボランティアの確保及び貸出機器の
劣化等への対応が課題

養護教育セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標８ 支援が必要な子どもと家庭への対応 

292‐4
教育情報誌発
行事業

　「養護教育センターだより」や「特別
支援教育リーフレット」を作成し、ネッ
トワーク（Cabinet）に掲載して、特別
支援教育の理解推進を図ります。

各学校にネッ
トワーク
（Cabinet）で
配信する

継続して実施

「養護教育センターだより」を２
回、「特別支援教育リーフレッ
ト」を34,000部作成し、全小中
学校等に配布した。

・特別支援教育リーフレットに
「特別支援学級の学習指導の
あり方（自立活動・交流及び共
同学習・進路学習）」の中間ま
とめを掲載。
・養護教育センターだよりにつ
いては、Cabinetで各学校に
ニュース配信することで廃止。

特別支援教育ハンドブック「特
別支援学級の学習指導のあり
方（自立活動・交流及び共同
学習・進路指導）」を作り、各学
校等に配布。
養護教育センターだよりについ
ては、Cabinetで各学校に
ニュース配信することで廃止。

「特別支援学級担任の学習指
導の在り方（指導案編）」をまと
め、ホームページに掲載した。

研究Ⅰ　特別支援学級担任の学習指
導の在り方（指導案編）　ホームペー
ジに記載
研究Ⅱ　LD等通級指導教室の現状と
課題　研究報告書の作成・配布

○ B
タイムリーな情報を提供するための
ホームページの更新、内容見直しが
課題。

養護教育セン
ター

292‐5
発達障害者支
援センターの
運営

　発達障害に関する相談に応じると
ともに、関係機関との連携を図りま
す。

発達障害者支
援センターを
運営し、相談
等を実施

継続して運営
し、相談等を
実施

発達障害者支援センターを運
営し、相談等を実施した。

発達障害者支援センターを運
営し、相談等を実施した。

発達障害者支援センターを運
営し、相談等を実施した。

発達障害者支援センターを運
営し、相談等を実施した。

発達障害者支援センターを運営し、相
談等を実施した。

○ B
障害者自立支
援課

292‐6
障害者相談支
援事業

　障害者の生活全般についての相
談に対して支援します。

８か所（７法
人）で実施

継続して実施 8か所（7法人）で実施した。 8か所（7法人）で実施した。 8か所（7法人）で実施した。 8か所（7法人）で実施した。 8か所（7法人）で実施した。 ○ B
障害福祉サービ
ス課

292‐7
障害者就労支
援講座の開催

　就職を希望する特別支援学校高
等部生徒を対象にパソコンの基本操
作とともにビジネスマナーなど就職
に必要な技能の習得を図る講座を
開催します。

実施 継続して実施

前述の生徒10名を対象に講座
を実施
①パソコン講座　　　　：3時間
×6日
②ビジネスマナー講座：3時間
×2日

対象者数　20名(うち9名就職)
実施期間　7日間
　（パソコン講座：5日間、ビジ
ネスマナー講座：2日間）

●対象者：20名(うち9名就職)
●実施期間：8日間
　（パソコン講座：6日間、ビジ
ネスマナー講座：2日間）

・対象者２０名
・実施期間：７日間
　（パソコン講座５日間、ビジネ
スマナー講座２日間）

終 B
平成２５年度まで計画どおりに実施し
た。（平成２５年度で事業廃止）

障害者自立支
援課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

293
交通安全教育
事業

　子どもの交通安全を図るため、安
全交通推進員が小学校・保育所等
を訪れ、交通安全教室を開催し、交
通ルールとマナーの指導・啓発活動
を行います。

平成22年度見
込み
目標回数232
回。内幼児は
188回。(81.0%)

継続して実施
交通安全教室を232回実施し
た。

交通安全教室を222回実施し
た。

実施回数215回。内幼児は198
回。(92.1%)

実施回数２１６回。内幼児は２
０４回。(９４．４％)

実施回数２２０回。内幼児は２０９回（９
５％）

○ B

年度によって計画を多少下回る年も
あったが、いずれの年も概ね計画通り
実施できた。今後も継続して実施す
る。

市民サービス課

294
学校セーフ
ティウォッチ事
業

　児童生徒の登下校時における見
守りや学区のパトロール等、安全確
保を目的にした各学校ごとの地域住
民・保護者等からなる学校安全ボラ
ンティア活動の支援や各学校へ防
犯用品等の配布を行います。

18,500人
（H22.3.31現
在）。花園中
学校区推進委
員会２回開
催。防犯訓練
の公開、こど
も110番のい
えと連携した
実践、講演会
等を実施

継続して実施

学校セーフティウォッチャーの
登録者数は２３年３月末現在
で約20,600名。講習会を３回開
催。若松中学区を推進地域と
して地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業を進めた。

・市内すべての市立小・中・特
別支援・高等学校において、学
校安全ボランティア活動を行う
ほか、その支援や各学校へ防
犯用品等の配布を行った。
・学校セーフティウォッチャー登
録者数　23,151人
・「地域ぐるみの学校安全体制
整備推進事業」を草野中学校
区で実施した。

市内すべての市立小・中・特別
支援・高等学校において、学校
安全ボランティア活動を行った
ほか、その支援や各学校へ防
犯用品等の配布を行った。
　学校セーフティウォッチャー
登録者数　23,734人
　・「地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業」を誉田中学
校区で実施した。

市内すべての市立小・中・特別
支援・高等学校において、学校
安全ボランティア活動を行った
ほか、その支援や各学校へ防
犯用品等の配布を行った。
　学校セーフティウォッチャー
登録者数　25,271人
　・「地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業」を松ケ丘中
学校区で実施した。

市内すべての市立小・中・特別支援・
高等学校において、学校安全ボラン
ティア活動を行ったほか、その支援や
各学校へ防犯用品等の配布を行っ
た。
　学校セーフティウォッチャー登録者
数　26,855人
　・「地域ぐるみの学校安全体制整備
推進事業」を高洲第一中学校区で実
施した。

○ A 学事課

294
学校セーフ
ティウォッチ事
業

　学校ごとに地域住民等の「学校安
全ボランティア」を育成し、校内パト
ロール、通学路、横断歩道の見守り
などを行うことを検討します。

市内小学校
（特別支援学
校含む）1年生
に防犯ブザー
を貸与し防犯
教室を実施

継続して実施

市内小学校（特別支援学校含
む）1年生に防犯ブザーを貸与
し防犯教室を実施した。（9,300
個）

市内小学校（特別支援学校を
含む）1年生に防犯ブザーを貸
与し、防犯教室を実施した。

市内小学校（特別支援学校含
む）１年生全員に防犯ブザーを
貸与するとともに、防犯指導を
実施した。

小学校１年生の登下校等の安
全を確保するために、防犯ブ
ザーを貸与した。　８２６５人

小学校１年生の登下校等の安全を確
保するために、８２６１人の１年生に防
犯ブザーを貸与した。

○ B 保健体育課

295
乳幼児の事故
予防教育の強
化

　医師・保健師等による乳幼児にお
こりやすい事故予防の講演会を実
施します。

各区年１回講
演会を実施、
４ヶ月健診時
にパンフレット
を配布

継続して実施

育児講座の開催回数：6回、
128人参加
4か月児健診での健康教育の
実施：160回

育児講座や4か月児健診に
て、こどもの事故予防について
啓発した。
育児講座開催数：6回、138人
参加
4か月児健診開催数：160回、
受診者数7,906人

育児講座開催回数：6回　191
人参加
４か月児健康診査開催回数：
160回　受診者数7,744人

育児講座開催回数：６回
４か月児健康診査開催回数：１
６０回

育児講座開催回数：６回　１８３人参加
４か月児健康診査開催回数：１６０回
７,４５３人受診

○ B 心肺蘇生法の周知を強化していく。 健康支援課

296
救命講習会の
推進

　応急手当の講習会を実施します。

459回開催
受講者数
8,443人（H21
年度実績）

救命講習会受
講者数を毎年
８，０００人と
する。

救命講習会を年間４８２回開催
し、８，４５７人が受講した。

・こども救命講習会をセーフ
ティー千葉にて2回実施した。
・参加者数　19人
・育成フェスタ（青少年の日）で
実施した。
参加者数　8人
・救命講習会を486回開催し
た。
受講者数　8,494人

　こども救命講習会を「応急手
当普及啓発実施要綱」上に位
置付け、各消防署において開
催した。
　こども救命講習会開催回数
8回　 受講人数　 364人
　青少年の日フェスタ　　　50人
　救命講習会開催回数　550回
　受講人数　　　　　　　 8,995人

　こども救命講習会を「応急手
当普及啓発実施要綱」上に位
置付け、各消防署において開
催した。
こども救命講習会
 開催回数　 　9回
 受講人数　 444人
青少年の日フェスタ　　　 50人
　
普通救命講習会
 開催回数　   553回
 受講人数  8，528人

こども救命講習会の実施　12回/年
　青少年フェスタ　　52人
　救命講習会の開催　762回/年
　救命講習会の受講者数15,520人/年

○ A

こども救命講習会の実施、救命講習
会の開催、青少年フェスタ及び救命講
習会の受講者数、いずれにおいても、
計画以上の成果があった。

救急課

実施状況目標値 実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

所管課実施状況実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
進捗
状況

評価 達成状況、課題等現状値

基本目標９ 子どもの安全の確保 

- 61 -



３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

実施状況目標値 実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

所管課実施状況実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
進捗
状況

評価 達成状況、課題等現状値

基本目標９ 子どもの安全の確保 

297

防犯対策事業
（防犯パトロー
ル隊支援事
業・防犯カメラ
設置事業）

　市民による防犯活動を支援するた
め、パトロールに必要な物品を提供
します。
　また、繁華街における犯罪や悪質
な客引き等の未然防止のため、防
犯カメラを設置し、地域と警察と協力
して運用します。

　防犯カメラに
ついては、繁
華街における
犯罪や客引き
等の未然防止
のため、継続
して設置。
　防犯パト
ロール隊支援
については、
市民による防
犯活動を支援
するため、パト
ロールに必要
な物品を提供

継続して実施

防犯パトロール隊支援を57団
体に対して行った。
防犯カメラ設置32台の管理を
行った。

・防犯パトロール隊支援を49団
体に対して行った。
・防犯カメラ設置10基の管理を
行った。

支援物品配付　39団体

防犯カメラ10基の管理

防犯パトロール隊支援物品
新規団体　　１６団体
２回目団体　１０団体
その他団体　１団体

防犯カメラの設置管理

防犯パトロール隊支援物品
新規団体7団体
２回目団体８団体
その他団体０団体

防犯カメラの設置管理

○ C-1

パトロール活動者の高齢化等で既存
団体が統廃合されたことや結成に至
らないことによりパトロール隊数が伸
びず、支援物品配付数が計画を下
回った。
今後は、パトロール隊数の増加に加
え、既存団体への支援の方法につい
て検討する。

市民サービス課

298

防犯対策事業
（防犯街灯補
助金交付事
業）

　夜間、歩行者が安全に通行できる
よう町内自治会等が設置する防犯
街灯について設置費や管理費等の
補助を行うなど、街灯の設置を推進
します。

町内自治会等
が設置する防
犯街灯につい
て、設置費や
管理費等の補
助を行い、街
灯の設置を推
進

・継続して実
施
・LED灯設置
への助成840
灯

49,633灯の管理費、4,643件の
修理費、271灯の設置費の一
部について補助金を交付し
た。

49,713灯の管理費、4,114件の
修理費、235灯の設置費の一
部について補助金を交付し
た。

設置費　　　221灯
修理費　　4,142件
管理費　 50,425灯

設置費　204灯
修理費　3,999件
管理費　50,793灯

設置費184灯
修理費3,818件
管理費50,945灯

○ C-1

LED灯への設置補助について、初期
費用が水銀灯に比べ割高であったた
め、LED灯の設置灯数が目標量に達
しなかった。H26年度からはLED灯を
設置する際の自己負担額が軽減され
るよう補助制度を改正し、また27年度
には新規設置はLED灯のみを認める
こととした。さらに、H28年度には防犯
街灯LED化事業として、市内の防犯街
灯を一括でLED灯に交換する事業を
実施することで、LED化を推進する。

市民サービス課

299

住宅の防犯性
向上と防犯に
関する意識の
啓発を含めた
住情報の提供

　住宅の防犯性を高めるための設
計・設備等の普及を図るとともに、住
宅における防犯に関する意識の啓
発を行います。

実施 継続して実施

「すまいアップコーナー」にて、
防犯に関する情報（冊子等）を
提供し、ホームページ上で周
知を図った。

「すまいアップコーナー」にて、
防犯に関する情報（冊子等）を
提供し、ホームページ上でも周
知を図った。

「すまいアップコーナー」にて、
防犯に関する情報（冊子等）を
提供し、ホームページ上でも周
知を図った。

「すまいアップコーナー」にて、
防犯に関する情報（冊子、パン
フレット等】を提供するととも
に、ホームページでも周知を
図った。

「すまいアップコーナー」にて、防犯に
関する情報（冊子等）を提供し、ホーム
ページ上でも周知を図った。
・相談件数3,021件（平成26年度）

○ B
引き続き防犯に関する情報収集を行
う。

住宅政策課

300
「青少年の日」
「家庭・地域の
日」関連事業

　毎年９月第３土曜日を「青少年の
日」、毎月第３土曜日及び翌日曜日
を「家庭・地域の日」、毎年９月第３
土曜日から１週間を「青少年の日」
つながりウィークと定め、関連する
様々な活動を市民総がかりで実践し
ます。
　具体的な取組みとして、庁内の青
少年育成施策の関係機関による事
業推進会議を開催するほか、「青少
年の日」に「青少年の日」及び「家
庭・地域の日」事業実行委員会と市
が協力して「青少年の日フェスタ」を
開催し、青少年の健全育成に市民
総がかりで取組む機運を高めていく
場とします。

「青少年の日」
及び「家庭・地
域の日」事業
推進会議を年
２回開催。
「青少年の日
フェスタ」を年
１回開催（H21
年度参加者
数：延べ3,801
人）

「青少年の日」
及び「家庭・地
域の日」事業
推進会議を年
２回開催す
る。
「青少年の日
フェスタ」を年
１回開催（目
標参加者数：
延べ約4,000
人）

平成22年9月18日(土)に「青少
年の日フェスタ」を生涯学習セ
ンターで開催した。参加者
3,167人。
小学生以上の青少年を対象と
した工作教室、講座を中心に
実施した。

平成23年9月17日に「青少年
の日フェスタ」を生涯学習セン
ターで開催し、小学生以上を
対象とした工作教室、講座を
中心に実施した。
参加者数　4,504人

平成24年9月15日(土）に「青少
年の日フェスタ」を生涯学習セ
ンター及び子ども交流館で開
催した。参加者5,787人が参加
をした。小学生以上を対象とし
た工作教室、口座を中心に開
催した。合唱発表会では、小
学校2校、中学校6校、高校4校
が参加した。子ども交流館で
行われたダンス発表会では、
高校5チーム、大学2チームが
参加した。

平成25年9月21日(土）に「青少
年の日フェスタ」を生涯学習セ
ンター及び子ども交流館で開
催し、4,573人が参加をした。小
学生以上を対象とした工作教
室、講座を中心に開催した。合
唱発表会では、小学校2校、中
学校2校、高校4校が参加し
た。子ども交流館で行われた
ダンス発表会では、小学校3
チーム、高校4チーム、大学1
チームが参加した。

平成26年9月20日(土）に「青少年の日
フェスタ」を生涯学習センター及びき
ぼーるにて開催した。参加者は延べ
4,613人だった。
平成26年4月22日（火）に「青少年の
日」及び「家庭・地域の日」事業推進会
議を開催した。
平成26年4月25日（金）「青少年の日」
及び「家庭・地域の日」事業実行委員
会を開催した。

○ B
今後は、事業の見直しを図り、対象を
明確にし、より効果的な事業の実施を
図る。

健全育成課

301
こども110番の
いえ

　登下校時を中心に児童・生徒の安
全を確保するため、地域住民の協力
をいただき、緊急避難場所として「こ
ども110番のいえ」を青少年育成委
員会を通して登録を依頼し、ステッ
カーを掲示し、地域ぐるみでこどもた
ちの安全を守ります。

現在、登録の
拡大を図り、
地域の多くの
方の協力を得
ながら、児童
生徒の安全を
確保。
登録11,040件
（H22.３月末現
在）

登録の拡大を
図るとともに、
児童生徒への
啓発活動と登
録してくれた
家庭及び事業
所へのアフ
ターケアの充
実を図る

青少年育成委員会を通して地
域住民に協力を依頼し、緊急
避難場所となる「こども110番
のいえ」として、児童生徒の登
下校の安全確保を図った。平
成22年度は、緊急避難登録者
証パネルを新たに800枚作成
し、配布した。
【10,080軒→11,040軒】

青少年育成委員会を通じて、
地域住民に協力を依頼し、緊
急避難場所となる「こども110
番のいえ」として登録していた
だき、児童生徒の登下校の安
全確保を図った。
登録件数　10,038件

青少年育成委員会を通じて、
地域住民に協力を依頼し、緊
急避難場所となる「こども110
番のいえ」として、児童生徒の
安全確保を図った。【10,038件
→10,209件】

青少年育成委員会を通じて、
地域住民に協力を依頼し、緊
急避難場所となる「こども110
番のいえ」としての登録を促
し、児童生徒の安全確保を
図った。【10,209件→10,239件】

青少年育成委員会を通じて、地域住
民に協力を依頼し、緊急避難場所や
犯罪の抑止力となる「こども110番のい
え」の登録を促し、児童生徒の安全確
保を図った。（10,239件→10,322件）

○ B
今後は、引き続き登録を促すととも
に、児童生徒への啓発活動と登録の
あった家庭及び事業所へのアフター
ケアのさらなる充実を図る。

健全育成課
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

実施状況目標値 実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

所管課実施状況実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
進捗
状況

評価 達成状況、課題等現状値

基本目標９ 子どもの安全の確保 

301‐2
青色防犯パト
ロール

　青色回転灯装着公用車８台による
防犯パトロールを実施し、空き巣や
ひったくりなどの犯罪を抑止するとと
もに、通学時における子どもの安全
を図ります。

青色回転灯装
着公用車８台
での防犯パト
ロールを実施

継続して実施
青色回転灯装着公用車８台に
よる防犯パトロールを実施し
た。

青色回転灯装着公用車8台に
よる防犯パトロールを実施し
た。

青色防犯パトロール実績
　　　44回、692km

２５回、２３８㎞
青色回転灯装着公用車による防犯パ
トロールを実施

○ B
青色回転灯装着公用車８台を活用し、
防犯パトロールを実施した。
今後も継続して実施する。

市民サービス課

301‐3
ちばし安全・
安心メール

　空き巣やひったくりなど市内の犯
罪状況や災害・気象情報を携帯電
話やパソコンに電子メールで配信し
ます。利用者の犯罪や災害に対す
る心構えを喚起し、発生時の避難な
ど迅速・的確な対応を可能にしま
す。

登録者数
30,427人
（H22.11末現
在）

登録者に継続
して配信

安全・安心メール登録者数が
34,849人まで増加した。

登録者数　38,940人
登録者数（24年度末）　41,314
人

登録者数　42,280人
犯罪発生日報　1,518件
緊急防犯情報　57件
ワンポイント防犯情報　23件

登録者数　42,792人
犯罪発生日報　1,235件
緊急防犯情報　66件
ワンポイント防犯情報　43件

○ B
平成23年度事業終了。
プランNo19-2「児童手当」に移行

市民サービス課

301‐3
ちばし安全・
安心メール

　空き巣やひったくりなど市内の犯
罪状況や災害・気象情報を携帯電
話やパソコンに電子メールで配信し
ます。利用者の犯罪や災害に対す
る心構えを喚起し、発生時の避難な
ど迅速・的確な対応を可能にしま
す。

登録者数
30,427人
（H22.11末現
在）

登録者に継続
して配信

安全・安心メール登録者数が
34,849人まで増加した。

・気象・災害対策情報等を電子
メールにより迅速に市民へ提
供し、市民の防災対策の支援
を実施した。
・光化学スモッグ等防災行政
無線の放送内容を配信し、市
民への情報伝達の補完を併せ
て実施した。
・登録者数　38,940人

・気象情報・台風の注意喚起
等を電子メールにより迅速に
市民へ提供し、市民の防災対
策の支援を実施した。
　また、光化学スモッグ等防災
行政無線の放送内容を配信
し、市民への情報伝達の補完
を併せて実施した。
・登録者数は平成２４年度末で
41,314人と増加した。

・気象情報、避難勧告等を電
子メールにより迅速に市民へ
提供し、市民への防災情報の
伝達を行った。
・登録者数は平成２５年度末で
42,280人（前年41,314人）と増
加した。

市内の災害・気象情報を配信した。登
録者42792名（平成26年度末登録者
数）

○ B

・気象情報、避難勧告等を電子メール
により迅速に市民へ提供し、市民への
防災情報の伝達を行った。
・登録者数は平成２６年度末で42,792
人（前年42,280人）と増加した。
・登録者数を増加させるため、さらなる
周知が必要

防災対策課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数　2,863人 登録者数：2,382人 ○ B
中央区地域振
興課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数 2,315人 登録者数：2070人 ○ B
花見川区地域
振興課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数　2,328人 登録者数：1,990人 ○ B
稲毛区地域振
興課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数　2191人 登録者数：2,462人 ○ B
若葉区地域振
興課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数　1865人 登録者数：1,537人 ○ B
緑区地域振興
課

301‐4
防犯
ウォーキング

　ジョギングや散歩等を兼ねて、パト
ロールを実施することで、地域の犯
罪の抑止及び防犯の強化を図りま
す。ボランティアには帽子等の物品
を貸与します。

防犯ウォーキ
ングボランティ
ア
累計登録者数
8,237人

継続して実施

防犯ウォーキングボランティア
を募集し、新規登録者等にロ
ゴ入りの帽子を貸与した。

　　新規登録者数　　1,107人
（全市）

登録者数　10,701人（全市）
登録者数（24年度末）　12,032
人（全市）

登録者数　2,146人 登録者数：1,846人 ○ B
美浜区地域振
興課

登録者数　12,861人
平成27年度からボランティア保険の対
象外となるため、辞退者等が増加し

た。
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

実施状況目標値 実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

所管課実施状況実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
進捗
状況

評価 達成状況、課題等現状値

基本目標９ 子どもの安全の確保 

302 環境浄化事業

　青少年非行の誘因となっている有
害環境を調査、点検し、実態を把握
するとともに、警察署や青少年育成
委員会、民間補導員等と連携して環
境浄化に関する活動を実施します。

実施 継続して実施

点検及び調査店舗数
　コンビニエンスストア　281店
舗
　カラオケボックス店　　　37店
舗
　書店、古書店　　　　　　73店
舗

点検及び調査を実施した。
コンビニエンスストア　191店舗
カラオケボックス店　　　23店
舗
書店、古書店　　　　　　12店舗

点検及び調査店舗数
　コンビニエンスストア　163店
舗
　カラオケボックス店　　　21店
舗
　書店、古書店　　　　　　  7店
舗

点検及び調査店舗数　合計
268店舗
（内訳）
コンビニエンスストア　168店
舗、携帯電話販売店　26店舗
カラオケボックス店　25店舗、
書店　11店舗、
その他　38店舗

点検及び調査店舗数
　コンビニエンスストア 　173店舗
　書店、古書店　　　　　　 23店舗
　携帯電話店　　　　　　 　26店舗
　カラオケボックス店等　　44店舗

○ B
社会環境の変化に応じた環境浄化活
動の実施を考える必要がある。

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

303
教員の情報モ
ラル教育指導
力の向上

　小・中・特別支援学校での教員の
情報モラル教育指導力の向上を図
ります。

指導資料集の
作成（H19）、
研修の実施・
実践事例研究
の実施（H21・
H22）

継続して実施

　千葉市独自の情報モラルカ
リキュラムから、発達段階に応
じて各教科に割り当てた「基本
指導内容」を作成し、イントラ
ネット上に公開した。
　小学校低中学年向けの情報
モラルコンテンツ（10本）を作成
し、合計40本のコンテンツを利
用可能とした。
　各層対象および、メディア主
任への研修会に情報モラル教
育の推進に向けた内容を取り
入れて実施した。

・各層対象およびメディア主任
への研修会に情報モラル教育
の推進に向けた内容を取り入
れて実施した。
・新システムに合わせた情報
モラルコンテンツの仕様変更を
実施した。（10本）

各層対象および、メディア主任
への研修会に情報モラル教育
の推進に向けた内容を取り入
れて実施した。新システムに合
わせた情報モラルコンテンツの
仕様変更を実施した。

各層対象の研修会や教育メ
ディア主任研修会、Cabinet取
扱責任者講習、情報セキュリ
ティ研修会などで、情報モラル
教育の推進に向けた内容を取
り入れて実施した。

　各層対象の研修会や教育メディア主
任研修会、Cabinet取扱責任者講習、
情報セキュリティ研修会などで、情報
モラル教育の推進に向けた内容を取
り入れて実施した。
　インターネット上（センターのweb）に
情報モラル教材「ネットトラブルにあわ
ないために」を掲載した。イントラネット
上に学校で保有する情報資産の取扱
いと校務システム活用についてFlash
教材２本をあげた。

○ B

各層対象の研修会、及び指定研修等
において、資料の提示・提供を図り、
教員の情報モラル教育に対する指導
力向上に向けて啓発することができ
た。

教育センター

303‐2
九都県市共同
啓発事業

　青少年の健全育成について協議
し、九都県市が共同して取り組みま
す。

課長会議５回
担当者会議８
回

継続して実施

九都県市で、携帯電話端末の
使用において、青少年をイン
ターネットの青少年有害情報
から守る手段の研究をすす
め、九都県市推奨の携帯電話
端末の基準を作成することに
なった。

・九都県市で、携帯電話端末
の使用において青少年をイン
ターネットの有害情報から守る
取り組みを行い、基準を作成し
た。
・共同啓発ポスターを作成し市
内約300か所の学校や事業所
に配布して啓発した。

九都県市で、携帯電話端末の
使用において、青少年をイン
ターネットの青少年を有害情報
から守る取り組みを行い、児童
ポルノ問題の根絶に向けての
意見交換をおこなった。

九都県市で、携帯電話端末の
使用において、青少年をイン
ターネットの有害情報から守る
取り組みとして共同啓発ポス
ターの作成を行ったほか、ネッ
ト依存問題について意見交換
を行った。

九都県市で、携帯電話端末の使用に
おいて、青少年をインターネットの有
害情報から守る取り組みとして共同啓
発ポスターの作成を行ったほか、青少
年のマナー向上について意見交換を
行った。

○ B 健全育成課

303‐3 補導活動事業

　街頭・駅周辺、ゲームセンター、学
校周辺等を民間補導員が巡回し、
怠学、家出、喫煙、不良交遊等の不
良行為に対して指導します。

2,100人 継続して実施 補導少年数延べ3,188人 延べ補導少年数　2,406人 補導少年数延べ1,446人 補導少年数延べ1,083人 補導少年数延べ1,061人 ○ B
社会環境の変化に伴う非行少年の行
動の把握に努める必要がある。

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

303‐4
広報・啓発事
業

　ＨＰ・広報紙「フェアウェイ」等によ
る広報啓発活動をします。

啓発カード配
布　45,000枚
アクセス件数
10,000件

継続して実施
啓発カード配布　45,000枚 アク
セス件数19,832件

啓発カード配布　45,000枚
アクセス件数　18,583件

啓発カード配布　57,200枚 アク
セス件数17,642件

啓発カード配布　　　　　44,400
枚
リーフレット配布　　　　　　750
枚
ＨＰアクセス件数　　　　18,789
件

啓発カード配布　43,625枚 アクセス件
数15,823件

○ B
市民に対する広報啓発の更なる工夫
を考える必要がある。

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

303‐5

青少年の健全
育成に係る啓
発ポスターの
配布

　青少年の健全育成に係る啓発事
業の一環として、九都県市で共同し
て作成します。

ポスターを市
内300か所に
配布

継続して実施
小 120、中 57、高 2、養護 2、
公民館・図書館等 114
合計 295か所

小学校117、中学校57、高等学
校2、特別支援学校2、公民館・
図書館等114合計292か所へ
配布をした。

九都県市で、携帯電話端末の
使用において、青少年をイン
ターネットの青少年を有害情報
から守る取り組みを行い、周知
するための共同啓発ポスター
の作成した。

九都県市で、携帯電話端末の
使用において、青少年をイン
ターネットの有害情報から守る
取り組みを行い、周知するた
めの共同啓発ポスターの作成
した。

九都県市で、携帯電話端末の使用に
おいて、青少年をインターネットの有
害情報から守る取り組みを行い、周知
するための共同啓発ポスターの作成
した。

○ B 健全育成課

303‐6

情報教育推進
のための企画
運営と調査研
究及び情報教
育ネットワーク
に関する業務

　教育センターで整備・運用している
ネットワーク（Cabinet）サーバーで有
害情報へのアクセス記録を収集しま
す。

170校 172校

　新たに構築した新Cabinet統
合システムにおいて、児童生
徒が学習に利用する端末につ
いては、有害情報のフィルタリ
ング機能を設定した。

児童生徒が学習に利用する端
末については、有害情報のフィ
ルタリング機能を有効としてあ
る。学習に必要なＨＰの情報等
については、学校からの要望
を検討し個別に対応した。

児童生徒が学習に利用する端
末については、有害情報のフィ
ルタリング機能を有効としてあ
る。学習に必要なＨＰの情報等
については、学校からの要望
を検討し個別に対応した。

児童生徒が学習に利用する端
末については、有害情報のフィ
ルタリング機能を有効としてあ
る。学習に必要なホームペー
ジの情報などについては、学
校から要望を検討し、個別に
対応した。

児童生徒が学習に利用する端末につ
いては、有害情報のフィルタリング機
能を有効としてある。学習に必要な
ホームページの情報などについては、
学校から要望を検討し、個別に対応し
た。

○ B
フィルタリングに関して、学校からの依
頼への対応を含め、計画どおり実施
することができた。

教育センター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

実施状況目標値 実施状況 実施状況

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

所管課実施状況実施状況
プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
進捗
状況

評価 達成状況、課題等現状値

基本目標９ 子どもの安全の確保 

303-7
子ども向け消
費者事故・被
害の啓発事業

子どもに起こりやすい消費者事故や
消費者トラブルの発生時に、市民へ
の注意喚起・啓発を行います。

当該トラブル
の発生時に、
ホームペー
ジ、広報紙を
利用した注意
喚起・啓発を
実施

継続して実施
－ －

当該トラブルの発生時に、ホー
ムページ、広報紙を利用した
注意喚起・啓発を実施

当該トラブルの発生時に、ホー
ムページにより注意喚起・啓発
を実施した。

当該トラブルの発生時に、ホームペー
ジにより注意喚起・啓発を実施した。

○ B

子ども向けの消費者事故等が発生し
た場合は、国等が発表した資料などを
活用し、速やかにホームページに掲載
する。

消費生活セン
ター
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３　個別事業の進捗状況及び計画期間の最終評価

平成21年度末 平成26年度末 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

304
進路指導推進
事業

　進路学習ノート「わたしの夢」を配
布し、「生き方」を考える進路指導の
充実を図ります。また、進路学習資
料「Hello、My Future」を配布し、進
路選択の手引きとして活用します。

実施 継続して実施

「ハロー、マイフューチャー」は
入札し、施行した。来年度の
「ハロー、マイフューチャー」
「わたしの夢」は委員会を設置
して原稿を改定している。消耗
品は８月下旬から購入する予
定。

進路学習ノート「わたしの夢」を
配布し、「生き方」を考える進路
指導の充実を図った。また、進
路学習資料「Hello、My
Future」を配布し、進路選択の
手引きとして活用した。保護者
啓発資料もホームページで配
信した。

進路学習ノート「わたしの夢」を
作成し、中学1、2年生全員に
配布した。進路学習資料
「Hello、My Future」を編集し3
年生に配布した。

進路学習ノート「わたしの夢」を
作成配布し、「生き方」を考える
進路指導の充実を図った。ま
た、進路学習資料「Hello、My
Future」を作成配布し、進路選
択の手引きとして活用した。

進路学習ノート「わたしの夢」を作成
し、中学1，2年生に配布した。と進路
学習資料「Hello、My Future」を作成
し、中学3年生に配布し、進路選択の
手引きとして活用した。

○ B 指導課

305
キャリア教育
推進会議事業

　キャリア教育（進路指導）の基本的
な方向性や本市の課題等を推進会
議を設置し、協議します。

実施 継続して実施
キャリア教育推進会議は、１０
月と３月に開催する予定。

キャリア教育推進会議を年2回
実施し、小・中・特別支援学校
のキャリア教育の実施状況を
調査分析した。研修会等を通
して、実践状況を知らせ、提言
した。中学校の職場体験実施
率は100％であった。

平成24年10月16日と平成25年
3月14日に「キャリア教育推進
会議」を実施した。

キャリア教育推進会議を２回
開催し、大学教授による講演
を実施した。

キャリア教育推進会議を２回開催し、
大学教授による講演と学校現場によ
る実践報告を行った。

○ B 指導課

306
千葉市イン
ターンシップ
事業

　本市職場で実習受入を行い、就業
機会を与え、学生の就業体験、就業
意識の向上、市政に対する理解の
促進を図ります。

50～70名の受
入れ

継続して実施
38職場において、76人（内訳：
大学生72人、高校生4人）の受
入実習を行った。

36の職場において、78人（内高
校生3人）の受入実習を行っ
た。

39職場において、87人（内訳：
大学生86人、高校生1人）の受
入実習を行った。

49職場において、87人（内訳：
大学生84人、高校生3人）の受
入実習を行った。

39職場において、99人（内訳：大学生
98人、高校生1人）の受入実習を行っ
た。

○ A 人材育成課

307
児童自立生活
援助事業

　義務教育終了後、児童養護施設を
退所し就職した児童に対し、相談そ
の他の日常生活上の援助及び生活
指導を行うことにより、社会的自立
の促進を図ります。

４施設におい
て実施

継続して実施 実施（実績なし）

各施設において、義務教育終
了後に児童養護施設を退所し
就職した児童に対し、相談そ
の他の日常生活上の援助及
び生活指導を行い、社会的自
立の促進を図った。

　各施設において、義務教育
終了後、児童養護施設を退所
し就職した児童に対し、相談そ
の他の日常生活上の援助及
び生活指導を行い、社会的自
立の促進を図った。

　各施設において、義務教育
終了後、児童養護施設を退所
し就職した児童に対し、相談そ
の他の日常生活上の援助及
び生活指導を行い、社会的自
立の促進を図った。

　義務教育終了後、児童養護施設を
退所し就職した児童に対し、相談その
他の日常生活上の援助及び生活指導
を行うことにより、社会的自立の促進
を図った。

○ B
こども家庭支援
課

308
外国人市民懇
談会

　外国人市民の意見・要望を市政に
反映するため、外国人市民懇談会
の開催及び意見聴取の機会を設定
します。

年２回実施
年２～３回実
施

第１回（7/17) 区役所にて順次
行う「外国人市民オリエンテー
ションについて」をテーマに実
施。
第２回（3/12)は震災発生によ
り中止

千葉市国際交流プラザにて年
2回実施。
延べ参加者数　37名

千葉市国際交流プラザにて年
2回実施。延べ参加者人数26
名

6月、12月の2回開催した。延
参加者40人

6月、12月の年2回開催。 ○ B

懇談会実施にあたり、より効果的な手
法（外国人市民への当事業の周知方
法及び聴取した意見の市政への反映
手法等）を検討する。

国際交流課

【平成26年度　進捗状況】　　○･･･概ね実施した（未実施だが、実施に向けて準備に着手したものを含む）　　△･･･あまり実施できなかった　×・・・実施できなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　 －・・・未着手（次年度以降実施予定）　　終・・・事業終了

【計画期間の最終評価】　A・・・計画以上の成果があった　B・・・計画どおり実施した　C－１・・・計画どおり実施されなかった（達成に向けて着手したが、目標事業量に達していない）
                         　　　    C－２・・・計画どおり実施されなかった（未着手）

プラン
NO． 事　業　名 事　　　業　　　内　　　容

平成26年度 計画期間の評価
所管課現状値

進捗
状況

評価 達成状況、課題等目標値 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標１０ 就業支援の推進とグローバル社会への対応 
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